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（２
）
実
施
要
件

（３
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定
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（２
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（３
）
労
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規
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第
二
節
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働
形
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多
様
化
と
労
働
時
間
規
制

１
　
幹
部
職
員
と
そ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー

（１
）
経
営
幹
部
職
員

（２
）
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団
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勤
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時
間
割
に
従
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部
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員

（３
）
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（２
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（３
）
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（１
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（２
）
自
由
時
間
保
障

２
　
雇
用

・
労
働
形
態
の
多
様
化
と
労
働
時
間
規
制

（
１
）
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働

（２
）
幹
部
職
員

序
フ
ラ
ン
ス
の
労
働
時
間
法
制
は
、
近
年
、
注
旧
す
べ
き
新
た
な
展
開
を
見
せ
て
い
る
。

フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
、　
一
九
八
二
年

一
月

一
六
日
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
以
降
、
法
定
労
働
時
間
週
三
九
時
間
を
基
軸
と
す
る
労
働
時
間
法
制
が

展
開
さ
れ
、
①
失
業

・
不
況
の
克
服
、
時
短
に
よ
る
雇
用
創
出
と
、
②
弾
力
化
に
よ
る
企
業
の
生
産
性
向
上
と
い
う
二
つ
の
目
的
の
間
を
揺
れ
動

き
な
が
ら
、
い
く
た
び
か
の
法
改
正
が
行
わ
れ
て
一
だ
。

し
か
し
な
が
ら
、　
一
九
九
七
年
六
月
に
社
会
党
ジ
ョ
ス
バ
ン
政
権
が
誕
生
し
て
か
ら
、
法
定
労
働
時
間
の
短
縮
に
よ
る
実
労
働
時
間
の
短
縮
と

一雇
用
の
拡
大
が
焦
眉
の
課
題
と
し
て
掲
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
労
働
時
間
法
制
を
抜
本
的
に
改
正
し
、
法
定
労
働
時
間
週
三
五
時

間
を
基
軸
と
す
る
新
労
働
時
間
法
制
が
導
入
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
た
め
、
ま
ず
、
①

一
九
九
八
年
六
月

一
三
日
の
労
働
時
間
の
短
縮
の
導
入

。
奨
励
に
関
す
る
法
律
第
四
六

一
号

（通
称
第

一
次
オ
ブ
リ
ー

法、以下
「第一次オブリー法」と呼朽）が制定され、これに岬いな向時一日働組‐こ年』制にに勘物碗日翡″”噂卿［．一郷製恐ボ

四
九
五
、
四
九
六
、
四
九
七
、
四
九
ふ
翼
、
③

一
九
九
八
年
六
月
二
四
日

ブ
リ
ー
法
を
補
完

・
修
正
す
る
も
の
と
し
て
、
①
二
〇
〇
〇
年

一
月

一
九
日
の
労
働
時
間
の
交
渉
に
よ
る
短
縮
に
関
す
る
法
律
第
三
七
号

（通
称
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第
二
次
オ
ブ
リ
ー
法
、
以
下

「第
二
次
オ
ブ
リ
ー
法
」
と
呼
朽
｝
が
制
定
さ
れ
る
と
と
も
に
、
②
二
〇
〇
〇
年

一
月
二
八
日
の
デ
ク
レ
第
七
〇
、

七
三
、
七
四
号
、　
一
月
三

一
日
の
デ
ク
レ
第
八

一
、
八
二
、
人
三
、
人
四
号
、
二
月
二
日
の
デ
ク
レ
第
八
九
号
、
二
月
九
日
の
デ
ク
レ
第

一
一
三

号
、
二
月
二

一
日
の
デ
ク
レ
第

一
四
〇
号
、
二
月
二
三
日
の
デ
ク
レ
第

一
四
七
、　
一
五
〇（誕

、
③
二
〇
〇
〇
年
三
月

一
〇
日
の
労
働
時
間
の
交
渉

に
よ
る
短
縮
に
関
す
る
Ｌ
遵
等
が
相
次
い
で
出
さ
れ
、
法
定
労
働
時
間
週
三
五
時
間
制
の
も
と
で
の
新
労
働
時
間
法
制
が
完
成
さ
れ
た
。
そ
し
て
、

法
定
週
三
五
時
間
制
は
二
〇
〇
〇
年

一
月

一
日
か
ら
、
第
二
次
オ
ブ
リ
ー
法
の
規
定
は
二
〇
〇
〇
年
二
月

一
日
か
ら
施
行
さ
れ
る
に
い
た

っ
て
い

２０
。こ

の
新
労
働
時
間
法
制
は
、
失
業
の
防
止
と
雇
用
の
創
出
を
最
重
要
課
題
と
し
、
そ
の
た
め
に
雇
用
さ
れ
て
い
る
労
働
者
の
実
労
働
時
間
短
縮

と
ワ
ー
ク
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
に
取
り
組
ん
で
い
る
点
で
、
雇
用
保
障
政
策
と
い
う
観
点
か
ら
も
注
目
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
ワ
ー
ク
シ
ェ

ア
リ
ン
グ
の
考
え
方
は
、
深
刻
な
失
業
問
題
に
直
面
し
つ
つ
あ
る
日
本
に
お
い
て
も
、
真
剣
に
検
討
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
い
え
よ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
フ
ラ
ン
ス
の
新
労
働
時
間
法
制
は
、
雇
用
保
障
政
策
の

一
環
と
し
て
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
規
制
内
容
と
個
別
労
働
者
の
権
利

保
障
、
す
な
わ
ち
、
労
働
者
の
健
康
と
自
由
時
間

・
私
的
生
活
が
ど
の
よ
う
に
保
障
さ
れ
て
い
る
か
、
と
い
う
観
点
か
ら
大
き
な
関
心
を
寄
せ
ら

れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
フ
ラ
ン
ス
は
、
従
来
か
ら
時
短
先
進
国
の
一
つ
で
あ
り
、
法
定
週
労
働
時
間
三
九
時
間
制
時
代
の

労
働
時
間
法
制
も
注
目
す
べ
き
も
の
で
あ

っ（だ
。
し
か
し
な
が
ら
、
今
回
の
労
働
時
間
法
の
大
改
正
後
の
新
労
働
時
間
法
制
に
お
い
て
は
、
ま
ず
、

前
述
の
よ
う
に
、
法
定
労
働
時
間
が
週
三
九
時
間
か
ら
三
五
時
間
に
短
縮
さ
れ
、
従
業
員
二
〇
人
を
超
え
る
企
業
に
つ
い
て
は
二
〇
〇
〇
年

一
月

一
日
よ
り
、
従
業
員
二
〇
人
以
下
の
企
業
に
お
い
て
は
二
〇
〇
二
年

一
月
よ
り
、
法
定
週
労
働
時
間
三
五
時
間
制
へ
移
行
す
る
。
ま
た
、
新
労
働

時
間
法
制
に
お
い
て
は
、
法
定
労
働
時
間
の
短
縮
の
み
な
ら
ず
、
実
労
働
時
間
の
短
縮
を
実
現
す
る
た
め
に
、
従
来
よ
り
い
っ
そ
う
、
労
働
時
間

制
限
の
実
効
性
を
確
保
す
る
た
め
の
多
様
な
規
制
が
複
合
的
に
組
み
合
わ
さ
れ
、
休
息

・
休
暇
に
よ
る
自
由
時
間
保
障
も
拡
充
さ
れ
て
い
る
。
日

本
に
お
い
て
は
、　
一
九
九
四
年
か
ら
法
定
週
労
働
時
間
四
〇
時
間
制
に
移
行
し
、
そ
の
後
の
労
働
基
準
法
、
育
児
介
護
休
業
法
等
の
改
正
に
よ
り
、

労
働
時
間
法
制
が
進
展
し
つ
つ
あ
る
と
は
い
え
、
現
在
も
な
お
、
実
労
働
時
間
の
短
縮
と
休
息

”
休
暇
保
障
の
拡
充
は
、
労
働
法
制
の
最
も
重
要

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
労
働
時
間
法
制
の
展
開
―
労
働
者
の
健
康

。
自
由
時
間
保
障
と
雇
用
・
労
働
形
態
の
多
様
化
　
　
　
　
　
　
　
　
八
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な
課
題
の

一
つ
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
つ
て
、
新
労
働
時
間
法
制
に
お
い
て
、
労
働
時
間
規
制
と
休
息

。
休
暇
保
障
が
ど
の
よ
う
に

再
編
成
さ
れ
、
労
働
者
の
健
康
と
自
由
時
間

。
私
的
生
活
が
ど
の
よ
う
に
保
障
さ
れ
て
い
る
か
を
体
系
的
に
検
討
す
る
こ
と
は
、
日
本
の
労
働
時

間
法
制
を
検
討
し
、
日
本
の
労
働
者
の
健
康
と
自
由
時
間
保
障
を
進
展
さ
せ
る
上
で
も
重
要
な
示
唆
を
与
え
る
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
フ
ラ
ン
ス
の
労
働
時
間
法
制
は
、
従
来
か
ら
、
雇
用

・
労
働
形
態
に
配
慮
し
た
多
様
な
労
働
時
間
規
制
が
展
開
さ
れ
て
お
り
、
一
方
で
、

非
典
型
雇
用

（パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
、
間
欠
的
労
働
、
派
遣
労
働
、
期
間
の
定
め
の
あ
る
労
働
）
の
雇
用
形
態
の
特
殊
性
、
他
方
に
お
い
て
、
産

業
部
門
、
職
種
、
職
務
内
容
や
労
働
形
態
を
考
慮
し
た
、
多
様
な
労
働
時
間
規
制
が
展
開
さ
れ
て
き
た
。
新
労
働
時
間
法
制
に
お
い
て
は
、
パ
ー

ト
タ
イ
ム
労
働
に
つ
い
て
、
労
働
時
間
を
含
む
労
働
者
保
護
が
強
化
さ
れ
る
と
と
も
に
、
従
来
特
別
規
制
の
存
在
し
な
か
っ
た
幹
部
職
員

（Ｓ
，

■８
）
に
つ
い
て
、
そ
の
職
務
内
容
の
特
殊
性
へ
の
配
慮
と
、
労
働
者
の
健
康
と
自
由
時
間
保
障
を
両
立
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
新
制
度
が

導
入
さ
れ
て
い
る
。
日
本
に
お
い
て
は
、
労
働
時
間
法
制
は
、
基
本
的
に
は
直
接
一雇
用
さ
れ
て
い
る
期
間
の
定
め
の
な
い
労
働
契
約
を
締
結
し
て

い
る
フ
ル
タ
イ
ム
労
働
者
を
想
定
し
て
お
り
、
雇
用
形
態
の
相
違
を
考
慮
し
た
き
め
の
細
か
い
労
働
時
間
法
制
は
十
分
に
展
開
さ
れ
て
い
な
い
。

ま
た
、
労
働
形
態
の
多
様
化
に
対
し
て
は
裁
量
労
働
制
の
導
入

。
拡
大
が
図
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
が
、
労
働
者
の
健
康
と
自
由
時
間
を
保
障
し

う
る
内
容
の
法
規
制
で
あ
る
か
は
疑
間
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
新
労
働
時
間
法
制
が
、
雇
用

・
労
働
形
態
の
多
様
化
に
対
応
し
て

ど
の
よ
う
な
展
開
を
み
せ
て
い
る
の
か
、
こ
れ
を
検
討
す
る
こ
と
は
、
日
本
に
お
い
て
、
雇
用

・
労
働
形
態
の
多
様
化
に
対
応
す
る
ど
の
よ
う
な

労
働
時
間
法
制
を
発
展
さ
せ
る
か
を
考
え
る
上
で
も
重
要
で
あ
ろ
う
。

（
９
）

そ
こ
で
本
稿
に
お
い
て
は
、
第

一
次

・
第
二
次
オ
ブ
リ
ー
法
に
よ
る
改
正
を
ふ
ま
え
、
フ
ラ
ン
ス
の
新
労
働
時
間
法
制
に
お
い
て
、
①
労
働
者

の
健
康
と
自
由
時
間

・
私
的
生
活
が
ど
の
よ
う
に
保
障
さ
れ
て
い
る
か
、
②
雇
用

。
労
働
形
態
の
多
様
化
に
対
応
し
た
ど
の
よ
う
な
労
働
時
間
規

制
が
行
わ
れ
て
い
る
か
、
と
い
う
観
点
か
ら
、
労
働
者
の
健
康

ｏ
自
由
時
間
保
障
の
た
め
の
労
働
時
間
法
制
の
一
般
的
枠
組
み

（第

一
章
）
、
雇

用

・
労
働
形
態
の
多
様
化
に
配
慮
し
た
特
別
規
制

（第
二
章
）、
の
順
に
検
討
し
、
最
後
に
日
本
法
へ
の
示
唆
を
提
示
す
る
こ
と
に
し
た（理
。
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(《 N)Lo
i N°

 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative a la reduction du temps de travail(Loi Aubry

I),JO du 14 juin 1998,L6gisosoc。
―A2_N°

 7864 du 25 1nai 1998。

(∞
)D6crets N°

S98_493,98-494,98‐
495,98-496,98-497 du 22 itin 1998,」

O du 23 juin 1998.

(寸
)C
irculaire MES/CAB du 24 juin 1998 relative a la reduction du telmps de travail,JO du 25 juin 1998,L6gis.soc.

‐A2_N°
7889 du 2 juillet 1998,N°

7890 du 3 juillet 1998 et N°
7891 du 6 juillet 1998.

(Ю
)L
oi N°

 2000-37 du 19 ianv. 2000 relative a la reduction n6goci6e du temps de travail(Loi Aubry II), JO du 20

ianv。
2000,L6gis.soc.―

A2-N°
8061 du 25 ianv。

2000 ot N・
8062 du 27 ianv.2000.椰

鶏
′
匡
迅
壼
′
順

運
盤
CIIOOOせ

I Щ
 Illlmc軍

ボ
(D6cision N°

99-423 DC du 13 jan宙
er 2000,JO du 20 janv.2000)二

■
SI雑

C緊
製

案
事
:燿

N約
ミ
裏

盤
約
ミ
製
巡

′
掻
樹

′
《
終

約
城
製
°

(0)D6crets N°
S2000-70,2000-73,2000-74 du 28 ianv.2000,N°

S2000-81,2000-82,2000-83,2000‐
84 du 31 janv.2000,N・

2000

-89 du 2 f6v. 2000, N°
 2000‐

113 du 9 f6v。
 2000, N°

 2000-140 du 21 f6v。
 2000, N°

S 2000‐
147 et 2000-150 du 23 f6v。

 2000,

L6gis.soc.―
A2_N°

 8069 du 2 mars 2000.

(卜
)Circulaire MES/CAB du 3 mars 2000 relat市

e a la reduction n6goci6e du temps de travail, L6gisosoc.‐
A2_N°

8070 du 10 mars 2000.

(∞
)|ぺ

く
や
叶
や
駅
部
聖
pCヽ

1ヽ
ヽ
KCな

量
士
肛
逃
軍
伸
維
軍
長

0こ
K選

二
僣
ぶ
J収

炒
CttDν

′
ヨ

ロ
・
駆
国

。
Ith由

曜
『
黒
や
卜

や
ぷ
攣

士

卜
:卜

ヽ
K」

鶏
誉

Ю
誉
豪
副
堕
臣
聾
願
己
C嗅

眠
一
丼
豪
朝
紳
C選

養
・

肛
班
田
堕
臣
軽
聾
量
AЛ

興
眠
・

ホ
嘔
羽
当
距
Cヾ

岬
妻
翠

く
や



法
政
研
究
五
巻

一
号

含
一〇
〇
〇
年
）

八
八

間
制
度
―
主
要
五
カ
国
の
比
較
研
究
―
』
日
本
労
働
協
会

（
一
九
八
八
年
）
第
二
章

「
フ
ラ
ン
ス
の
労
働
時
間
制
度
」
（野
田
進
執
筆
部
分
）

一
二
八
頁

以
下
。

（９
）
第

一
次

。
第
二
次
オ
ブ
リ
ー
法
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
雇
用

・
連
帯
省
の
詳
細
な
通
達
が
出
さ
れ
て
お
り

（０
いＸ
Ｌ
臥
８

〓
ｕ
∽

ヽ
０
＞
”
一
口
Ｎ卜
」●
い●
Ｈ０
０∞
■
０
〕ｐ
〓
く
Φ
レ
］”
電
Φヽ
」
ｏＬ
ｏ
口
ヽ
Ｃ
一９
日
ｕ
り
Ｏ
ｏ
”■

，
く

，
〓
・
』
○
口
Ｃ
Ｎｕ
」●
い口
い０
０∞
・
ｒ
Ｏ、”
り̈
。ｏ
ｏ
Ｏ
・
‥＞
Ｎ
‐
Ｚ
。　
Ｎ∞
∞０
一
ｃ

Ｎ
」“
い】】３

い０
０Ｐ

Ｚ
。
「∞
Ｏ
ｏ
●
ｃ
∞
』Ｃ
〓
Ｆ
一
い０
一∞
３

Ｚ
。
一８
日
ヽ
暉
０
」‘
〓
Ｆ
一
ＨＯ
ｏ，
　
０
〓
ｏ
“
】”
守
ｏ
〓
日
∽
ヽ
０
＞
ｕ
●
ｃ
∞
日

，
『ｏ
Ｎｏ
ＯＯ
『Ｓ
ｐ
一オ
Φ

レ
］”
８
●
ｃ
ｏ一ざ
ロ
ロ
ｏ、”
ｏ
ｏ
ぃぉ

Ｏ
Ｃ
ざ
日
ｕ
り
●
ｏ
町
”
く
Ｌ
】〕

ｒ
ｏ、”
お
。り
ｏ
ｏ
。
，＞
ゃ

Ｚ
．
８
ざ

●
ｃ
８

日
，
コ

Ｎ８
ｏ
し
、
第
二
次
オ
ブ
リ
ー
法
に
よ
り

完
成
し
た
新
労
働
時
間
法
制
に
つ
い
て
は
、
Ｆ
す
いｏｏ
●
∽
ｏ
ｏ
す
】８
。
口
”
日
Ｔ
ｏ
ｍ暉
●
８
置
【
ら
Φ
〓
８
ミ
ヽ
●
８

日
Ｌ

Ｎ８
Ｐ

Ｕ
ｒ
よ
Φ
Ｏ
Ｌ
菫
ｐ
く
Ｌ
Ｆ

Ｆ

ｏ
り

”
ｕ

Ｆ
ｏ
ｒ
『
ｏ
∽
・

】
”

目
０
“
く
ｏ
］
】
Ｏ

『
Ｏ、
”
】
ｏ
Ｒ
Ｆ
ｏ
口
一

，
一
い
Ｏ
口

一

一て
【
い
Ｒ
Ｆ
ｏ
●
゛
０

”

Ｈ
”
゛
い
ρ
●
０

『

『
”
目
ｏ
い
ｏ

ｒ

ｏ
喘
ｏ
げ
く
『
Ｏ

∽
０
０
”
”
〕

Ｎ
Ｏ
Ｏ
Ｏ

・

目
。

　
ω
『
Ｏ
Ｏ

〇
一

り
〓

目
。

　
Ｎ
０
〇
一

０
一

０
・
・

●
．
　
Ｈ
∞
ｕ
∞

ｏ
一

り
こ
　
¨

一て
ロ
ロ
い
り
”
Φ′
『
Ｏ

●
０

］
．
Φ
目
〕
づ
］
０
ぃ

Φ
一

口
Φ

】
”

０
０
Ｈ
い
０
”
【
い
一
い

・

Ｈ
）
Ｃ
Ｈ
Ｏ、
Φ
・

『
Ｏ、
鰤
口
０
一
い
ｏ
口

ｏ
一

”
目
Ｐ
Ｏ、
口
”
”
Ｑ
目
ｒ
ｏ
●
一

一
暉

い
ｏ
員
Ｆ
●
ｏ

一
０

”
■

，
‐

く
，

い中
・
Ｈ」”
口
０
０
に
ロ
ロ
ｏ
口
一，
一ぃＯ
目
』”
”
口
ｏ
”
い∽
Φ
・
Ｎ
Ｏ
ｏ
Ｏ
¨
り
ヽ
いコ
いｏ
一０′『
０
●
０
中
．Ｏ
目
”づ
ＨＯ
い
０
一
●
Ｏ
Ｈ”
り
Ｏ
］】口
”
］い一０、
・
（】Ｃ
いＯ
①
づ
『
”
一いρ
‘
Φ
口
‘
口
『
Ｏ
い゙

●
“
一■

，
‐

く
，

〓

ｏ、
，

８

８

‐
Ｎ
８

ｒ

ｒ
”

Ｏ
ｏ
ｏ
日

Ｂ

詳

盟

い
ｏ
口

『
『
”
目
Ｓ

い
８

・

●
●
・８

‐
〓

ｏ

等

が

こ

れ

を

解

説

し

て

い

る

。

ま

た

、

∪

８

〓

８

ｏ
Ｆ

Ｆ

目
。

ヽ

営

『
〓

い０
一∞
・　
●
●
・ω
ＨＮ
上
〓
〕『
・　
】）
『
Ｏ
い一　
り
０
０
い”
】・　
●
．　
０
　
ヽ
い一
　
〇
０り
一０
日
ｐげ
ＨＯ
，０
〇
一〇
げ
『
Ｏ
　
Ｈ００∞
・　
づ
づ
・『卜ヽ
‐一０
∞
・　
Ｈ
）『
Ｏ
い゙
　
∽
０
０
い，
中・　
口
。　
いＮ　
』
ｏ、００
日ｐ
げ
『Φ
　
ぃ０
００
・

●
フ
ｏ
鍬
，Ｈ８
Ｐ

Ｕ
■
２
一
り
ｏ
ｏ
いＬ
・
●
。
ω
日
”
覇

Ｎ８
Ｐ

ｕ
フ
譴
０
‐Ｓ
Ｆ

Ｕ
『ｏ
諄
り
ｏ
ｏ
す
Ｆ

●
。
い
日
性

Ｎ８
Ｐ

り
や
ミ
ト‐お

，

等
が
新
労
働
時
間
法
制

の
特
集
を
組
ん
で
お
り
、
こ
れ
に
関
す
る
多
く
の
論
文
を
所
収
し
て
い
る
。
な
お
、
第
二
次
オ
ブ
リ
ー
法
制
定
前
の
段
階
で
は
あ
る
が
、
ワ
ー
ク
シ
エ
ア

リ
ン
グ
の
企
業
負
担
と
い
う
観
点
か
ら
二
五
時
間
法
の
概
要
を
検
討
す
る
も
の
と
し
て
、
鈴
木
秀
貴

「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
週
三
五
時
間
労
働
法
―
ワ
ー

ク
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
に
よ
る
雇
用
拡
大
と
そ
の
コ
ス
ト
ー
」
時
の
法
令
第

一
六
〇
五
号

（
一
九
九
九
年
）
六
六
頁
以
下
、
第

一
次
オ
ブ
リ
ー
法
後
の
労
働
協

約
締
結
過
程
に
お
い
て
生
じ
た
諸
問
題
を
検
討
す
る
も
の
と
し
て
、
奥
田
香
子

「
「
三
五
時
間
法
」
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」
労
働
法
律
旬
報

一
四
七
六
号

（
二
〇
〇
〇
年
）
四
頁
以
下
。

（
１０
）
対
象
範
囲
が
広
範
に
わ
た
る
た
め
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
新
労
働
時
間
法
制
の
概
要
を
分
析
す
る
こ
と
を
主
目
的
と
し
、
労
働
時
間
法
制
の



各
論
点
の
詳
細
に
つ
い
て
は
改
め
て
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
ま
た
、
本
稿
は
、
第

一
次

。
第
二
次
オ
ブ
リ
ー
法
の
内
容
そ
の
も
の
を
紹
介
す
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
も
の
で
は
な
い
の
で
、
同
法
に
お
い
て
規
定
さ
れ
て
い
る
経
過
措
置
、
第

一
次
オ
ブ
リ
ー
法
の
規
定
に
基
づ
き
締
結
さ
れ
た
労
働
協
約

。

協
定
で
第
二
次
オ
ブ
リ
ー
法
の
内
容
に
適
合
し
な
い
も
の
の
取
扱
い
、
週
法
定
労
働
時
間
三
五
時
間
の
規
定
が
施
行
さ
れ
る
以
前
に
労
働
協
約

。
協
定
に

よ
り
労
働
時
間
短
縮
を
実
施
し
た
場
合
の
使
用
者
に
対
す
る
経
済
的
援
助
等
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
特
に
触
れ
な
い
。

な
お
、
新
労
働
時
間
法
制
に
関
連
し
て
は
、
そ
の
労
働
時
間
規
制
の
内
容
そ
の
も
の
の
み
な
ら
ず
、
①
法
定
労
働
時
間
短
縮
に
あ
た
り
、
雇
用
創
出
、

労
働
者
の
所
得
保
障
、
お
よ
び
、
企
業
の
コ
ス
ト
負
担
へ
の
配
慮
が
ど
の
よ
う
に
調
整
さ
れ
て
い
る
か
、
②
法
定
労
働
時
間
短
縮
に
伴
う
、
所
定
労
働
時

間
や
そ
の
他
の
労
働
条
件
の
決
定

。
変
更
は
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
、
そ
の
中
で
労
使
自
治
が
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
か
等
、
興
味
深
い
点
は

多
々
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
、
雇
用
政
策
、
ま
た
は
、
集
団
的
労
使
関
係
法
制
の
展
開
の

一
環
と
し
て
、
稿
を
改
め
て
検
討
す

る
こ
と
に
し
た
い
。

第

一
章
　
労
働
者
の
健
康

・
自
由
時
間
保
障

フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、
労
働
時
間
法
制
は
、
日
本
と
同
様
、
①
労
働
時
間

（序
ヨ
７

一ｏ
一３
く

，いじ
そ
の
も
の
の
長
さ
・
配
分
を
規
制
す
る
ア

屑
「”はＦ̈
知囲酬剛を（蝙
器
は帰
膊け絲
鵬掛岬％
講
臨

，
い
賊
鰊
珊
澄
纂
蝙
紳牌
』

お
い
て
は
、
そ
れ
ら
の
規
制
内
容
が
ど
の
よ
う
も
の
と
な
っ
た
の
か
、
以
下
、
労
働
時
間
規
制

（第

一
節
）、
自
由
時
間
保
障

（第
二
節
）、
の
順

に
検
討
し
て
み
よ
う
。

八
九



法
政
研
究
五
巻

一
号

含
一〇
〇
〇
年
）

第

一
節
　
労
働
時
間
規
制

労
働
時
間

（狭
義
）
の
規
制
に
つ
い
て
は
、
①
そ
の
適
用
範
囲

（１
）、
②
規
制
対
象
と
な
る

「労
働
時
間
」
の
概
念

（
２
）、
③
労
働
時
間
の

長
さ

（３
）、
④
労
働
時
間
の
配
分

（
４
）、
が
問
題
と
な
る
。

第

一
次

。
第
二
次
オ
ブ
リ
ー
法
は
、
第

一
に
、
労
働
時
間
の
適
用
範
囲
か
ら
、　
一
定
の
幹
部
職
員

（８
摯
８
）
を
除
外
し
、
第
二
に
、
労
働
時

間
概
念
に
つ
い
て
の
修
正
、
補
充
を
行
う
と
と
も
に
、
第
三
に
、
法
定
労
働
時
間
を
短
縮
し
、
労
働
時
間
の
長
さ

。
配
分
規
制
を
大
き
く
修
正
す

る
こ
と
に
な
っ
た
。
以
下
、
新
労
働
時
間
法
制
に
お
け
る
労
働
時
間
規
制
の
概
要
を
、
順
に
検
討
し
よ
う
。

１
　
労
働
時
間
規
制
の
適
用
範
囲

労
働
時
間
規
制
の
適
用
範
囲
は
、
①
適
用
事
業
所
、
お
よ
び
、
②
適
用
対
象
労
働
者
の
双
方
か
ら
確
定
さ
な
が
ど

（
１
）
適
用
事
業
所

労
働
法
典
上
の
法
定
週
労
働
時
間
三
五
時
間
制
を
基
軸
と
す
る
労
働
時
間

（狭
義
）
規
制
が
適
用
さ
れ
る
事
業
所
は
、
①
工
業
的

・
商
業
的
事

（
３
）

業
所
お
よ
び
そ
れ
ら
の
付
属
施
設

（そ
の
性
質
が
公
的
か
私
的
か
、
非
宗
教
的
か
宗
教
的
か
を
問
わ
な

い
）
、
商
工
業
部
門
の
公
社

（ｕ
口
ｏ

”

Φ、ご
σ
】】∽りｏ８
８
オ

●
口
げ
】】８

す
０
房

『゙】ｏＦ

３

８
日
日
Φ■ｏ
い”
」
豊
、
法
務
関
連
事
務
所

（Ｒ
「̈
ｏ８

づ
暉
げ
］̈
●
ｇ
ｏ
３

日
ぃ口
ぃの゙
０、『〓
ι

（
公
証
人
、

執
行
官
、
競
売
官
、
代
訴
人
等
の
事
務
所
）、
自
由
業
、
民
事
営
利
社
団
、
職
業
組
合
、
非
営
利
社
団
、
父
母
ま
た
は
後
見
人
の
も
と
で
家
族
の

成
員
の
み
を
雇
用
す
る
事
業
所

（公
道
で
営
業
す
る
事
業
所
を
含
崎
ゃ

お
よ
び
ヽ
②
工
芸
的
ま
た
は
協
同
組
合
の
事
業
所
お
よ
び
そ
の
付
属

九

〇



麟
機
で
あ
る
。
ま
た
、
農
業
事
業
所

・
開
発
研
究
所

（行
政
機
関
の
事
業
所
を
除
笛
ゃ

お
よ
び
、

に
よ
り
、
法
定
労
働
時
間
週
三
五
時
間
制
が
適
用
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
①

一
九
四
〇
年

一
〇
月
三
日
の
法
律
と
そ
の
適
用
ア
レ
テ
の
対
象
と
な
る
、

∽
Ｚ
Ｏ
『
、
パ
リ
市
交
通
公
団

”
＞
↓
り
、
地
方
鉄
道
、
パ
リ
以
外
の
都
市
交
通
）、
お
よ
び
、
②
国
、

設
の
公
務

（♂
Ｒ
”いｏ
●
づ
“
げ
】̈
ｏ
８
）、
に
は
労
働
法
典
の
規
定
は
適
用
さ
浦
“
だ
。

（２
）
適
用
労
働
者

労
働
法
典
の
労
働
時
間
規
制
は
、
前
述
の
適
用
事
業
所
に
雇
用
さ
れ
る
全
て
の
賃
金
労
働
者

（３
】鶴
いお
）
（そ
の
労
働
契
約
の
期
間
の
定
め

の
有
無
、
通
常
の
労
働
契
約
か
派
遣
労
働
契
約
か
を
問
わ
な
い
）
、
見
習

（ｐ
ｏ
「
８
”】．し
、
そ
し
て
、
家
内
労
働
者

（一Ｓ
く

，
〓
ｏ●
〓

レ
ら
ｏ
日
常

。レ
嘲
｝
ｒ
蓬
週
日
管
さ
れ
竺
型
¨

嘱
　

一一響

懇

鰈

　

　

“脚平

襲

要

轟

人

・
使
用
人
↑
ｏ
Ｒ
いｏ『”
８
８
ｏ日
●
【ｏ
ヽ
ぉ
ら
．一日
日
げ
】８
一
）Ｆ
”
げ
【ご
一中ｏ
じ

は
、
そ
の
適
用
を
除
外
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
第
二
次
オ
ブ
リ
ー
法
は
、
幹
部
職
員

（８
彎
８
）
の
労
働
時
間
に
関
す
る
特
別
規
制
を
労
働
法

典
に
お
い
て
初
め
て
導
入
し
、
幹
部
職
員
の
一
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
あ
る
経
営
幹
部
職
員

（Ｓ
摯
８

２
『い器
ｐ
ユ
し

を
、
労
働
時
間

（狭
義
）
規
制

の
適
用
か
ら
除
外
す
る
こ
と
を
明
記
し
た
点
で
注
目
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ（煙
。

九

一

海
運
任
雑
に
も
、
労
働
法
典
の
規
定
の
参
照

集
団
的
旅
客
運
送

（
フ
ラ
ン
ス
国
有
鉄
道

地
方
公
共
団
体
、
行
政
機
関
、
公
的
医
療
施
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「労
働
時
間
」
概
念

九

二

労
働
時
間
規
制
の
中
心
軸
と
な
る
の
は
、
法
定
労
働
時
間
で
あ
る
が
、
そ
の
規
制
対
象
は
、
法
定
週
労
働
時
間
が
三
九
時
間
で
あ
っ
た
と
き
も
、

ま
た
、
現
在
の
三
五
時
間
制
に
お
い
て
も
、
原
則
と
し
て

「実
労
働

（け８
く

，
〓
Ｒ
「ｏｏ”いヽ
と

時
間
で
か
型
。
し
か
し
な
が
ら
、
不
活
動
時
間
を

含
む
断
続
的

・
監
視
的
な
職
業

・
雇
用
に
つ
い
て
は
、
デ
ク
レ
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
法
定
労
働
時
間
を
超
え
る
時
間
を

「換
算
時
間

（Ｆ
日
８

一
。ど
暉
】く
”
】”
８
ｏ∽
）」
と
し
、
法
定
労
働
時
間
と
同

一
視
す
べ
き
時
間
と
す
る
、
「換
算
時
間
制
度

（『ご

日̈
０
計
り
ぎ
日
８

“
．３
●
】く

，
中”
Ｒ
３
と

が
存
在
す
る
点
が
フ
ラ
ン
ス
の
特
徴
で
あ
る
。

実
労
働
時
間
に
つ
い
て
は
、
従
来
、
労
働
法
典
に
お
い
て
は
、
「労
働
時
間
は
、
更
衣
、
食
事
に
必
要
な
時
間
と
デ
ク
レ
に
よ
り
定
め
ら
れ
た

商
業

・
工
業
に
お
け
る
不
活
動
時
間
を
除
い
た
実
労
働
時
間
」
と
簡
単
に
規
定
さ
れ
て
い
る
に
す
塁
だ
、
判
例
が
こ
れ
を
補
完
し
て
い
た
。
し
か

し
な
が
ら
、
第

一
次

ｏ
第
二
次
オ
ブ
リ
ー
法
は
、　
一
九
九
三
年

一
一
月
二
三
日
の
労
働
時
間
に
関
す
る
Ｅ
Ｃ
経
型
の
国
内
法
化
、
お
よ
び
、
同
指

令
の
実
労
働
時
間
に
関
す
る
か
剥
と
国
内
法
の
整
合
化
の
必
要
性
を
契
機
と
し
て
、
新
た
に

「実
労
働
時
間
」
の
定
義
に
関
わ
る
規
定
を
導
入
し

た
。
す
な
わ
ち
、
従
来
の
規
定
を
削
除
し
、
近
年
の
破
毀
院
社
会
部
の
判
例
を
労
働
法
典
に
取
り
入
れ
て
、
①
実
労
働
時
間
の
一
般
的
定
義
、
お

よ
び
、
②
食
事

・
休
憩
時
間
、
更
衣
時
間
、
待
機
時
間
、
職
業
教
育
時
間
の
実
労
働
時
間
性
の
判
断
基
準
を
規
定
し
、
実
労
働
時
間
の
概
念
を
よ

り
明
確
化
し（型
。
ま
た
ヽ
換
算
制
度
に
つ
い
て
、
同
法
は
、
こ
れ
が
デ
ク
レ
に
よ
っ
て
の
み
許
容
さ
れ
る
こ
と
を
労
働
法
典
に
明
記
し
た
。
そ
こ

で
以
下
、
労
働
時
間
規
制
の
原
則
的
対
象
で
あ
る

「実
労
働
時
間
」
、
お
よ
び
、
そ
の
例
外
と
し
て
の

「換
算
制
度
」
に
つ
い
て
、
順
に
検
討
し

卜
で
つ
。



（
１
）
実
労
働
時
間

（
ａ
）

一
般
的
定
義

第

一
次
オ
ブ
リ
ー
法

（第
二
条
）
と
第
二
次
オ
ブ
リ
ー
法

（第
二
条
）
に
よ
り
新
た
に
労
働
法
典
に
規
定
さ
れ
た
定
義
に
よ
れ
ば
、
「実
労
働

時
間

（序
日
７

一
ｏ
一３
く

，
〓
Ｒ
「ｏｏけ中「
と

と
は
、
「労
働
者
が
使
用
者
の
指
揮
命
令
下

（レ
ｒ

ら
い選
８

一̈̈
ｏ
●
計

【．ｏ日
り
【ｏ
ヽ
日
）
に
お
か
れ
、

使
用
者
の
指
示

（ヽ
】『ｏＯ一いお
し

に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
自
由
に
個
人
的
用
事

（８
８
ｏ
３
】ｏ
ヨ

リ
ｏ■８
●
８
【］８
）
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い

時
間
」
で
（
“
。

し
た
が
っ
て
、
実
労
働
時
間
と
性
質
決
定
さ
れ
る
た
め
に
は
、
使
用
者
の
指
揮
命
令
下
に
あ
れ
ば
生
産
的
活
動
を
行
っ
て
い
る
必
要
は
な
く
、

生
産
的
活
動
を
行
っ
て
い
な
く
て
も
自
由
に
個
人
的
用
事
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
状
態
で
あ
れ
ば
実
労
働
時
間
で
あ
る
。
他
方
、
実
労
働
時
間

は
、
使
用
者
に
命
じ
ら
れ
て
行

っ
た
労
働
の
時
間
で
あ
る
か
ら
、
た
と
え
生
産
的
活
動
で
あ

っ
て
も
使
用
者
に
命
じ
ら
れ
ず
に
勝
手
に
行
っ
た
労

働
の
時
間
は
実
労
働
時
間
で
は
な（祀
。

（
ｂ
）
食
事

・
休
憩
時
間

実
労
働
時
間
の
一
般
的
定
義
に
続
い
て
、
第
二
次
オ
ブ
リ
ー
法

（第
二
条
）
は
、
第

一
に
、
「食
事

（８
∽ご
日
詳
中８
）
に
必
要
な
時
間
お
よ

岬
嚇
嘲

明
（認

一嘲
凛

。　
た
め
に
割
り
当
て
ら
れ
た
時
間
」
は
、

　
，

実
労
働
時
間
の
要
件
を
充
足
す
れ
ば
、
実
労
働
時
間
と
判
断
さ
れ
る
こ
と
を
労
働

し
た
が
っ
て
、
食
事

・
休
憩
時
間
で
あ

っ
て
も
、
そ
れ
が
、
「労
働
者
が
使
用
者
の
指
揮
命
令
下
に
お
か
れ
、
自
由
に
個
人
的
用
事
を
行
う
こ

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
労
働
時
間
法
制
の
展
開
―
労
働
者
の
健
康

・自
由
時
間
保
障
と
雇
用
・
労
働
形
態
の
多
様
化
　
　
　
　
　
　
　
　
九
三
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と
が
で
き
ず
、
使
用
者
の
指
示
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
間
」
で
あ
れ
ば
、
当
該
時
間
は
実
労
働
時
間
で
あ
る
。
他
方
、
労
働
者
が
使
用
者

の
指
揮
命
令
下
に
お
か
れ
ず
、
自
由
に
個
人
的
用
事
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
当
該
時
間
は
実
労
働
時
間
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が

ら
、
そ
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、
労
働
協
約

（８
●
お
目
けぃｏ
●
８
〕〕ｏｏ”いお
Ｙ

協
定

（，
ｏｏ９
一
８
】申ｏｏ”いじ
（以
下
、
「労
砺
胞
縫
し

ま
た
は
労
働
契

約
は
、
当
該
時
間
を
報
酬
の
対
象
と
す
る
こ
と
が
可
能
で
ぁ
だ
。

（
ｃ
）
更
衣
時
間

第
二
に
、
第
二
次
オ
ブ
リ
ー
法

（第
三
条
）
は
、
「衣
服
の
着
脱

（ｏ
憲
『詳
】．ｏ
日

ヽ
）ｒ
”
げ
〓
”
器

３

一
ｏ
急
ｒ
”
げ
〓
”
器
）
に
必
要
な
時
間
」
に

つ
い
て
は
、
産
業
部
門
ま
た
は
企
業

ｏ
事
業
所
レ
ベ
ル
の
労
働
協
約
、
慣
習
、
ま
た
は
労
働
契
約
に
よ
り
、
当
該
時
間
が
実
労
働
時
間
と
み
な
さ

れ
る
場
合
を
除
き
、
実
労
働
時
間
に
算
入
さ
れ
な
い
こ
と
と
し
（鸞

し
か
し
な
が
ら
、
「①
勤
務
服

（一８
８

一
ｏ
一Ｓ
く

，
こ

の
着
用
が
、
法
令
上
の
規
定
、
ま
た
は
、
労
働
協
約
、
就
業
規
則
も
し
く
は
労
働
契

約
に
よ
り
義
務
づ
け
ら
れ
、
②
そ
の
着
脱
が
企
業
内
ま
た
は
労
働
場
所
で
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
」
は
、
当
該
着
脱
に
必
要
な
時
間
は
、

労
働
協
約
に
よ
り
、
ま
た
は
こ
れ
が
な
い
と
き
は
労
働
契
約
に
よ
り
決
定
さ
れ
た
方
法
で

（し
た
が
っ
て
、
使
用
者
が

一
方
的
に
決
定
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
）、
休
息
も
し
く
は
金
銭
に
よ
る
対
価
の
対
象
と
し
な
け
れ
ば
な
転
林
だ
。
こ
の
よ
う
に
、
「実
労
働
時
間
で
は
な
い
が
休
息
ま
た
は

金
銭
に
よ
る
補
償
が
法
律
上
義
務
づ
け
ら
れ
る
時
間
」
が
新
た
に
創
設
さ
れ
た
点
は
注
目
に
値
し
よ
う
。

（
ｄ
）
待
機
時
間

（〓
『【ｏ
計

ヽ
．器
”呵ｏいユ
こ

第
三
に
、
第
二
次
オ
ブ
リ
ー
法

（第
四
条
）
は
、
判
例
理
論
の
蓄
積
を
ふ
ま
え
て
、
「待
機
時
間
」
の
定
義
と
そ
の
労
働
時
間
性
に
関
す
る
判



断
を
初
め
て
労
働
法
典
に
明
文
化
し
た
。
他
方
、
そ
の
実
施
や
使
用
者
の
義
務
に
つ
い
て
の
規
制
も
整
備
さ
れ
て
い
る
。

（イ
）
待
機
時
間
の
定
義
と
性
質

「待
機
時
間

（憲
『いｏ
計

口
．器
↑■ｏいユ
ｏ
と

と
は
、
「労
働
者
が
、
使
用
者
の
恒
常
的

・
直
接
的
指
揮
命
令
下
に
は
な
い
が
、
企
業
の
業
務
の
た

め
の
労
働
を
遂
行
す
る
た
め
に
出
勤
で
き
る
よ
う
、
そ
の
住
居
ま
た
は
近
く
に
い
る
こ
と
を
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
時
間
」
で
（
ど
。
し
た
が
つ

て
、
企
業
内
や
勤
務
場
所
で
の
滞
在
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
時
間
は
待
機
時
間
で
は
な
く
実
労
働
時
間
で
（
だ
。

待
機
時
間
中
、
現
実
に
出
勤
し
て
労
務
を
遂
行
し
た
場
合
の
そ
の

「出
勤
時
間

（一
日
３

８

】．い詳
Φコ
８

”゙ｏ
じ
」
は
実
労
働
時
間
で
あ（型

が
、

出
勤
が
な
か
っ
た
場
合
の

「待
機
時
間
」
は
実
労
働
時
間
に
は
算
入
さ
れ
な（地
。
し
か
し
な
が
ら
、
待
機
時
間
に
つ
い
て
は
、
金
銭
的
ま
た
は
休

息
に
よ
る
補
償
が
定
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な（祀
。
す
な
わ
ち
、
待
機
時
間
は
、
所
定
要
件
を
充
た
す
更
衣
時
間
と
同
様
、
「実
労
働
時
間
で
は

な
い
が
、
必
ず
そ
れ
に
対
し
て
金
銭
ま
た
は
時
間
に
よ
る
対
価
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
随
」
に
分
類
さ
れ
る
点
が
注
目
さ
れ
よ
う
。

（
口
）
待
機
の
実
施
要
件
と
使
用
者
の
義
務

「待
機
」
は
、
①
拡
張
適
用
さ
れ
た
労
働
協
約
も
し
く
は
企
業

・
事
業
所
レ
ベ
ル
の
労
働
協
約
に
よ
り
、
ま
た
は
、
②
労
働
協
約
が
な
い
場
合

は
、
従
業
員
代
表

（”８
『①、∽８
ご

中゙ｏ
●
一
‘
電
」踊
拗
詢
す

へ
の
通
知

。
諮
問
と
労
働
監
督
官
へ
の
通
知
を
要
件
と
し
て
、
使
用
者
に
よ
り
実
施

さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
い
ず
れ
の
場
合
も
、
①
待
機
の
編
成
方
法
、
お
よ
び
、
②
待
機
に
対
す
る
金
銭
的
ま
た
は
休
息
に
よ
る
補
償
が
定
め

ら
れ
な
け
れ
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な（祀
。

待
機
時
間
の
個
別
的
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
例
外
的
事
情
で
少
な
く
と
も
九

一
日
前
に
予
告
さ
れ
る
場
合
を
除
き
、
当
該
各
労
働
者
に
、
少
な
く
と

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
労
働
時
間
法
制
の
展
開
―
労
働
者
の
健
康

。
自
由
時
間
保
障
と
雇
用

・
労
働
形
態
の
多
様
化
　
　
　
　
　
　
　
　
九
五
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も

一
五
日
前
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な（地
。
ま
た
ヽ
使
用
者
は
、
月
末
に
、
当
該
月
の
待
機
時
間
と
そ
れ
に
対
す
る
代
償
を
記
入
し
た
書
類
を

労
働
者
に
交
付
す
る
と
と
も
に
、
労
働
監
督
官
の
閲
覧
の
た
め
に
同
書
類
を

一
年
間
保
存
す
る
こ
と
を
義
務
づ
け
ら
れ
て
」
型
。

（
ｅ
）
職
業
教
育
時
間

第
四
に
、
第
二
次
オ
ブ
リ
ー
法

（第

一
七
条
）
に
よ
り
、
職
業
教
育
時
間

（８
８
７

一
ｏ
ざ
『日
詳
ぃｏ
じ

は
、
労
働
時
間
性
と
い
う
観
点
か
ら

は
、
三
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分
類
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ（だ
。

ま
ず
第

一
は
、
経
営
上
の
理
由
に
よ
る
解
雇
を
回
避
す
る
た
め
に
、
使
用
者
の

「労
働
者
を
雇
用
の
変
動
に
適
応
さ
せ
る
義
れ
」
の
範
囲
内
で

行
わ
れ
る
職
業
教
育
時
間
で
あ
る
。
廃
止

・
変
動
の
対
象
に
な
っ
た
ポ
ス
ト
に
従
事
し
て
い
た
労
働
者
を
職
業
訓
練
等
に
よ
り
再
適
応
さ
せ
る
、

「労
働
者
を
一雇
用
の
変
動
に
対
応
さ
せ
る
義
務
」
は
、
使
用
者
の
解
雇
回
避
義
務
の

一
つ
と
し
て
、
破
毀
院
の
判
例
に
よ
り
承
認
さ
れ
て
き
た
が
、

使
用
者
が
同
義
務
を
有
す
る
こ
と
が
労
働
法
典
に
お
い
て
規
定
さ
れ
る
と
と
も
に
、
こ
の

「労
働
者
を
雇
用
の
変
動
に
対
応
さ
せ
る
義
務
」
の
範

囲
内
で
行
わ
れ
る
職
業
教
育
時
間
は
実
労
働
時
間
で
あ
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ（た３９
〆

第
二
は
、
労
働
協
約
に
基
づ
い
て
組
織
さ
れ
、
労
働
者
の
同
意
を
得
て
行
わ
れ
る
職
業
教
育
時
間
で
あ
り
、
①
拡
張
適
用
さ
れ
た
全
国
全
産
業

労
働
協
約
の
規
定
に
基
づ
き
実
施
さ
れ
る
、　
一
定
の
資
格
に
裏
打
ち
さ
れ
た
職
業
上
の
格
付
け
の
取
得
を
目
的
と
す
る
職
業
界
型
と
、
産
業
部
門

別
ま
た
は
企
業
別
労
働
協
約
に
基
づ
き
実
施
さ
れ
る
、
労
働
者
の
能
力
を
発
展
さ
せ
る
職
業
界
機
の
二
つ
に
分
類
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
職
業
訓
練

時
間
は
、
い
ず
れ
も
こ
れ
を
導
入
す
る
労
働
協
約
の
定
め
に
従
い
、
そ
の
一
部
を
実
労
働
時
間
に
算
入
し
な
い
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
な
お
、
こ

れ
ら
の
職
業
教
育
時
間
に
つ
い
て
は
、
実
労
働
時
間
以
外
の
時
間
に
行
わ
れ
る
場
合
で
あ

っ
て
も
、
労
働
者
は
労
災

ｏ
職
業
病
に
関
す
る
保
護
を

享
受
す
る
。
こ
れ
ら
の
職
業
教
育
時
間
の
実
施
に
よ
っ
て
、
当
該
労
働
者
の
報
酬
を
変
更
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
労
働
者
が
当
該
職
業

教
育

へ
の
参
加
を
拒
否
し
て
も
そ
れ
は
労
働
者
の
過
失

（非
行
）
貧
”
諄
３

ま
た
は
解
雇
理
由
と
は
な
ら
な
い
。



第
三
は
、
労
働
者
が
全
く
個
人
的
に
そ
の
能
力
を
発
展
さ
せ
る
た
め
に
教
育
訓
練
を
受
講
す
る
時
間
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
実
労
働
時
間
で
は
な

く
、
休
息
時
間

（↓
本
章
第
二
節
１

（２
と

に
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。

（２
）
換
算
制
度

（
ａ
）
意
義

換
算
制
度
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
法
定
労
働
時
間
を
超
え
る
時
間
を
法
定
労
働
時
間
と
等
し
い
も
の
と
す
る
制
度
で
あ
り
、
不
活
動
時
間
を
含

む
実
労
働
時
間
の
特
別
の
計
算
方
法
で
あ
る
。
法
定
労
働
時
間
と
等
し
い
と
さ
れ
る
換
算
時
間

（Ｆ
日
８

一
．３
“
】．く
”
］８
ｏｏし

は
、
法
定
労
働
時

剛
段
囲
一
漱
卸
卿
癬
は
疇
』
¨
］
鱒
耐
綱
降
岬
」
畔
螂
岬
い
裁
厳
剛
け
痢
掛
翻

有
（質

融
『

〓
「
り
（
日
８
ご
ぃ■ｏ３

と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
換
算

他
方
、
換
算
時
間
に
含
ま
れ
る

「不
活
動
時
間

Ｃ
ｏ、『いａ
８

“
．Ｆ
Ｂ
”いｏ
じ
」
は
、
慣
習
ま
た
は
労
働
協
約
に
従
っ
て
報
酬
が
支
払
わ
な
る４３
ざ

し
た
が
っ
て
、
換
算
制
度
に
よ
り
実
労
働
時
間
か
ら
除
外
さ
れ
る
時
間
部
分
の
報
酬
の
有
無
お
よ
び
額
は
、
慣
習
ま
た
は
労
働
協
約
に
よ
り
決
定

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

（ｂ
）
換
算
制
度
の
導
入

こ
の
換
算
制
度
の
導
入
に
つ
い
て
、
判
例
は
、
次
第
に
そ
の
可
能
性
を
拡
大
し
、
デ
ク
レ
に
よ
り
許
容
さ
れ
る
場
合
の
み
な
ら
ず
、
①
拡
張
適

（
４
）

用
さ
れ
た
産
業
部
門
別
労
働
協
約
、
ま
た
は
、
②
企
業
別

・
事
業
所
別
労
働
協
約
で
、
こ
れ
に
署
名
せ
ず
か
つ
直
近
の
企
業
委
員
会
選
挙
で
過
半

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
労
働
時
間
法
制
の
展
開
―
労
働
者
の
健
康

。
自
由
時
間
保
障
と
雇
用

・
労
働
形
態
の
多
様
化

九
七



法
政
研
究
五
巻

一
号

含
一〇
〇
〇
年
）

九
八

（
４５

）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
４６

）

数
の
投
票
を
得
た

一
つ
ま
た
は
複
数
の
労
働
組
合
の
異
議
申
立
権
の
対
象
と
な
ら
な
か

っ
た
労
働
協
約
に
よ
る
導
入
を
有
効
な
も
の
と
判
断
し
て

き
た
。

こ
れ
に
対
し
、　
一
方
で
、
「社
会
的
制
度
の
等
質
性
と
競
争
の
平
等
」
を
保
障
し
、
他
方
で
、
労
使
に
よ
る
労
働
時
間
の
算
定
方
法
決
定
の
可

能
性
を
保
持
す
る
と
い
う
配
慮
か
ら
、
第
二
次
オ
ブ
リ
ー
法

（第
三
条
）
は
、
企
業

。
事
業
所
別
労
働
協
約
に
よ
る
換
算
制
度
の
導
入
を
禁
止
す

る
と
と
も
に
、
産
業
部
門
レ
ベ
ル
で
の
換
算
時
間
に
関
す
る
団
体
交
渉
を
可
能
と
し（だ
。
す
な
わ
ち
、
「法
定
労
働
時
間
に
等
し
い
と
さ
れ
る
時

脚
畑に解陶
獅
醒
諭
畔
羹
麺
聾
証
ギ
純
≒
轟
肝
夏
証
雛
独
喋部

〓羹

罐剃綱劃理］畔， 鍼

彎

雪

謙
顆

舞
閻

雉

院施設を除く）（３

３
　

労

働

時

間

の
制

限

（
一一ヨ
一Ｓ

計
一ｏ
５

０
Ｅ

汁
０
ヨ
７

Ｑ
Φ

汁
『
Ｄ
く
０
こ

フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、
労
働
時
間
の
量
的
規
制
の
原
則
と
な
る
の
は
、
週
単
位
で
定
め
ら
れ
た
法
定
労
働
時
間

貧
日
ざ

凛
”
”
ざ
』
“
一３
く
”
じ

で
あ
り
、
そ
の
規
制
対
象
と
な
る
の
は
、
前
述
の
よ
う
に
実
労
働
時
間
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
法
定
労
働
時
間
は
、
日

本
に
お
け
る
そ
れ
と
は
異
な
り
、
割
増
賃
金
支
払

（
ま
た
は
代
償
休
息
付
与

）
等

の
対
象
と
な
る
法
定
外
労
働
時
間

（ぎ
目
８

８
●
●
中ｏ、日
８
ご
ぃ『８
）
の
起
算
点
で
あ
り
、
労
働
時
間
の
上
限
を
規
制
す
る
の
は
、　
一
日
お
よ
び

一
週
の
最
長
労
働
時
間

（言
『Ｆ

日
”
凛
日
ｐ
ざ

ヽ
“
一３
く

，
中Ｈ）
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
最
長
労
働
時
間
が
遵
守
さ
れ
て
い
れ
ば
、
他
の
一
定
の
要
件
の
も
と
で
法
定
労
働
時
間
を
超

過
す
る
労
働
を
実
施
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

労
働
時
間
の
短
縮
に
よ
る
雇
用
創
出
を
最
大
の
目
標
と
す
る
オ
ブ
リ
ー
法
は
、
第

一
に
、
法
定
労
働
時
間
を
週
三
五
時
間
に
短
縮
す
る
と
と
も



に
、
第
二
に
、
実
労
働
時
間
短
縮
の
実
効
性
を
確
保
す
る
た
め
、
時
間
外
労
働
の
実
施
や
最
長
労
働
時
間
規
制
を
厳
格
化
し
た
。

（１
）
法
定
労
働
時
間

（一
日
ざ

ぶ
”
ｐ
Ｆ

ヽ
嘔
一８
く

，
いじ

第

一
次

ｏ
第
二
次
オ
ブ
リ
ー
法
に
よ
り
、
「労
働
者
の
法
定
実
労
働
時
間
は
週
三
五
時
間
で
あ
る
」
と
労
働
法
典
上
規
定
さ（だ
、
従
来
の
週
三

九
時
間
か
ら
四
時
間
短
縮
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

一
日
の
法
定
労
働
時
間
は
、
従
来
と
変
わ
ら
ず
規
定
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
新
た
な
法
定
労

働
時
間
は
、
従
業
員
二
〇
人
を
超
え
る
企
業
に
つ
い
て
は
、
二
〇
〇
〇
年

一
月

一
日
か
ら
、
二
〇
人
以
下
の
企
業
に
つ
い
て
は
、
二
〇
〇
二
年

一

月

一
日
か
ら
適
用
さ
な
知
¨

（２
）
法
定
外
労
働
時
間

（ぎ
日
８

８
●
●
ぶ
日
８
ご
ぃ■ｏι

第

一
次
オ
ブ
リ
ー
法
は
、
法
定
労
働
時
間
の
短
縮
の
み
を
規
定
し
、
法
定
外
労
働
時
間
の
検
討
を
先
送
り
し
た
の
で
、
法
定
労
働
時
間
週
三
五

時
間
制
の
も
と
で
の
法
定
外
労
働
時
間
制
度
は
、
第
二
次
オ
ブ
リ
ー
法
に
よ
り
新
た
に
整
備
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

（
ａ
）
定
義

法
定
外
労
働
時
間

（ぎ
日
８

８
●
●
ぶ
日
８
ご
”『８
）
は
、
労
働
者
が
、　
一
人
の
使
用
者
の
た
め
に
、
使
用
者
の
要
求
に
よ
り
、
法
定
労
働
時
間
、

す
な
わ
ち
週
三
五
時
間

（ま
た
は
換
算
制
度
が
導
入
さ
れ
て
い
る
と
き
は
こ
れ
と
同

一
視
さ
れ
る
換
算
時
間
）
を
超
え
て
労
働
す
る
時
間
編
ゎ
だ
。

日
本
と
は
異
な
り
、
複
数
の
使
用
者
の
も
と
で
労
働
し
て
い
る
労
働
者
に
つ
い
て
は
、
法
定
外
労
働
時
間
か
否
か
は
、
各
使
用
者
毎
に
判
断
さ

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
労
働
時
間
法
制
の
展
開
―
労
働
者
の
健
康

・
自
由
時
間
保
障
と
雇
用
・
労
働
形
態
の
多
様
化
　
　
　
　
　
　
　
　
九
九



法
政
研
究
五
巻

一
号

含
一〇
〇
〇
年
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
〇

か
犯
。

法
定
外
労
働
時
間
の
判
断
は
、
歴
週

（８
日

，
一８

ε
く
】̈ε

す
な
わ
ち
、
月
曜
日
の
○
時
か
ら
日
曜
日
の
二
四
時
ま
で
を
単
位
と
し
て
行
わ
れ

る
。
た
だ
し
、
企
業
別
労
働
協
約
は
、
歴
週
を
日
曜
日
の
○
時
か
ら
土
曜
日
の
二
四
時
ま
で
と
規
定
す
る
こ
と
が
で
一
犯
。

し
か
し
な
が
ら
、
法
定
労
働
時
間
を
超
え
る
時
間
で
あ
っ
て
も
、
以
下
の
二
つ
の
場
合
は
法
定
外
労
働
時
間
と
評
価
さ
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、

第

一
に
、
後
述
の
、
変
形
労
働
時
間
制

（↓

本
節
４

（２
じ

の
枠
内
で
調
整
さ
れ
る
変
形
時
間

（ぎ
日
８

日
０
一
ｃ
】ぃΦι

は
、　
一
定
の
要
件
を

充
足
す
る
限
り
、
あ
る
週
に
法
定
労
働
時
間
を
超
え
て
も
法
定
外
労
働
時
間
と
評
価
さ
れ
な
い
。
ま
た
、
第
二
に
、
事
故
、
天
災
、
不
可
抗
力
等

法
令
の
規
定
す
る
事
由
に
よ
り
労
働
が
集
団
的
に
中
断
し
、
通
常
の
週
の
労
働
時
間
が
例
外
的
に
減
少
し
た
場
合
、　
一
定
の
要
件
の
も
と
で
、
使

用
者
は
そ
の
喪
失
し
た
時
間
の
労
働
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
一
型
が
ヽ
そ
の
回
収
時
間

（ぎ
日
８

志
ｏｃ
私
Ｈｏ、ｏし

は
、
い
わ
ば
移
動
さ
れ
た
時

間

（ぎ
１
８

一
Ｏ
Ｈ８
ｏ、Φじ

で
あ

っ
て
、
そ
の
時
間
の
追
加
に
よ
り
あ
る
週
の
労
働
時
間
が
法
定
労
働
時
間
を
超
え
て
も
、
法
定
外
労
働
時
間
と

は
評
価
さ
れ
な（祀
。

（ｂ
）
法
定
時
間
外
労
働
の
実
施
要
件

（イ
）
枠
組
み

法
定
外
労
働
時
間
は
、
当
該
労
働
の
実
施
要
件
に
よ
り
、
①

「自
由
な
法
定
外
労
働
時
間

（ぎ
日
８

８
●
●
【ｏ、日
８
ご
ぃ『８

〓
げ
『Φり
と

と
②

「許
可
を
要
す
る
法
定
外
労
働
時
間

（ぎ
目
８

日
●
●
ぶ
８
８
ご
ぃ■８

８
●
日
ぃｏ８

レ
〕．”
諄
９
】８
”いｏ
し
」
の
二
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
大
別
さ
れ
る
。

「自
由
な
法
定
外
労
働
時
間
」
と
は
、
デ
ク
レ
の
定
め
る
年
間
割
当
時
間

（８
ュ
ぃ口
器
ュ

”
目
５
じ

内
で
あ
れ
ば
、
使
用
者
が
、
労
働
監
督

官

含
．】．房
罵
ｏ一８
『
ヽ
“
一３
く
ｐ
じ

へ
の
通
知
と
、
企
業
委
員
会

（８
日
ぃま

一
．８

『゙８
『】．∽３

ま
た
は
こ
れ
が
な
い
場
合
は
従
業
員
代
表
委
員



（辟
中出
暉
お

い
●
罵
『８
目
Ｂ
】）
へ
の
諮
問
の
後
、
労
働
監
督
官
の
許
可
な
く
実
施
し
う
る
労
働
時
間
で
あ（漣
。
年
間
割
当
時
間
は
、　
一
九
八
二

年

一
月
二
七
日
の
デ
ク
レ
第

一
〇

一
号
に
よ
り
、
労
働
者

一
人
に
つ
き
年

一
三
〇
時
間
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
拡
張
適
用
さ
れ
た
産
業

部
門
別
労
働
協
約
は
、
こ
れ
と
異
な
る
年
間
割
当
時
間
を
定
め
る
こ
と
が
で
き（漣
。

他
方
、
「許
可
を
要
す
る
法
定
外
労
働
時
間
」
と
は
、
デ
ク
レ
ま
た
は
拡
張
適
用
さ
れ
た
産
業
部
門
別
労
働
協
約
の
定
め
た
年
間
割
当
時
間
を

超
え
る
法
定
外
労
働
時
間
で
あ
る
。
そ
の
実
施
に
は
、
①
企
業
委
員
会
ま
た
は
こ
れ
が
な
い
場
合
は
従
業
員
代
表
委
員
の
意
見
を
聴
取
し
た
後
、

②
労
働
監
督
官
の
許
可
を
得
る
こ
と
を
要
す
る
。
労
働
監
督
官
は
、
失
業
の
多
い
時
期
、
失
業
者
の
雇
用
の
た
め
に
時
間
外
労
働
を
禁
止
す
る
こ

と
が
で
一
犯
。

（
口
）
オ
ブ
リ
ー
法
に
よ
る
改
正

第
二
次
オ
ブ
リ
ー
法
は
、
こ
れ
ら
の
法
定
外
労
働
時
間
の
実
施
要
件
に
関
し
、
以
下
の
よ
う
に
そ
の
維
持
ま
た
は
改
正
を
行
い
、
実
労
働
時
間

の
短
縮
を
強
化
し
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
第

一
に
、
労
働
監
督
官
の
許
可
な
く
行
う
こ
と
の
で
き
る
法
定
外
労
働
時
間
の
年
間

割
当
時
間
に
つ
ド
て
は
、
法
定
労
働
時
間
の
短
縮
分
、
年
間
割
当
時
間
を
延
長
し
て
現
在
の
労
働
時
間
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
二
肥
を
退
け
、
従

来
の
年

一
三
〇
時
間
の
割
当
時
間
を
維
持
し（氾
。
し
た
が
つ
て
ヽ
割
当
時
間
を
使
い
切
っ
た
場
合
の
実
労
働
時
間
は
、
（年

一
三
〇
時
間
は
週
あ

た
り
約
二
時
間
三
〇
分
で
あ
る
の
で
、
）
従
来
は
、
週
平
均
四

一
時
間
三
〇
分
で
あ
っ
た
の
が
、
新
労
働
時
間
法
制
に
お
い
て
は
、
週
平
均
三
七

時
間
三
〇
分
に
短
縮
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ（理
。

第
二
に
、
従
来
か
ら
、
法
定
年
間
割
当
時
間

一
三
〇
時
間
を
超
え
る
法
定
時
間
外
労
働
に
つ
い
て
は
、
割
増
賃
金
支
払

（ま
た
は
そ
れ
に
代
替

纂
嘲
製
［評
赫
凄
％
輔
メ
朝
聟
鯖
鶴
瑚
魂加
鮮
鷲
礎
囃
｝一年
ご
耗
罐
』
封
御

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
労
働
時
間
法
制
の
展
開
―
労
働
者
の
健
康

。
自
由
時
間
保
障
と
雇
用

・
労
働
形
態
の
多
様
化
　
　
　
　
　
　
　
一
〇

一



法
政
研
究
五
巻
一
号
含
一〇
〇
〇
年
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
二

条
）
は
、
拡
張
適
用
さ
れ
る
産
業
部
門
別
労
働
協
約
に
よ
り
年
間
割
当
時
間
が
拡
大
さ
れ
た
場
合
も
、　
三
二
〇
時
間
を
超
え
る
時
間
に
つ
い
て
は

代
償
休
息
付
与
が
義
務
づ
け
ら
れ
る
こ
と
を
労
働
法
典
上
明
記
し（濯

（し
た
が
つ
て
ヽ
従
業
員

一
〇
人
を
超
え
る
企
業
は
、
ど
の
よ
う
な
場
合
も
、

結
果
と
し
て
労
働
者
に
年

一
三
〇
時
間
以
上
法
定
労
働
時
間
を
超
え
て
働
か
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
）。

第
三
に
、
変
形
労
働
時
間
制
が
適
用
さ
れ
る
場
合
は
、
す
で
に
そ
れ
に
よ
り
労
働
時
間
配
分
の
調
整
が
行
わ
れ
、
法
定
時
間
外
労
働
を
行
う
必

要
性
が
少
な
い
と
の
理
由
か
弾
、
①
当
該
変
形
制
の
週
労
働
時
間
の
振
幅
が
三

一
時
間
か
ら
三
九
時
間
に
お
さ
ま
っ
て
い
る
と
き
、
ま
た
は
、
②

法
定
労
働
時
間
を
超
え
る
時
間
が
七
〇
時
間
以
下
で
あ
る
と
き
を
除
き
、
当
該
労
働
者
の
法
定
外
労
働
時
間
の
年
間
割
当
時
間
は
、
九
〇
時
間
に

削
減
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ（濯
。

他
方
、
第
四
に
、
年
間
割
当
時
間
に
算
入
さ
れ
る
法
定
外
労
働
時
間
の
範
囲
は
、
従
来
と
異
な
ら
な
い
。
し
た
が
つ
て
、
①
全
て
代
替
的
代
償

休
息
付
与
と
い
う
形
式
で
補
償
さ
れ
た
法
定
外
労
働
』
階
、
②
事
故
の
予
防

・
対
応
の
た
め
緊
急
の
必
要
性
か
ら
行
わ
れ
る
法
定
外
労
働
』
階
、

お
よ
び
、
③

一
九
三
六
年
六
月
二
一
日
の
デ
ク
レ
が
定
め
る
、　
一
定
の
職
業

・
部
門
に
お
い
て
通
常
の
時
間
外
に
行
う
必
要
の
あ
る
準
備
、
後
始

末
、
荷
の
積
み
降
ろ
し
等
の
た
め
に
恒
常
的
に
許
容
さ
れ
る
法
定
外
労
働
時
間
は
、
年
間
割
当
時
間
に
は
算
入
さ
れ
な
い
。

（
ｃ
）
法
定
外
労
働
時
間
の
限
定

前
述
の
、
法
定
外
労
働
時
間
の
年
間
割
当
時
間
と
代
償
休
息
制
度
と
と
も
に
、
法
定
外
労
働
時
間
を
制
限
す
る
機
能
を
果
た
す
の
が
、
最
長
労

働
時
間

（』
目
辟

ヨ
”
二
日
”
Ｆ
ヽ
口
け８
く

，
いじ

で
あ
る
。
法
定
外
労
働
時
間
は
、
年
間
割
当
時
間
と
そ
れ
に
伴
う
代
償
休
息
制
度
に
よ
り
、　
一
年

間
の
上
限
が
規
制
さ
れ
る
の
み
な
ら
ず
、
三
つ
の
単
位
、
す
な
わ
ち
、
①

一
日
、
②

一
週
、
③
継
続

一
二
週
平
均
の
最
長
労
働
時
間
に
よ
り
、
そ

れ
ぞ
れ
の
上
限
が
設
定
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
最
長
労
働
時
間
規
制
は
、
全
て
の
法
定
外
労
働
時
間
、
す
な
わ
ち
、
年
間
割
当
時
間
内
で

行
わ
れ
る

「自
由
な
法
定
外
労
働
時
間
」
、
お
よ
び
、
「許
可
を
要
す
る
法
定
外
労
働
時
間
」
の
い
ず
れ
に
も
適
用
さ
れ
る
。



従
来
、
最
長
労
働
時
間
は
、
法
令
の
定
め
る
例
外
的
場
合
を
除
き
、
①

一
日
に
つ
い
て

一
〇
時
間
、
②

一
週
に
つ
い
て
四
八
時
間
、
③
継
続

一

二
週
に
つ
い
て
週
平
均
四
六
時
間
と
定
め
ら
れ
て
い
た
が
、
法
定
労
働
時
間
の
短
縮
に
伴
い
こ
れ
ら
の
最
長
労
働
時
間
規
制
を
ど
う
す
る
か
が
注

目
さ
れ
て
い
た
。

働
群
に
】
一
″
コ
ロ
朧
卸
〓
Ю

２＞ 一
脚
麟
罐
勝
卸
潮
副

産 一
細
制
同
降
舞
に
は
け

‐ま ‐＞
り

一 働
喘

一 督
増
い
」

を 一
嘲
帥
畔
嘲
製
球
¨
場
』
ｒ
〓
】
諦
欄
一
』
聘

び
、
②

一
週
最
長
労
働
時
間
四
八
時
間

（た
だ
し
、
県
の
労
働

・
雇
脚

）・
職
業
訓
練
局
長
は
、
業
務
の
特
別
な

一
時
的
増
大
の
場
合
、
週
六
〇
時

間
を
限
度
と
し
て
、
こ
れ
を
超
え
る
労
働
を
許
可
す
る
こ
と
が
で
き
る
）
に
つ
い
て
は
、
現
行
規
制
を
維
持
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
③
継
続

一

二
週
平
均
の
最
長
労
働
時
間
に
つ
い
て
は
、
四
六
時
間
か
ら
四
四
時
間
へ
と
こ
れ
を
引
き
下
¨
濯
。
た
だ
し
ヽ
産
業
部
門
別
労
働
協
約
の
締
結
に

は
押
ネ
け
け
詢
は
一
］
」
】
』
利
岬
同
剌
』
劇
期
囃
“
引
経
”
利
機
」
と
は
可
能
で
ぁ
哩
、
ま
た

　ヽ
一
定
の
要
件
を
充
足
し
、
行
政
機
関
の
許
可

（ｄ
）
法
定
時
間
外
労
働
に
伴
う
法
的
効
果

法
定
時
間
外
労
働
が
行
わ
れ
た
場
合
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
、
当
該
労
働
者
に
対
す
る
大
別
二
種
類
の
代
償
措
置
を
使
用
者
に
義
務
づ
け
て

い
た
。

一
つ
は
、
①
全
て
の
法
定
時
間
外
労
働
に
対
す
る
代
償
措
置
で
、
①
割
増
賃
金
の
支
払
、
②
代
替
的
代
償
休
息

↑
８
８

８
日
覇
ヨ
詳
８
『

８

８
日
●】Ｒ
ｏ８
８
こ

の
付
与
、
ま
た
は
、
③

「①
と
②
の
組
み
合
わ
せ
」
の
い
ず
れ
か
の
形
式
を
と
る
。
い
ま
一
つ
は
、
②
一
定
基
準
以
上
の

法
定
時
間
外
労
働
に
対
し
①
に
プ
ラ
ス
し
て
行
わ
れ
る
代
償
措
置
で
、
義
務
的
代
償
休
息

（『８
８

８
日
覇
日
詳
８
【
ｏ
げ
中ぃ”
詳
Ｏ
い■３

の
付
与
と

い
う
形
式
で
あ
る
。

第
二
次
オ
ブ
リ
ー
法
は
、
こ
れ
ら
の
代
償
措
置
制
度
の
枠
組
み
を
維
持
し
つ
つ
、
法
定
労
働
時
間
短
縮
に
よ
り
法
定
外
労
働
時
間
の
起
算
点
が

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
労
働
時
間
法
制
の
展
開
―
労
働
者
の
健
康

。
自
由
時
間
保
障
と
雇
用

，
労
働
形
態
の
多
様
化
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
三
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引
き
下
げ
ら
れ
た
こ
と
に
伴
う
、
補
足

・
修
正
を
行
っ
た
。
以
下
、
新
し
い
制
度
の
概
要
を
検
討
し
よ
う
。

一
〇
四

（イ
）
全
て
の
法
定
外
労
働
時
間
に
対
す
る
代
償
措
置

全
て
の
法
定
外
労
働
時
間
に
対
し
代
償
措
置
が
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
内
容
は
、
時
間
数
に
よ
り
異
な
る
。

ま
ず
、
①
新
た
に
法
定
外
労
働
時
間
と
評
価
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
、
「週
三
五
時
間
を
超
え
三
九
時
間
以
下
の
時
間
」
に
つ
い
て
は
、
①
通
常

の

一
〇
〇
％
の
賃
金

の
支
払
に
プ
ラ
ス
し
て
、
賃
金

（３
中”
】．『し

ま
た
は
休
息

（『ΦＢ
し

の
形
式
に
よ
る
、

二
五
％
の
特
別
加
算

３
ｏ
●
いヽ
いｏ諄
いｏ
目
）
が
義
務
づ
け
ら
れ
る
。
ど
ち
ら
の
形
式
を
と
る
か
は
、
拡
張
適
用
さ
れ
た
産
業
部
門
別
労
働
協
約
ま
た
は
企
業
別

・
事
業
所

別
労
働
協
約
に
よ
り
決
定
さ
れ
る
が
、
労
働
協
約
が
な
い
場
合
は
、
休
息
の
形
式
で
付
与
さ
な
る７２
に

た
だ
し
、
⇒
拡
張
適
用
さ
れ
た
産
業
部
門
別
労
働
協
約
も
し
く
は
異
議
申
立
権
の
対
象
と
な
ら
な
い
企
業
別

ｏ
事
業
所
別
労
働
協
約
に
よ
り
、

ま
た
は
、
”
年
次
団
体
交
渉
義
務
が
な
く
拡
張
適
用
さ
れ
た
産
業
部
門
別
労
働
協
約
の
適
用
さ
れ
な
い
企
業
に
お
い
て
は
、
企
業
委
員
会
ま
た
は

従
業
員
代
表
委
員
が
反
対
し
な
い
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
使
用
者
の
決
定
に
よ
り
、
①
の
措
置
は
、
②
労
働
さ
れ
た
時
間
の
一
二
五
％
に
相
当
す

る
代
替
的
代
償
休
息
付
与
、
ま
た
は
、
③

「①
と
②
の
組
み
合
わ
せ
」
に
代
え
る
こ
と
が
で
諄
認
。

次
に
、
②

「週
三
九
時
間
を
超
え
四
三
時
間
以
下
の
時
間
」
に
つ
い
て
は
、
コ
一五
％
」
の
割
増
、
す
な
わ
ち
、
①
通
常
の

一
二
五
％
の
賃
金

の
支
払
、
②
労
働
さ
れ
た
時
間
の
一
二
五
％
に
相
当
す
る
代
替
的
代
償
休
息
の
付
与
、
ま
た
は
、
③

「①
と
②
の
組
み
合
わ
せ
」
の
い
ず
れ
か
が
、

０

「週
四
三
時
間
を
超
え
る
時
間
」
に
つ
い
て
は
、
「
五
〇
％
」
の
割
増
、
す
な
わ
ち
、
①
通
常
の

一
五
〇
％
の
賃
金
の
支
払
、
②
労
働
さ
れ
た

時
間
の
一
五
〇
％
に
相
当
す
る
代
替
的
代
償
休
息
の
付
与
、
ま
た
は
、
③

「①
と
②
の
組
み
合
わ
せ
」

の
い
ず
れ
か
が
使
用
者
に
義
務
づ
け
ら

な
る７４
に

従
来
は
、
週
四
七
時
間
以
下
が

「
二
五
％
」
の
割
増
、
そ
れ
を
超
え
る
部
分
が

「五
〇
％
」
の
割
増
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
第
二
次

オ
ブ
リ
ー
法
に
よ
り
、
法
定
労
働
時
間
の
短
縮
に
伴
い
、
「
五
〇
％
」
割
増
の
起
算
点
が
四
時
間
引
き
下
げ
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。



こ
れ
ら
の
②

「週
三
九
時
間
を
超
え
四
三
時
間
以
下
の
時
間
」
、
お
よ
び
、
③

「週
四
三
時
間
を
超
え
る
時
間
」
に
つ
い
て
の
代
償
措
置
は
、

①
の
割
増
賃
金
の
支
払
が
原
則
で
は
あ
る
が
、
⊃
拡
張
適
用
さ
れ
た
産
業
部
門
別
労
働
協
約
も
し
く
は
異
議
申
立
権
の
対
象
と
な
ら
な
い
企
業
別

・

事
業
所
別
労
働
協
約
に
よ
り
、
ま
た
は
、
”
年
次
団
体
交
渉
義
務
が
な
く
拡
張
さ
れ
た
産
業
部
門
別
労
働
協
約
の
適
用
さ
れ
な
い
企
業
に
お
い
て

は
、
企
業
委
員
会
ま
た
は
従
業
員
代
表
委
員
が
反
対
し
な
い
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
使
用
者
の
決
定
に
よ
り
、
②
の
代
替
的
代
償
休
息
付
与
、
ま

た
は
、
③
の

「①
と
②
の
組
み
合
わ
せ
」
に
代
え
る
こ
と
が
で
き（絶
。

な
お
、
休
息
形
式
を
と
る
特
別
加
算
、
お
よ
び
、
代
替
的
代
償
休
息
は
、
い
ず
れ
も
、
労
働
者
の
都
合
に
よ
り

一
日
ま
た
は
半
日
を
単
位
と
し

て
、
請
求
権
発
生
後
、
七

ｏ
人
月
を
除
く
ニ
ケ
月
以
内

（た
だ
し
、
拡
張
適
用
さ
れ
た
労
働
協
約
ま
た
は
企
業

ｏ
事
業
所
別
労
働
協
約
は
、
六
ケ

月
を
限
度
と
し
て
こ
れ
を
延
長
し
う
る
）
に
付
与
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な（祀
。

ま
た
、
い
ず
れ
の
場
合
も
、
割
増
賃
金
で
は
な
く
代
替
的
代
償
休
息
に
よ
り
補
償
さ
れ
た
法
定
外
労
働
時
間
は
、
自
由
な
法
定
外
労
働
時
間
の

年
間
割
当
時
間
に
は
算
入
さ
れ
な（に
。
し
た
が
つ
て
ヽ
こ
こ
で
も
、
法
定
外
労
働
時
間
に
つ
い
て
は
、
賃
金
で
は
な
く
時
間
に
よ
る
代
償

（し
た

が
っ
て
、
実
労
働
時
間
の
短
縮
）
が
選
好
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

（
口
）

一
定
基
準
以
上
の
法
定
外
労
働
時
間
に
対
す
る
追
加
的
代
償
措
置

全
て
の
法
定
外
労
働
時
間
に
対
す
る
代
償
措
置
に
プ
ラ
ス
し
て
行
わ
れ
る
、　
一
定
基
準
以
上
の
法
定
外
労
働
時
間
に
対
す
る
追
加
的
代
償
措
置

も
、
若
干
の
修
正
が
行
わ
れ
た
。
ま
ず
、
①

「従
業
員

一
〇
人
以
下
の
企
業
」
に
お
い
て
は
、
従
来
と
同
様
、
「年
間
割
当
時
間

一
三
〇
時
間
を

超
え
る
法
定
外
労
働
時
間
」
に
つ
き
、
そ
の
五
〇
％
に
該
当
す
る
義
務
的
代
償
休
息
の
付
与
が
必
要
で
ぁ
犯
。

こ
れ
に
対
し
て
、
②

「従
業
員

一
〇
人
を
超
え
る
企
業
」
に
お
い
て
は
、
①

「年
間
割
当
時
間

一
三
〇
時
間
を
超
え
る
法
定
外
労
働
時
間
」
に

つ
い
て
は
、
そ
の
一
〇
〇
％
に
該
当
す
る
義
務
的
代
償
休
息
の
付
与
が
義
務
づ
け
ら
な
神
に

従
来
は
、
緊
急
の
必
要
性
の
た
め
に
行
わ
れ
る
時
間

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
労
働
時
間
法
制
の
展
開
―
労
働
者
の
健
康
・
自
由
時
間
保
障
と
雇
用
・
労
働
形
態
の
多
様
化
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
五
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〇
年
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一
〇
六

外
労
働
に
つ
い
て
は
、
特
別
に
そ
の
二
〇
％
の
義
務
的
代
償
休
息
の
み
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
た
が
、
第
二
次
オ
ブ
リ
ー
法
は
こ
の
特
別
規
定
を

削
除
し
た
。
ま
た
、
②
年
間
割
当
時
間
内
で
あ
っ
て
も
、
「週
四

一
時
間
を
超
え
る
時
間
」
に
つ
い
て
は
、
そ
の
五
〇
％
に
該
当
す
る
義
務
的
代

償
休
息
を
付
与
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
一
だ
、
従
来
の
起
算
点
で
あ
る

「週
四
二
時
間
」
が

一
時
間
が
引
き
下
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

な
お
、
こ
の
義
務
的
代
償
休
息
も
、
休
息
形
式
を
と
る
特
別
加
算
お
よ
び
代
替
的
代
償
休
息
と
同
様
、
労
働
者
の
都
合
に
よ
り

一
日
ま
た
は
半

日
を
単
位
と
し
て
、
請
求
権
発
生
後
、
七

・
八
月
を
除
く
ニ
ケ
月
以
内

（た
だ
し
、
拡
張
適
用
さ
れ
た
産
業
部
門
別
労
働
協
約
ま
た
は
企
業

・
事

業
所
別
労
働
協
約
は
、
六
ケ
月
を
限
度
と
し
て
こ
れ
を
延
長
し
う
る
）
に
付
与
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な（祀
。

４

　

労

働

時

間

の

配

分

（
「
〓

黒

聟

一ｏ
コ

Ｑ
Ｅ

ざ

ヨ
Ｂ

Ｑ
Ｏ

一
３

く
０
こ

フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
、
労
働
時
間
配
分
は
、
①
集
団
的

・
単

一
的
勤
務
時
間
割

（〕．Ｆ
９
”
【８

８
〕］ｏｏ一〓
２

目

♂̈
『日
３
、
す
な
わ
ち
、
同

け恥畔韓ほ囃導畔
「所卸雌畔・員］一就畔卿制』同日̈
』」「は一』“［一∞脚畔螂嗽御け麟紳』は凛蒙醐刹彙村躊席はいれれ「

③
個
別
的
勤
務
時
間
割

（ｒ
９
”
い■８

す
ヽ
】く
い一
ｃ

，
中̈
００、し

（
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
）
が
、
②

「
週
単
位
配
分
の
原
則
」

に
つ
い
て
は
、
①
変
形

労
働
時
間
制

（日
ｏ
一
ｃ
】詳
】ｏ
目
ヽ
●
８
ヨ
覇

一
０
一３
く

，
いし
、
お
よ
び
、
③
サ
イ
ク
ル
労
働

（Ｑ
ｏ
中８

８

寸
”
く

，
こ

と
い
う
例
外
が
許
容
さ
れ
て

お
り
、
労
働
時
間
の
調
整

↑
日
９

，
”
ｏ
日
８
↑
一
●
８
日
７

一
ｏ
↑３
く

，
中じ
、
す
な
わ
ち
、
労
働
時
間
配
分
の
個
別
化

・
弾
力
化
が
進
め
ら
れ
て
き
た
。

第

一
次

・
第
二
次
オ
ブ
リ
ー
法
は
、
第

一
に
、
法
定
週
労
働
時
間
の
短
縮
に
よ
り
、
週
単
位
三
五
時
間
の
配
分
を
原
則
と
し
た
こ
と
、
第
一
一に
、

そ
の
例
外
規
定
に
関
し
、
①
従
来
の
三
種
類
の
変
形
労
働
時
間
制
を
廃
上
し
変
形
制
を

一
つ
に
統

一
化
し
た
こ
と
、
②
サ
イ
ク
ル
労
働
の
実
施
要

件
を
緩
和
し
た
こ
と
、
③
法
定
週
労
働
時
間
三
五
時
間
制
へ
の
移
行
が
円
滑
に
行
わ
れ
る
よ
う
、
新
た
に
、
休
日
の
付
与
に
よ
り
週
平
均
労
働
時

間
を
三
五
時
間
と
す
る

「変
形
臨
」
を
導
入
し
た
こ
と
、
が
注
目
さ
れ
る
。
そ
こ
で
以
下
、
新
労
働
時
間
法
制
に
お
け
る
労
働
時
間
の
配
分
規
制



に
つ
き
、
週
単
位
配
分
の
原
則
と
そ
の
例
外
に
焦
点
を
あ
て
て
順
に
検
討
し
よ
う
。

（１
）
週
単
位
配
分
の
原
則

オ
ブ
リ
ー
法
に
よ
り
法
定
労
働
時
間
が
週
三
五
時
間
に
短
縮
さ
れ
た
た
め
、
労
働
時
間
の
配
分
は
週
当
た
り
三
五
時
間
が
原
則
と
な
る
。

フ
ル
タ
イ
ム
労
働
者
の
週
労
働
時
間
の
各
日
へ
の
配
分
方
法
は
デ
ク
レ
で
定
め
る
と
ぁ
だ
、
現
在
原
則
と
し
て
以
下
の
四
つ
が
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
①
日
曜
、
お
よ
び
、
月
曜
ま
た
は
土
曜
を
週
休
と
す
る
、
五
労
働
日
へ
の
労
働
時
間
の
均
等
配
分

（
一
日
七
時
間
）、
②
日
曜
を
週
休
と
す

る
六
労
働
日
へ
の
労
働
時
間
の
均
等
配
分

（
一
日
五
時
間
五
〇
分
）、
③
日
曜
を
週
休
と
す
る
六
労
働
日
へ
の
不
均
等
な
労
働
時
間
配
分

（た
だ

し
、　
一
労
働
日
の
最
長
時
間
八
時
間
、
半
日
の
休
息
付
与
を
条
件
と
す
る
）、
④
デ
ク
レ
、
拡
張
適
用
さ
れ
た
労
働
協
約
、
企
業

・
事
業
所
別
労

働
協
約
、
ま
た
は
、
企
業
委
員
会
も
し
く
は
従
業
員
代
表
委
員
の
同
意
に
基
づ
く
、
週
四
日
ま
た
は
四
日
半
へ
の
労
働
時
間
の
配
分
、
で
（
漣
。

し
か
し
な
が
ら
、
拡
張
適
用
さ
れ
た
産
業
部
門
別
労
働
協
約
、
ま
た
は
、
企
業

・
事
業
所
別
労
働
協
約
は
、　
一
週
間
内
の
労
働
時
間
の
配
分
と

調
整
に
つ
い
て
は
、
異
な
る
定
め
を
す
る
こ
と
が
可
能
で
（
誕
。
た
だ
し
ヽ
前
述
の
よ
う
に
、　
一
日
の
最
長
労
働
時
間
規
制

（
一
〇
時
間
）
が
存

在
す
る
の
で
、
こ
れ
が
、　
一
日
単
位
の
労
働
時
間
配
分
の
上
限
と
な
る
。

（２
）
例
外

（
ａ
）
変
形
労
働
時
間
制

（日
ｏ
一
暉
】３
いｏ
目
ヽ
“
８
日
覇

ヽ
ｏ
ｅＳ
く

，
いじ

変
形
制

（日
０
一
“
】詳
】．ｏ
じ

は
、
企
業
の
通
常
の
活
動
に
関
連
す
る
経
済
的
ま
た
は
季
節
的
変
動
に
対
応
し
、
繁
忙
期
の
法
定
時
間
外
労
働
ま

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
労
働
時
間
法
制
の
展
開
―
労
働
者
の
健
康

・
自
由
時
間
保
障
と
雇
用

。
労
働
形
態
の
多
様
化
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
七
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た
は
閑
散
期
の
部
分
的
失
業

（多
い
日

，
器

０
鶴
けぃｏじ

（
一
時
的
休
業
、
操
業
短
縮
措
置
）
を
限
定
す
る
も
の
で
あ
る
。

フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
、
従
来
、
い
ず
れ
も

一
年
以
内
を
単
位
と
す
る
三
種
類
の
変
形
労
働
時
間
制

（タ
イ
プ
ー
、

が
存
在
し
て
」
遭
が
ヽ
第
二
次
オ
ブ
リ
ー
法
は
こ
れ
ら
三
つ
の
変
形
労
働
時
間
制
を
廃
止
し
、
そ
れ
に
代
わ
る
単

一
の

新
た
に
創
設
し
て
、
変
形
時
間
規
制
を
単
純
化
す
る
こ
と
と
し
た
。

（イ
）
実
施
要
件

一
年
以
内
の
期
間
を
労
働
時
間
配
分
の
単
位
と
す
る
変
形
労
働
時
間
制
の
導
入
は
、
①
拡
張
適
用
さ
れ
た
産
業
部
門
別
労
働
協
約
、
ま
た
は
、

②
異
議
申
立
権
の
対
象
と
な
ら
な
い
企
業

・
事
業
所
レ
ベ
ル
の
労
働
協
約
に
よ
る
規
定
を
そ
の
要
件
と
一
だ
。

（
口
）
労
働
協
約
の
記
載
事
項

変
形
労
働
時
間
制
を
導
入
す
る
労
働
協
約
に
お
い
て
は
、
ま
ず
第

一
に
、
そ
の
必
要
的
記
載
事
項
と
し
て
、
①
変
形
労
働
時
間
制
の
実
施
を
正

当
化
す
る
経
済
的

ｏ
社
会
的
理
由
、
②
労
働
時
間
配
分
に
関
す
る
指
針
的
プ
ロ
グ
ラ
ム
、
③
派
遣
労
働
を
利
用
す
る
場
合
の
方
法
、
④
部
分
的
失

業
の
実
施
要
件
、
⑤
変
形
期
間
の
期
間
の
一
部
し
か
労
働
し
な
い
者
、
お
よ
び
、
期
間
中
労
働
契
約
が
解
除
さ
れ
た
者
の
報
酬
と
代
償
休
息
へ
の

権
利
を
規
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
⑥
変
形
制
が
適
用
さ
れ
る
各
業
務

（∽ｏ『く
いｏこ

や
作
業
所
で
の
変
形
労
働
時
間
の
指
針
的
プ
ロ

グ
ラ
ム
の
作
成
に
関
す
る
規
則
、
お
よ
び
、
⑦
場
合
に
よ
り
、
個
別
の
勤
務
時
間
割
に
基
づ
い
て
労
働
す
る
労
働
者
の
勤
務
の
編
成
に
つ
い
て
も

規
定
す（型
。
こ
の
場
合
は
、
個
別
の
勤
務
時
間
割
の
変
更
要
件
、
各
労
働
者
の
労
働
時
間
の
計
算
方
法
、
変
形
期
間
中
労
働
者
が
欠
勤
し
た
場
合

の
報
酬
に
つ
い
て
も
、
明
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な（理
。

一
〇
八

タ
イ
プ
Ⅱ
、
タ
イ
プ
Ⅲ
）

一
年
変
形
労
働
時
間
制
を



ま
た
、
第
二
に
、
任
意
的
な
記
載
事
項
と
し
て
、
①
労
働
時
間
数
に
関
わ
ら
ず
月
額
報
酬
を
支
払
う
、
賃
金
均
等
支
払

（】いｏ３
¨
り
、）

②
労
働

協
約
の
適
用
対
象
と
し
て
、
期
間
の
定
め
の
あ
る
労
働
契
約
を
締
結
し
て
い
る
労
働
者
、
派
遣
労
働
者
、
ま
た
は
、
そ
れ
ら
の
一
定
の
カ
テ
ゴ
リ
ー

の
労
働
者
を
含
め
る
こ（塑
、
も
規
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
ハ
）
変
形
制
の
内
容
と
実
施
方
法

変
形
労
働
時
間
制
の
内
容
と
実
施
方
法
に
つ
い
て
は
、
前
述
の
よ
う
な
協
約
の
規
定
に
よ
る
規
制
が
な
さ
れ
る
他
、
そ
の
労
働
時
間
の
長
さ
と

配
分
、
勤
務
時
間
割
が
変
更
さ
れ
る
場
合
の
手
続
等
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
な
規
制
が
行
わ
れ
て
は
だ
。

す
な
わ
ち
、
ま
ず
第

一
に
、
労
働
週

（器
日
”
】８

ォ
”
く

，
自
Ｆ
）
の
平
均
週
労
働
時
間
は
三
五
時
間
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
平
均
週
労

働
時
間
は
、
法
定
労
働
時
間
ま
た
は
協
約
の
定
め
る
労
働
時
間

（法
定
労
働
時
間
よ
り
も
短
い
場
合
）
か
ら
祝
日
お
よ
び
法
定
休
息

・
休
暇

（週

休
お
よ
び
年
次
有
給
休
暇
）
に
対
応
す
る
時
間
を
差
し
引
い
た
も
の
を
基
礎
と
し
て
計
算
さ
れ
る
。

第
二
に
、　
一
年
の
労
働
時
間
は

一
六
〇
〇
時
間
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

Ｉ
ハ
○
○
時
間
が

一
年
の
上
限
と
さ
れ
た
理
由
は
、
労
働
週
の
平
均

労
働
時
間
を
三
五
時
間
と
す
る
と
、　
一
年
の
労
働
時
間
は
、
閏
年
か
否
か
ま
た
は
祝
日
の
位
置
の
関
係
で
年
に
よ
り
異
な
る
が
、　
一
五
九
〇
時
間

か
ら

一
六
〇
五
時
間
の
間
と
な
る
か
ら
と
説
明
さ
れ
て
」
型
。
た
だ
し
ヽ
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
法
定
休
日
と
な
る
祝
日
は
五
月

一
日
の
一
日
の
み

で
あ
る
が
、　
一
年
の
労
働
時
間
を

一
六
〇
〇
時
間
内
に
抑
え
る
た
め
に
は
、
週
休
と
重
な
ら
な
い
祝
日
を
少
な
く
と
も
八
日
、
休
日
と
し
て
付
与

す
る
こ
と
が
必
要
と
な（型
。

第
三
に
、
変
形
労
働
時
間
制
に
お
い
て
も
、
最
長
労
働
時
間
規
制
は
適
用
さ
れ
る
。
し
た
が

っ
て
、
原
則
と
し
て
、　
一
日

一
〇
時
間
、　
一
週
四

八
時
間
、
継
続
す
る

一
二
週
の
平
均
労
働
時
間
四
四
時
間
が
そ
の
変
形
時
間
の
上
限
と
な
（型

（↓

本
節
３

（
２
）
（
↓

）。

第
四
に
、
使
用
者
は
、
変
形
制
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
実
施
前
に
は
、
企
業
委
員
会
ま
た
は
こ
れ
が
な
い
場
合
は
従
業
員
代
表
委
員
の
意
見
を
聴
取

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
労
働
時
間
法
制
の
展
開
―
労
働
者
の
健
康

。
自
由
時
間
保
障
と
雇
用

・
労
働
形
態
の
多
様
化
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
九
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一
一
〇

し
、
ま
た
、
変
形
制
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
内
容
を
変
更
す
る
前
に
は
、
企
業
委
員
会
ま
た
は
従
業
員
代
表
委
員

へ
の
諮
問
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
、
企

業
長
は
、
少
な
く
と
も
年
に

一
回
、
企
業
委
員
会
ま
た
は
こ
れ
が
な
い
場
合
は
従
業
員
代
表
委
員
に
対
し
て
、
変
形
制
適
用
の
総
括
報
告
書
を
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な（だ
。

第
五
に
、
労
働
者
の
勤
務
時
間
割
を
変
更
す
る
場
合
は
、
労
働
者
は
変
更
さ
れ
る
日
の
少
な
く
と
も
七
労
働
日
前
に
こ
れ
を
通
知
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
こ
の
予
告
期
間
は
、
労
働
協
約
に
明
記
さ
れ
労
働
内
容
の
特
殊
性
に
よ
り
正
当
化
さ
れ
る
場
合
は
、
労
働
協
約
に
よ
り
短
縮
さ
れ

う
る
が
、
そ
の
場
合
、
当
該
労
働
協
約
は
、
労
働
者
が
享
受
し
う
る
対
価
を
規
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な（祀
。

（
二
）
変
形
制
の
法
的
効
果

変
形
制
が
、
①
協
約
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
週
最
長
労
働
時
間
を
遵
守
し
、
②
労
働
週
の
労
働
時
間
が
平
均
三
五
時
間
以
下
と
い
う
枠
内
で
行
わ

れ
た
場
合
は
、
た
と
え
あ
る
週
の
労
働
時
間
が
週
三
五
時
間
を
超
え
て
も
そ
れ
は
法
定
外
労
働
時
間
で
は
な
く
、
法
定
外
労
働
時
間
の
年
間
割
当

時
間
に
も
算
入
さ
れ
な（祀
。

そ
れ
に
対
し
て
、
①
協
約
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
週
最
長
労
働
時
間
、
②
労
働
週
に
つ
き
平
均
三
五
時
間
を
超
え
る
労
働
時
間
、
ま
た
は
、
③
年

一
六
〇
〇
時
間
を
超
え
る
時
間
は
、
法
定
外
労
働
時
間
と
評
価
さ
れ
、
場
合
に
応
じ
て
、
特
別
加
算
、
割
増
賃
金

（ま
た
は
代
替
的
代
償
休
息
）、

お
よ
び
、
義
務
的
代
償
休
息
へ
の
権
利
を
発
生
さ
せ
る
と
と
も
に
、
追
加
加
算
ま
た
は
割
増
が
全
て
代
替
的
代
償
休
息
の
形
で
付
与
さ
れ
る
場
合

を
除
き
、
法
定
外
労
働
時
間
の
年
間
割
当
時
間
に
算
入
さ
れ
る
こ
と
に
終
型

（↓
本
節
３

（２
）
（ｄ
と
。



（ｂ
）
サ
イ
ク
ル
労
働

（Ｑ
ｏＨ８

８

オ
ｐ
く
”
いじ

「
サ
イ
ク
ル
労
働

（Ｑ
ｏ申８

計

オ
ｐ
く
ｐ
【】と

と
は
、
企
業
ま
た
は
事

‐業
所
に
お
い
て
数
週
間
を

一
サ
イ
ク
ル
と
し
て
行
う
労
働
時
間
編
成
で
、

同
じ
労
働
時
間
配
分
を
各
サ
イ
ク
ル
で
繰
り
返
す
方
法
の
み
が
許
容
さ
な
細
に

こ
の
サ
イ
ク
ル
労
働
は
、
労
働
時
間
の
計
算
単
位
を

一
週
間
か
ら

一
サ
イ
ク
ル
期
間
へ
と
延
長
す
る
も
の
で
、
数
週
間
単
位
の
変
形
労
働
時
間
制
の
機
能
を
有
す
る
。

サ
イ
ク
ル
労
働
は
、
連
続
操
業
を
行
う
企
業
で
許
容
さ
れ
、
従
来
そ
の
実
施
は
、
①
デ
ク
レ
に
よ
る
許
容
、
ま
た
は
、
②
拡
張
適
用
さ
れ
た
産

業
部
門
別
労
働
協
約
に
よ
る
規
定
を
要
件
と
し
て
い
た
。
第
二
次
オ
ブ
リ
ー
法

（第
八
条
）
は
、
こ
れ
ら
に
加
え
て
、
③
異
議
申
立
権
の
対
象
と

な
ら
な
い
企
業
別

。
事
業
所
別
労
働
協
約
に
よ
る
導
入
も
新
た
に
認
め
る
こ
と
と
ぃ
型
。

サ
イ
ク
ル
労
働
が
導
入
さ
れ
た
場
合
も
、
最
長
労
働
時
間
規
制
は
適
用
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
原
則
と
し
て
、　
一
日

一
〇
時
間
、　
一
週
四
八

時
間
、
継
続
す
る

一
二
週
の
平
均
労
働
時
間
四
四
時
間
が
、
そ
の
変
形
時
間
の
上
限
と
林
型

（↓
本
節
３

（２
）
（
↓
）。
ま
た
、
サ
イ
ク
ル
労

働
を
導
入
す
る
労
働
協
約
は
、
各
サ
イ
ク
ル
の
最
長
時
間
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
こ
れ
が
、　
一
サ
イ
ク
ル
の
労
働
時
間
の
上
限
と

笏

。
サ
イ
ク
ル
労
働
が
実
施
さ
れ
る
場
合
は
、　
一
サ
イ
ク
ル
期
間
の
平
均
労
働
時
間
が
週
三
五
時
間
を
超
え
る
部
分
の
み
が
法
定
外
労
働
時
間
と
評

価
粋
労
、
そ
れ
と
し
て
の
法
的
効
果
を
発
生
さ
せ
る
こ
と
に
な
る

（↓
本
節
３

（２
）
（ｄ
と
。

（
ｃ
）
休
日
付
与
形
式
に
よ
る
労
働
時
間
短
縮

（『〓
ｇ
けいｏ
●
３

Ｆ

一
日
３

一
暉
”轟
く
”
〓
８
房

♂
『日
Φ
計

ピ
“
口

８

８
●
８
）

第

一
次
オ
ブ
リ
ー
法

（第
四
条
）
の
規
定
を
修
正
し
た
第
二
次
オ
ブ
リ
ー
法

（第
九
条
）
は
、
企
業
が
、
法
定
労
働
時
間
週
三
五
時
間
制
へ
の

移
行
と
実
労
働
時
間
の
短
縮
を
円
滑
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、　
一
種
の
変
形
制
で
あ
る
、
休
日
付
与
形
式
に
よ
る
労
働
時
間
短
縮

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
労
働
時
間
法
制
の
展
開
―
労
働
者
の
健
康

。
自
由
時
間
保
障
と
雇
用
・
労
働
形
態
の
多
様
化
　
　
　
　
　
　
　
一
一
一



法
政
研
究
五
巻
一
号
含
一〇
〇
〇
年
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
二

↑
８
８
一いｏ
●
計

ｒ

一
目
ｏ、ｏ
一
暉
オ
ミ
”
〓
８
日

９ヽ
日
Φ
計

ピ
暉
覇

計

８
０
８
）
を
許
容
す
る
こ
と
と
し
た
。
具
体
的
に
は
、
①
四
週
間
を

単
位
と
す
る
休
日
付
与
、
お
よ
び
、
②

一
年
を
単
位
と
す
る
休
日
付
与
、
の
二
つ
の
方
式
が
可
能
で
あ
る
る
。

（イ
）
四
週
間
を
単
位
と
す
る
休
日
付
与

「
四
週
間
を
単
位
と
す
る
休
日
付
与
」
た
判
は
、
四
週
間
を
単
位
と
し
て
、
法
定
週
労
働
時
間
三
五
時
間

（ま
た
は
よ
り
短
い
場
合
は
協
約
の

定
め
る
時
間
）
を
超
え
て
行
わ
れ
る
労
働
時
間
数
に
対
応
す
る
、
二
日
ま
た
は
半
日
の
休
日
を
付
与
し
、
週
の
労
働
時
間
の
全
部
ま
た
は

一
部
を

三
九
時
間
以
下
に
短
縮
す
る
方
法
で
あ
る
。
サ
イ
ク
ル
労
働
と
の
違
い
は
、
サ
イ
ク
ル
労
働
の
場
合
、
同
じ
労
働
時
間
配
分
を
繰
り
返
す
こ
と
が

必
要
だ
が
、
同
方
式
は
こ
れ
を
要
求
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
型
。

こ
の
方
式
は
、
労
働
協
約
が
な
く
て
も
使
用
者
が
直
接
実
施
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

休
日
が
付
与
さ
れ
る
日
は
、
事
前
に
作
成
さ
れ
た
カ
レ
ン
ダ
ー
に
よ
り
決
定
さ
れ
、
こ
れ
を
変
更
す
る
場
合
は
、
少
な
く
と
も
七
日
間
の
予
告

期
間
を
置
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

同
方
式
が
導
入
さ
れ
た
場
合
も
、
最
長
労
働
時
間
規
制
は
適
用
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
原
則
と
し
て
、　
一
日

一
〇
時
間
、
一
週
四
八
時
間
、

継
続
す
る

一
二
週
の
平
均
労
働
時
間
四
四
時
間
が
、
そ
の
変
形
時
間
の
上
限
と
（
型
。

同
方
式
が
適
用
さ
れ
る
場
合
、
法
定
外
労
働
時
間
と
な
る
の
は
、
①
歴
週
に
お
い
て
三
九
時
間
を
超
え
て
な
さ
れ
た
労
働
時
間

（全
体
と
し
て

た
と
え
平
均
週
三
五
時
間
に
お
さ
ま
っ
て
い
て
も
）、
お
よ
び
、
②
四
週
間
を
平
均
し
て
週
三
五
時
間
を
超
え
る
時
間
で
、
①
に
よ
り
す
で
に
法

定
外
労
働
時
間
と
評
価
さ
れ
た
時
間
を
除
い
た
時
間
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
方
式
に
お
い
て
は
、
使
用
者
の
決
定
の
み
に
よ
り
、
休
日
の

付
与
と
い
う
方
法
で
比
較
的
容
易
に
労
働
時
間
を
調
整
で
き
る
代
わ
り
に
、
法
定
外
労
働
時
間
と
評
価
さ
れ
な
い
変
形
時
間
の
上
限
は
三
九
時
間

と
厳
し
く
限
定
さ
れ
て
い
る
。



（
口
）

一
年
を
単
位
と
す
る
休
日
付
与

「
一
年
を
単
位
と
す
る
休
日
付
与
」
た
皿
は
、　
一
年
間
を
単
位
と
し
て
、　
一
日
ま
た
は
半
日
の
休
日
を
付
与
し
、　
一
年
間
の
平
均
週
労
働
時
間

を
三
九
時
間
以
下
に
短
縮
す
る
方
法
で
あ
る
。

同
方
式
は
そ
の
弾
力
性
が
大
き
い
た
め
、
こ
れ
を
実
施
す
る
に
は
、
拡
張
適
用
さ
れ
た
産
業
部
門
別
労
働
協
約
ま
た
は
企
業

・
事
業
所
別
労
働

協
約
の
規
定
が
必
要
で
あ
る
。

同
方
式
を
導
入
す
る
労
働
協
約
は
、　
一
部
は
労
働
者
、　
一
部
は
使
用
者
の
選
択
に
よ
る
、
休
日
の
取
得
方
法
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま

た
、
休
日
の
取
得
日
が
変
更
さ
れ
る
場
合
、
そ
の
変
更
は
少
な
く
と
も
七
日
間
の
予
告
期
間
を
お
い
て
通
知
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

継脚鋤獄「騨」̈
『」場はいに嚇』け回剛Ⅷ劉剌颯鰤日曝け螺けれは小「て、原則として、　一日一〇時間、　一週四八時間、

同
方
式
が
適
用
さ
れ
る
場
合
、
法
定
外
労
働
時
間
と
評
価
さ
れ
る
の
は
、
①
年
平
均
週
三
五
時
間
を
超
え
る
時
間
、
②
年

一
六
〇
〇
時
間
を
超

え
る
時
間
、
③
歴
週
に
お
い
て
三
九
時
間
を
超
え
て
な
さ
れ
た
労
働
時
間

（全
体
と
し
て
た
と
え
平
均
週
三
五
時
間
に
お
さ
ま
っ
て
い
て
も
）
で

①
②
に
よ
り
す
で
に
法
定
外
労
働
時
間
と
評
価
さ
れ
た
時
間
を
除
い
た
時
間
、
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
同
方
式
に
お
い
て
も
、　
一
年
を
単
位
と

す
る
休
日
の
付
与
と
い
う
方
法
で
比
較
的
容
易
に
労
働
時
間
を
調
整
で
き
る
代
わ
り
に
、
法
定
外
労
働
時
間
と
評
価
さ
れ
な
い
変
形
時
間
の
上
限

は
三
九
時
間
と
厳
し
く
限
定
さ
れ
て
い
る
。

第
二
節
　
自
由
時
間
の
保
障

労
働
者
の
労
働
期
間
中
の
自
由
時
間
は
、
通
常
、
①

一
勤
務
、　
一
日
、　
下
週
、　
一
年
を
単
位
と
し
て
定
期
的
に
、
ま
た
は
、
②
所
定
の
事
由
に

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
労
働
時
間
法
制
の
展
開
―
労
働
者
の
健
康

・
自
由
時
間
保
障
と
雇
用

・
労
働
形
態
の
多
様
化
　
　
　
　
　
　
　
一
一
〓
一



法
政
研
究
五
巻
一
号
含
一〇
〇
〇
年
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
四

は
、
定
期
的
な
自
由
時
間
保
障
制
度
と
し
て
、
週
の
休
息
時
間

（週
体
）

（８
口
憲
り
０
”
憩
り

，
日
ｇ
］り
）
が
あ
り
、
ま
た
、
所
定
事
由
に
基
づ
く

、
法
定
時
間
外
労
働
を
行
っ
た
者
に
対
す
る
自
由
時
間
保
障
で
あ
る
、

代
償
休
息
制
度

（『８
８

８
日
覇
●
８
一８
し
、
有
給
の
休
息
時
間
の
繰
越

・
積
み
立
て
に
よ
り
新
た
な
有
給
休
暇
を
保
障
す
る
時
間
積
立
制
度

（８
日
早
ｏ
Ｏ
鶴
¨
日

ら
ｏ
８
日
覇
）
が
存
在
し
て
い
た
。

第

一
次

。
第
二
次
オ
ブ
リ
ー
法
は
、　
一
九
九
三
年

一
一
月
二
三
日
の
労
働
時
間
の
調
整
に
関
す
る
Ｅ
Ｃ
経
響
、
お
よ
び

　ヽ
一
九
九
四
年
六
月
二

〇
日
の
若
年
労
働
者
の
保
護
に
関
す
る
Ｅ
Ｃ
極
犯

の
国
内
法
化
を
契
機
と
し
て
、
新
た
に
、
休
憩

（づ
”
易
こ

と

一
日
の
休
息
時
間

（８
ｕ
８

３
●
日
”
】ぃ８
）
に
関
す
る
規
定
を
労
働
法
典
に
お
く
こ
と
と
し
、
そ
れ
に
関
連
し
て
週
体
に
関
す
る
規
定
を
改
正
し
た
。
ま
た
、
前
述
の
、
労
働

時
間

（狭
義
）
規
制
の
改
正
等
に
伴
い
、
年
次
有
給
休
暇
、
代
償
休
息
、
時
間
積
立
制
度
も

一
部
改
正
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
他
方
、　
一
日
の

休
息
時
間
の
導
入
を
契
機
と
し
て
、
休
息
時
間
概
念
も
新
た
に
論
点
と
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
以
下
、
改
正
点
を
中
心
に
、
①
定
期
的
な
自
由

時
間
保
障

（１
）
で
あ
る
、
①
休
憩
、
②
休
息
時
間
、
③
年
次
有
給
休
暇
、
②
所
定
事
由
に
基
づ
く
自
由
時
間
保
障

（２
）
で
あ
る
、
①
代
償
休

息
制
度
、
②
時
間
積
立
制
度
に
つ
い
て
、
新
労
働
時
間
法
制
を
検
討
し
よ
う
。

１
　
定
期
的
な
自
由
時
間
保
障

（１
）
休
憩

（づ
”
湧
３

録
一（】野
愧
詩
簾
孵
設一税
一一射

労一鞣
鍔
弼
》
鼈
輔
鮭
縄
就
馴
露
［
評
Ｆ



働
者
で
ぁ
型
。

同
規
定
に
よ
り
、
使
用
者
は
、
六
時
間
を
超
え
る
労
働
に
対
し
、
こ
れ
を
上
回
る
休
憩
付
与
の
約
定
が
な
い
限
り
、
少
な
く
と
も
二
〇
分
の
休

憩
時
間

（一ｏ日
覇

ヽ
ｏ
Ｏ
ｐ
日
３

を
与
え
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
日
本
に
お
け
る
休
憩
時
間
と
は
異
な
り
、
こ
の
休
憩
時
間
は
、
食
事
等
の
た
め
の
労
働
の
中
断
で
あ
つ
て
、
必
ず
し
も
実
労

働
時
間
に
該
当
し
な
い
完
全
な
自
由
時
間
の
付
与
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い

（作
業
現
場
を
離
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
食
事
時
間

理

¨
麒

硬

」
碕

盪

攣

驀

又

魏

夢

勒

群

（２
）
休
息
時
間

（８
日
毬

“
０
■８
８
）

（
ａ
）
休
息
時
間
の
定
義

休
息
時
間
の
定
義
は
、
労
働
法
典
上
存
在
し
な
い
。

一
九
九
三
年

一
一
月
二
三
日
の
労
働
時
間
の
調
整
に
関
す
る
Ｅ
Ｃ
指
令
は
、
「休
息
時
間

（憲
『いｏ
計

計

『８
８
）」
を
労
働
時
間

（８
日
７

一
ｏ
一３
く
”
じ

以
外
の
全
て
の
時
間
と
定
義
し
て
お
り

（第
二
条
二
号
）
、
ま
た
、
行
政
解
釈

い」則躍̈
剛回̈
綺̈
（待つ機謝嘲卿審け］卿嘲一囃綺距］貯に赫臨嘲脚呻舞郁Ⅷ詢』い疇醐珊馴力ヽを崎「ぼい時一国を．実一刹̈
嚇Ｍ

以
外
の
時
間
と
解
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
判
例
は
、
待
機
時
間
は
、
た
と
え
実
際
に
出
勤
す
る
こ
と
が
な
か

っ
た
と
し
て
も
休
息
時
間
に
は
含
ま
れ
ず
、
実
際
の
出
勤

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
労
働
時
間
法
制
の
展
開
―
労
働
者
の
健
康

。
自
由
時
間
保
障
と
雇
用

・
労
働
形
態
の
多
様
化
　
　
　
　
　
　
　
一
一
五
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一
号

含
一〇
〇
〇
年
）

の
な
い
待
機
時
間
は
、
実
労
働
時
間
で
も
休
息
時
間
で
も
な
い
と
判
断
し
て
」
型
。
し
た
が
つ
て
、
実
労
働
時
間
で
は
な
い
時
間
が
全
て
休
息
時

間
に
該
当
す
る
と
解
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

ま
た
、
学
説
上
も
、
休
息
時
間
は
、
労
働
者
に
と
っ
て
完
全
に
自
由
な
時
間
で
個
人
生
活
を
確
保
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
実
労
働
時

間
で
は
な
い
が
職
業
生
活
と
関
連
の
あ
る
時
間
、
す
な
わ
ち
、
実
作
業
の
な
い
待
機
時
間
、
更
衣
時
間
、　
一
定
の
職
業
教
育
時
間
、
通
勤
時
間
等

は
第
三
の
時
間
と
し
て
、
休
息
時
間
に
は
含
ま
れ
な
い
と
の
見
解
が
主
張
さ
れ
て
」
型
。
し
た
が
つ
て
ヽ
今
後
、
休
息
時
間
の
定
義
に
関
す
る
議

論
が
ど
の
よ
う
に
展
開
す
る
か
が
注
目
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

（ｂ
）

一
日
の
休
息
時
間

（３
●
８

ｏ
●
３
〓
い８
・
３
●
８

ピ
ロ
ロ
”
【中①じ

前
述
の
よ
う
に
、
第

一
次
オ
ブ
リ
ー
法

（第
六
条
）
は
、　
一
九
九
二
年

一
一
月
二
三
日
の
労
働
時
間
の
調
整
に
関
す
る
Ｅ
Ｃ
指
令

（第
三
条
）

を
国
内
法
化
し
、　
一
日
の
休
息
時
間

（『８
８

ｏ
“
Ｐ
中ら
い８
）
に
関
す
る
規
定
を
労
働
法
典
に
新
設
し
た
。
対
象
労
働
者
は
、
休
憩
規
定
と
同
じ

く
、
自
動
車
運
転
労
働
者
お
よ
び
船
舶

・
航
空
機
の
乗
組
員
を
除
く
全
て
の
労
働
者
で
ぁ
当
。

（イ
）
原
則

使
用
者
は
、
原
則
と
し
て
、
少
な
く
と
も
継
続

一
一
時
間
の
一
日
の
休
息
時
間
の
付
与
を
義
務
づ
け
ら
な
紳
ざ

休
息
時
間
を
、
労
働
者
の
完
全

な
自
由
時
間
で
あ
り
、
実
労
働
時
間
の
み
な
ら
ず
、
待
機
時
間
、
義
務
づ
け
ら
れ
た
職
業
教
育
時
間
、
移
動
時
間
等
を
除
い
た
時
間
と
し
て
限
定

的
に
理
解
す
る
な
ら
ば
、
労
働
者
は
、
完
全
に
自
由
に
利
用
で
き
る
時
間
を

一
一
時
間
保
障
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
休
息
時
間
を
、
実
労

働
時
間
以
外
の
全
て
の
時
間
と
し
て
広
く
解
す
る
と
し
て
も
、
こ
れ
は
、
少
な
く
と
も
そ
の
直
接
的
効
果
と
し
て
、　
一
日
の
拘
束
時
間

一　
一　
エハ



Ｇ
日
●
］】ご
計

一
ｏ
Ｆ

τ
日
ま
ｏ
一
“

８゙
く
”
中じ
、
す
な
わ
ち
、
休
憩
を
含
む

一
日
の
就
業
の
開
始
か
ら
終
了
ま
で
の
時
間
を
原
則
と
し
て
最
長

一

三
時
間
に
限
定
す
る
も
の
で
あ
り
、
実
労
働
時
間
規
制
の
観
点
か
ら
、
従
来
の
最
長
労
働
時
間
規
制
を
補
足
す
る
重
要
な
規
定
で
あ
る
と
い
え

よ（理
。

（
口
）
例
外

た
だ
し
、
こ
の
継
続

一
一
時
間
の
休
息
時
間
の
付
与
義
務
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
よ
う
に
、
①
業
務
の
例
外
的
増
大
、
②
事
故
の
発
生
や
発
生

の
危
険
性
、
③
業
務
の
特
殊
性
を
理
由
と
す
る
例
外
が
認
め
ら
れ
て
」
型
。

ま
ず
第

一
に
、
業
務
の
例
外
的
増
大
の
場
合
に
つ
き
、
拡
張
適
用
さ
れ
た
産
業
部
門
別
労
働
協
約
、
ま
た
は
、
異
議
申
立
権
の
対
象
と
な
ら
な

い
事
業
所

・
企
業
別
労
働
協
約
は
、　
一
日
の
休
息
時
間
を
九
時
間
ま
で
短
縮
す
る
規
定
を
お
く
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
労
働
協
約
が
な
い
場

合
は
、
休
息
時
間
の
短
縮
は
、
労
働
監
督
官
の
許
可
に
基
づ
い
て
の
み
行
わ
れ
る
。

第
二
に
、
救
出
作
業
の
組
織
、
差
し
迫

っ
た
事
故
の
予
防
、
器
具

・
機
械
、
設
備
、
建
物
に
発
生
し
た
事
故
を
修
理
す
る
た
め
に
即
時
に
行
う

こ
と
が
必
要
な
緊
急
の
仕
事
の
場
合
は
、
使
用
者
は
、
労
働
監
督
官
へ
の
通
知
の
み
に
よ
っ
て
、
休
息
時
間
規
制
に
抵
触
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
に
、
拡
張
適
用
さ
れ
た
産
業
部
門
別
労
働
協
約
は
、
特
に
、
業
務
継
続
保
障
の
必
要
性
ま
た
は
労
務
遂
行
期
間
が
分
割
さ
れ
て
い
る
こ
と

に
特
徴
づ
け
ら
れ
る
活
動
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
休
息
時
間
規
制
に
抵
触
す
る
規
定
を
お
く
こ
と
が
で
き
る
。

一
一
七
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一
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〇
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（
Ｃ
）

一
週
の
休
息
時
間

（週
休
）
↑
８
８

ｒ
＆
一
ｏ
日
ｐ
一
ｐ
】『じ

一

一
人

（イ
）
制
度
の
概
要

週
の
休
息
時
間
に
円
の
対
象
と
な
る
労
働
者
は
、
①
工
業
的

・
商
業
的
事
業
所
お
よ
び
そ
れ
ら
の
付
属
施
設

（そ
の
性
質
が
公
的
か
私
的
か
、

非
宗
教
的
か
宗
教
的
か
を
問
わ
な
い
）、
②
自
由
業
、
法
務
関
連
事
務
所
、
民
事
営
利
社
団
、
職
業
組
合
、
非
営
利
社
団
に
雇
用
さ
れ
て
い
る
全

て
の
労
働
者
で
あ
る
。
見
習
、
家
内
労
働
者
、
農
業
労
働
者
も
適
用
対
象
と
な
り
、
さ
ら
に
、
労
働
時
間

（狭
義
）
規
制
の
適
用
対
象
で
は
な
い
、

外
交
員
、
住
居
施
設
の
管
理
人
に
も
週
休
規
制
は
適
用
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
労
働
時
間
規
制
は
適
用
さ
れ
る
、
①
父
母
ま
た
は
後
見
人
の

も
と
で
家
族
の
成
員
の
み
を
雇
用
す
る
事
業
所

（公
道
で
営
業
す
る
事
業
所
を
含
む
）、
②
工
芸
的
ま
た
は
協
同
組
合
の
事
業
所
お
よ
び
そ
の
付

脚
慟
嘲
脚
霧
『
端
破
「
週
休
規
制
は
適
用
さ
れ
ず
、
家
事
使
用
人
、
自
宅
保
育
者
も
規
制
か
ら
除
外
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
鉄
道
従
業
員
は
特
別

フ
ラ
ン
ス
の
週
の
休
息
時
間
は
、
①

一
週

一
日
、
少
な
く
と
も
継
続
三
四
』
Ｍ
、
②
日
』
辟
に
付
与
さ
れ
る
こ
と
が
原
則
で
あ
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
経
済
的

・
社
会
的
必
要
性
か
ら
、
い
ず
れ
の
原
則
に
つ
い
て
も
、
多
く
の
例
外
規
定
が
存
在
し
て
」
型
。

（
口
）
オ
ブ
リ
ー
法
に
よ
る
改
正

第
二
次
オ
ブ
リ
ー
法

（第
七
、　
一
〇
、　
一
人
条
）
は
、
週
体
制
度
に
関
し
、
以
下
の
三
点
の
改
正
を
行
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
第

一
に
、　
一

九
九
三
年

一
一
月
二
三
日
の
労
働
時
間
の
調
整
に
関
す
る
Ｅ
Ｃ
指
令

（第
五
条
）
を
国
内
法
化
し
、
継
続
三
四
時
間
の
週
の
休
息
時
間
に
は

一
日

の
休
息
時
間

一
一
時
間
を
付
加
す
る
こ
と
を
義
務
づ
け
た
。
し
た
が
っ
て
、
使
用
者
は
、
労
働
者
に
、
週
に

一
回
、
少
な
く
と
も
、
継
続
三
五
時



間
の
休
息
を
付
与
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
林
型
。

ま
た
第
二
に
、　
一
九
九
四
年
六
月
二
〇
日
の
若
年
労
働
者
の
保
護
に
関
す
る
Ｅ
Ｃ
指
令

（
一
〇
条
二
項
）
の
国
内
法
化
に
よ
り
、　
一
人
才
未
満

の
若
年
労
働
者
に
は
、
連
続
三
日
の
週
の
休
息
時
間
付
与
が
義
務
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ（型
。

そ
し
て
第
三
に
、
日
曜
休
日
の
規
制
を
強
化
す
る
た
め
、
労
働
監
督
官
は
、
日
曜
休
日
規
制
に
違
反
し
て
い
る
小
売
業
お
よ
び
消
費
者
へ
の
サ
ー

ビ
ス
供
給
事
業
所
に
こ
れ
を
や
め
さ
せ
る
た
め
、
大
審
裁
判
所

（゙
『】げ
“
目
Ｌ

ヽ
Φ
『
”
目
８

ま
りご
８
こ

の
所
長
に
対
す
る
レ
フ
ェ
レ

（志
「ｏ、『ｅ

¨
郷
「
』
嘲
度

で
（製

却
時
議
勧
」
は
輸
娯

。
　
た
、
二全
菅
啓
判
所
所
一長
は
、
違
反
事
業
辞
【に
対
し
、
間
接
強
制
八
器
〓
ｏ一口
序
）
を
伴
【ヽ
つ
日
曜
一閉
店
を
合
¨

（３
）
年
次
有
給
休
暇

（８
目
憲
り
０

，
憩
り

，
ロ
ロ
８
【３

（
ａ
）
制
度
の
概
要

フ
ラ
ン
ス
の
年
次
有
給
休
暇
畦
％
の
適
用
対
象
労
働
者
は
、
①
工
業
、
商
業
、
工
芸
、
農
業
、
協
同
組
合
の
事
業
所
に
属
す
る
全
て
の
現
業
労

働
者
、
職
員
、
見
習
、
②
自
由
業
、
法
務
関
連
事
務
所
、
職
業
組
合
、
営
利
社
団
、
非
営
利
社
団
、
お
よ
び
い
か
な
る
性
質
で
あ
れ
全
て
の
グ
ル
ー

プ
の
労
鏃
饗
で
あ
り
ヽ
③
派
遣
労
働
者
、
住
居
施
設
の
管
理
人
、
家
内
労
働
者
、
外
交
員
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
、
労
働
者
で
は
な
い
支
店
の
経
営

責
任
者
、
自
宅
保
育
者
、
家
事
使
用
人
に
も
適
用
さ
な
細
〆

こ
れ
ら
の
労
働
者
に
は
、
原
則
と
し
て
、
①
①
同

一
の
使
用
者
の
も
と
で
、
②
年
休
基
準
年
度

（六
月

一
日
か
ら
五
月
三

少
な
く
と
も
実
労
働

一
ケ
月

（
四
週
間
ま
た
は
二
四
日
の
労
働
に
相
当
す
る
期
間
）
に
相
当
す
る
期
間
勤
務
し
た
場
合
、
②

い
て
二

・
五
労
働
日
の
有
給
休
暇
権
れ
発
生
す
る
こ
と
に
（
型
。

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
労
働
時
間
法
制
の
展
開
―
労
働
者
の
健
康

。
自
由
時
間
保
障
と
雇
用

。
労
働
形
態
の
多
様
化

日
）
の
間
に
、
③

ヶ
月
の
勤
務
に
つ

一
一
九
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（ｂ
）
オ
ブ
リ
ー
法
に
よ
る
改
正

一
二
〇

第
二
次
オ
ブ
リ
ー
法

（第

一
五
条
）
は
、
有
給
休
暇
制
度
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
五
点
に
つ
き
改
正
を
行

っ
て
い
る
。

第

一
に
、
休
日
付
与
に
基
づ
く
時
間
短
縮
方
法

（↓

本
章
第

一
節
４

（２
）
（
↓

）
の
導
入
に
伴
い
、
そ
こ
で
付
与
さ
れ
た
休
日
は
有
給
休

暇
発
生
要
件
に
お
い
て
実
労
働
期
間
と
み
な
す
こ
と
が
明
記
さ
な
た‐３９
〆

第
二
に
、
労
働
協
約
が
な
く
、
使
用
者
が

（場
合
に
よ
り
従
業
員
代
表
委

員
の
意
見
聴
取
の
後
）
有
給
休
暇
取
得
日
を
決
定
す
る
と
き
は
、
当
該
労
働
者
の
家
族
状
況
の
み
な
ら
ず
、
当
該
労
働
者
が
他
の
一
人
ま
た
は
複

数
の
使
用
者
の
も
と
で
労
働
し
て
い
る
こ
と
も
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
規
定
が
導
入
さ
な
た‐４０
に

第
三
に
、
変
形
制
ま
た
は
休
日
付
与

に
よ
る
時
間
短
縮
方
法
を
採
用
す
る
労
働
協
約
は
、
デ
ク
レ
の
定
め
る
年
休
基
準
年
度

（六
月

一
日
か
ら
五
月
三

一
日
）
を
変
更
す
る
こ
と
が
で

き
る
こ
と
と
さ
な
た‐４‐
に

そ
し
て
第
四
に
、
労
飢
者
は
年
休
権
発
生
後
す
ぐ
に

（年
休
基
準
年
度
の
終
了
を
待
た
ず
に
）
年
休
を
取
得
す
る
こ
と
が

で
き
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ（型
。

他
方
、
第
五
に
、
①
労
働
時
間
が
年
単
位
で
算
定
さ
れ
る
場
合

（変
形
制
、
家
族
的
理
由
に
よ
る
一
週
間
以
上
の
体
暇
、
連
続
交
替
制
労
働
、

休
暇
付
与
に
よ
る
時
間
短
縮
、
「自
律
的
幹
部
職
員
」
の
一
年
単
位
の
労
働
時
間
ま
た
は
労
働
日
数
の
一
括
合
意

（↓

第
二
章
第
二
節
２

（
３
）

』
¨
一
¨
」
」
¨
¨
］
¨
『
「
警
［
』
¨
疇
］
¨
『
岬
『
¨
『

度
（

ま
一
一
一
畔
臨
中

・ヽ
業

り
判
け
「

一 協
剌

一 の
醐
祓
秘
糾
舅

』
畔
堪
孫
師
ド

積 サ
み ノヾ
”
“

十
度
に
年
体
を
繰
り
越
す
こ
と
が
認
め
ら
な
た‐４５
に

こ
の
よ
う
な
、
労
働
者

の
年
体
の
繰
り
越
し
の
可
能
性
の
拡
大
は
、
労
働
者
の
自
由
時
間
編
成
に
関
す
る
裁
量
を
拡
大
す
る
も
の
で
あ
り
注
目
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
労

働
者
に
対
す
る
自
由
時
間
保
障
の
内
容
と
し
て
、
量
的
拡
大

（よ
り
多
く
の
自
由
時
間
保
障
）
の
み
な
ら
ず
、
配
置
に
お
け
る
労
働
者
の
裁
量

（労
働
者
の
選
択
す
る
時
期
に
お
け
る
自
由
時
間
保
障
）
も
ま
た
考
慮
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。



２
　
所
定
事
由
に
基
づ
く
自
由
時
間
保
障

（１
）
代
償
休
息

（■８
８

８
８
罵
日
詳
８
じ

す
で
に
、
法
定
外
労
働
時
間
の
項

（↓
本
章
第

一
節
３

（２
と

で
も
ふ
れ
た
よ
う
に
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
、
法
定
時
間
外
労
働
に
対
し
、

「金
銭
」
で
は
な
く

「時
間
」
に
よ
り
補
償
を
行
う

「代
償
休
息

（『８
８

８
日
零
ヨ
３
８
じ

制
度
」
が
存
在
す
る
。
こ
れ
は
、
い
わ
ば
、
法
定

時
間
外
労
働
を
行
っ
た
労
働
者
に
対
す
る
代
償
と
し
て
の
、
自
由
時
間
保
障
制
度
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

法
定
外
労
働
時
間
は
、　
一
定
時
間
数
以
上
の
も
の
を
除
け
ば
全
て
割
増
賃
金
支
払
に
よ
る
補
償
も
可
能
で
あ
る
が
、
新
労
働
時
間
法
制
に
お
い

て
は
、
①
実
労
働
時
間
の
短
縮
に
よ
り
直
接
大
き
な
効
果
を
も
た
ら
す
、
「代
償
休
息
」
方
式
が
選
好
さ
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
、
②
法
定
労
働
時
間

の
短
縮
に
伴
い
、
代
償
休
息
制
度
が
適
用
さ
れ
る
法
定
外
労
働
時
間
部
分
が
拡
大
し
た
こ
と
、
が
注
目
さ
れ
る
。

こ
の

「代
償
休
息
」
は
、
オ
ブ
リ
ー
法
に
よ
る
改
正
後
、
①
休
息
付
与
方
式
の
特
別
加
算
、
②
割
増
賃
金
の
代
替
的
代
償
休
息
、
③
義
務
的
代

償
休
息
、
の
三
つ
の
種
類
が
存
在
す
る
。

（
ａ
）
休
息
付
与
方
式
の
特
別
加
算

前
述
の
よ
う
に
、
特
別
加
算

（げ
ｏ
目
「̈いＳ
”いｏ
こ

は
、
第
二
次
オ
ブ
リ
ー
法
に
よ
り
導
入
さ
れ
た
、
法
定
労
働
時
間
週
三
五
時
間
を
超
え
て
三

九
時
間
ま
で
の
法
定
時
間
外
労
働
に
対
し
て
通
常
の
一
〇
〇
％
の
賃
金
の
支
払
に
プ
ラ
ス
し
て
義
務
づ
け
ら
れ
る
代
償
措
置
で
あ
り
、
休
息
付
与

方
式
の
特
別
加
算
は
、
当
該
法
定
外
労
働
時
間
の
二
五
％
に
相
当
す
る
休
息
で
あ
る
。

特
別
加
算
の
形
式
と
し
て
は
、
こ
の
当
該
法
定
外
労
働
時
間
の
二
五
％
に
相
当
す
る
休
息
付
与
、
ま
た
は
、
そ
の
二
五
％
の
労
働
時
間
に
対
応

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
労
働
時
間
法
制
の
展
開
―
労
働
者
の
健
康

。
自
由
時
間
保
障
と
一雇
用
・
労
働
形
態
の
多
様
化
　
　
　
　
　
　
　
一
一
三



法
政
研
究
五
巻
一
号
含
一〇
〇
〇
年
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一
〓
一

す
る
賃
金
支
払
の
二
つ
の
形
式
が
あ
り
、
ど
ち
ら
の
形
式
を
と
る
か
は
、
拡
張
適
用
さ
れ
た
産
業
部
門
別
労
働
協
約
ま
た
は
企
業
別

・
事
業
所
別

労
働
協
約
に
よ
り
決
定
さ
れ
る
が
、
労
働
協
約
が
な
い
場
合
は
、
休
息
の
形
式
で
付
与
さ
な
榔
に

す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
は
、
「金
銭
」
に
よ
る
補

償
で
は
な
く

「時
間
」
に
よ
る
補
償
が
原
則
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

（
ｂ
）
代
替
的
代
償
休
息

代
替
的
代
償
休
息
は
、
大
別
し
て
二
つ
の
場
面
で
付
与
さ
れ
る
。
第

一
に
、
前
述
の
よ
う
に
、
法
定
労
働
時
間
週
三
五
時
間
を
超
え
て
三
九
時

間
ま
で
の
法
定
時
間
外
労
働
に
対
し
て
は
、
通
常
の
一
〇
〇
％
の
賃
金
の
支
払
に
プ
ラ
ス
し
て
そ
の
二
五
％
に
相
当
す
る
休
息
付
与
ま
た
は
賃
金

支
払
が
特
別
加
算
と
し
て
義
務
づ
け
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
の
措
置
に
代
え
て
、

諸
渤
さ
れ
た
時
間
の
一
二
五
％
に
相
当
す
る
代
替
的
代
償
休
息
付

与
を
付
与
す
る
こ
と
が
で
き
る

（ま
た
は
そ
の
一
部
に
代
替
す
る
方
法
で
も
良
い
）。

第
二
に
、
①
週
三
九
時
間
を
超
え
四
三
時
間
以
下
の
法
定
外
労
働
時
間
に
つ
い
て
は
、
通
常
の
一
二
五
％
の
賃
金
の
支
払
、
②
週
四
三
時
間
を

超
え
る
法
定
外
労
働
時
間
に
つ
い
て
は
、
通
常
の
一
五
〇
％
の
賃
金
の
支
払
が
使
用
者
に
義
務
づ
け
ら
れ
る
が
、
①
拡
張
適
用
さ
れ
た
産
業
部
門

別
労
働
協
約
も
し
く
は
異
議
申
立
権
の
対
象
と
な
ら
な
い
企
業
別

。
事
業
所
別
労
働
協
約
に
よ
り
、
ま
た
は
、
②
年
次
団
体
交
渉
義
務
が
な
く
拡

張
さ
れ
た
産
業
部
門
別
労
働
協
約
の
適
用
さ
れ
な
い
企
業
に
お
い
て
は
、
企
業
委
員
会
ま
た
は
従
業
員
代
表
が
反
対
し
な
い
こ
と
を
条
件
と
し
て
、

使
用
者
の
決
定
に
よ
り
、
こ
れ
を
、
当
該
法

（
定
跡
労
働
時
間
の

一
二
五
％
ま
た
は

一
五
〇
％
の
代
替
的
代
償
休
息
付
与
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る

（ま
た
は
そ
の

一
部
に
代
替
す
る
方
法
で
も
良
い
）。

こ
の
よ
う
に
、
代
替
的
代
償
休
息
は
、
休
息
付
与
方
式
の
特
別
加
算
と
は
異
な
り
、
割
増
賃
金
支
払
の
例
叫
「
措
置
で
あ
る
が
、
全
て
代
替
的

（

代
償
休
息
に
よ
り
補
償
さ
れ
た
法
定
外
労
働
時
間
は
、
法
定
外
労
働
時
間
の
年
間
割
当
時
間
に
は
算
入
さ
れ
ず
、
割
増
賃
金
よ
り
代
替
的
代
償
休

息
の
選
択
が
優
遇
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。



（
ｃ
）
義
務
的
代
償
休
息

義
務
的
代
償
休
息
は
、
前
述
の
特
別
加
算
、
割
増
賃
金
支
払
、
ま
た
は
代
替
的
代
償
休
息
に
加
え
て
、
①
従
業
員

一
〇
人
以
下
の
企
業
に
お
い

て
は
、
年
間
割
当
時
間

一
三
〇
時
間
を
超
え
る
法
定
外
労
働
時
間
に
つ
き
、
そ
の
五
〇
％
に
相
当
す
る
時
間
数
、
②
従
業
員

一
〇
人
を
超
え
る
企

業
に
お
い
て
は
、
①
年
間
割
当
時
間

一
三
〇
時
間
を
超
え
る
法
定
外
労
働
時
間
に
つ
い
て
は
、
そ
の
一
〇
〇
％
に
相
当
す
る
時
間
数
、
②
年
間
割

当
時
間
内
で
あ

っ
て
も
、
週
四

一
時
間
を
超
え
る
時
間
に
つ
い
て
は
、
そ
の
五
〇
％
に
相
当
す
る
時
間
数
、
付
与
さ
れ
る
休
息
で
（
型
。

こ
れ
は
、
必
ず
休
息
の
形
で
付
与
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず

（金
銭
で
代
替
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
）、
し
た
が
っ
て
、　
一
定
基
準
以
上
の
法
定

外
労
働
時
間
に
つ
い
て
は
、
必
ず

「時
間
」
で
補
償
す
る
こ
と
を
義
務
づ
け
る
も
の
で
、
実
労
働
時
間
の
制
限
に
有
効
な
措
置
と
い
え
よ
う
。

（ｄ
）
代
償
休
息
の
付
与
方
法

休
息
形
式
を
と
る
特
別
加
算
、
代
替
的
代
償
休
息
、
お
よ
び
、
義
務
的
代
償
休
息
は
、
い
ず
れ
も
、
労
働
者
の
都
合
に
よ
り

一
日
ま
た
は
半
日

を
単
位
と
し
て
、
請
求
権
発
生
後
、
七

・
八
月
を
除
く
ニ
ケ
月
以
内

（た
だ
し
、
拡
張
適
用
さ
れ
た
産
業
部
門
別
労
働
協
約
ま
た
は
企
業

・
事
業

所
別
労
働
協
約
は
、
六
ケ
月
を
限
度
と
し
て
こ
れ
を
延
長
し
う
る
）
に
付
与
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な（理
。

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
労
働
時
間
法
制
の
展
開
―
労
働
者
の
健
康

。
自
由
時
間
保
障
と
雇
用

・
労
働
形
態
の
多
様
化

一
一
一三



法
政
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究
五
巻
一
号
含
一〇
〇
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年
）

（
２
）
時
間
積
立

（時
間
貯
蓄
）
制
度

（８
日
早
Φ
〓
円
”
３

一
Φ
序
ヨ
覇
）

一
二
四

（
ａ
）
フ
ラ
ン
ス
の
時
間
積
立
制
度

時
間
積
立
制
度
は
、
労
働
者
の
複
数
年
単
位
で
の
自
由
時
間
管
理
の
優
遇
を
目
的
と
し
て
、　
一
九
九
四
年
七
月
二
五
日
の
利
益
参
加
に
関
す
る

法
律
第
六
四
〇
号
に
よ
り
創
設
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
労
働
者
が
、
有
給
の
休
息

・
休
暇
へ
の
権
利
を
繰
り
越
し
、
積
み
立
て
て
、

無
給
の
体
暇
を
取
得
す
る
際
に
こ
れ
を
充
当
し
て
休
暇
中
の
財
政
的
基
盤
と
し
う
る
こ
と
を
目
的
と
ヽ
型
。

（ｂ
）
オ
ブ
リ
ー
法
に
よ
る
改
正

第
二
次
オ
ブ
リ
ー
法

（
一
六
条
）
は
、
同
制
度
を
補
足

・
拡
た
岬
、
①
労
働
者
が
時
間
積
立
制
度
を
利
用
し
う
る
機
会
を
拡
大
す
る
と
と
も
に
、

②
同
制
度
を
企
業
の
弾
力
的
な
労
働
時
間
調
整
に
利
用
し
う
る
可
能
性
を
開
い
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
よ
う
。

（イ
）
労
働
者
の
個
別
的
な
制
度
利
用

ま
ず
第

一
に
、
時
間
積
立
制
度
の
利
用
期
間
が
延
長
さ
れ
、
少
な
く
と
も
ニ
ケ
月
の
休
暇
に
相
当
す
る
時
間
が
積
み
立
て
ら
れ
て
か
ら
五
年
以

内
に
取
得
す
る
と
い
う
原
則
の
例
外
と
し
て
、　
三
ハ
才
未
満
の
子
が
い
る
と
き
、
ま
た
は
、
七
五
才
以
上
の
要
介
護
状
態
の
両
親
が
い
る
と
き
は
、

こ
れ
を
さ
ら
に
五
年
延
長
で
き
る
こ
と
と
し
た
。

第
二
に
、
時
間
積
立
制
度
に
充
当
し
う
る
休
息

・
休
暇
を
多
様
化

（従
来
の
七
つ
か
ら

一
〇
へ
）
し
、
①
年
休

（
一
年
に
つ
き

一
〇
日
を
限
度



と
す
る
）、
②
起
業
休
暇
、
サ
バ
テ
ィ
カ
ル
休
暇
の
た
め
の
年
体
の
繰
り
越
し
部
分
、
③
協
約
所
定
の
追
加
的
休
暇
の
全
部
ま
た
は

一
部
、
④
利

益
＾
肥
手
当
の
全
部
ま
た
は

一
部
、
⑤
労
働
者
の
個
別
的
賃
金
引
き
上
げ
部
分

（協
約
所
定
の
条
件
で
）、
⑥
代
替
的
代
償
休
息

（協
約
所
定
の

条
件
で
Ｘ

⑦
使
用
者
に
付
与
さ
れ
た
追
加
休
暇

（協
約
所
定
の
条
件
で
）、
に
加
え
て
、
③
追
加
的
休
暇
に
対
す
る
協
約
上
の
手
当
ま
た
は
他
の

手
当
、
⑨
特
別
加
算
休
息
、
⑩
休
日
付
与
に
よ
る
時
間
短
縮
に
お
い
て
付
与
さ
れ
る
休
日
、
お
よ
び
、
一
年
単
位
の
労
働
日
数
の
一
括
合
意
を
行
っ

た
幹
部
職
員
に
付
与
さ
れ
る
休
息
を
そ
の
原
資
と
し
う
る
こ
と
に
し
た
。
た
だ
し
、
そ
の
日
数
は
、　
一
年
二
二
日
が
限
度
で
あ
る
。

第
三
に
、
時
間
積
立
制
度
の
利
用
に
よ
り
有
給
と
し
う
る
期
間
が
多
様
化
さ
れ
、
従
来
の
、
最
低
六
ケ
月
の
無
給
休
暇
へ
の
充
当
に
加
え
て
、

①
育
児
休
暇
、
子
供
の
病
気

。
事
故

・
障
害
、
選
択
さ
れ
た
パ
ー
ト
タ
イ
ム
か
赳

（↓
第
二
章
第

一
節
１

（２
）
（
ｂ
じ

の
た
め
に
パ
ー
ト
タ

イ
ム
労
働
へ
移
行
す
る
場
合
の
非
労
働
期
間
、
②
実
労
働
時
間
外
で
行
わ
れ
る
職
業
教
育
時
間
、
③
五
〇
才
以
上
の
労
働
者
の
段
階
的
ま
た
は
全

面
的
引
退
期
間
、
に
も
利
用
し
う
る
こ
と
に
な
っ
た
。

（
口
）
企
業
に
よ
る
労
働
時
間
調
整
の
た
め
の
利
用

他
方
、
労
働
者
個
人
の
自
由
利
用
の
観
点
で
は
な
く
企
業
に
お
け
る
集
団
的
な

「時
間
の
移
動
」
を
可
能
に
す
る
た
め
に
、
①
拡
張
適
用
さ
れ

た
産
業
部
門
別
協
約
ま
た
は
企
業

。
事
業
所
別
協
約
は
、
②
企
業
活
動
の
繁
閑
に
よ
り
正
当
化
さ
れ
る
場
合
、
③

一
年
五
日
分
、
計

一
五
日
を
限

度
と
し
て
、
④
法
定
外
労
働
時
間
に
付
与
さ
れ
る
特
別
加
算
、
代
替
的
代
償
休
息
、
義
務
的
代
償
休
息
を
時
間
積
立
制
度
に
算
入
し
、
⑤
そ
の
個

別
的
ま
た
は
集
団
的
利
用
方
法
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
て
ぃ
型
。

（１
）
な
お
、
こ
の
他
、
フ
ラ
ン
ス
の
労
働
時
間
法
制
に
お
い
て
は
、
労
働
者
の
雇
用
保
障
と
諸
権
利
の
保
障
た
め
に
、
疾
病
、
妊
娠
・
出
産
、
家
族
的
事
由
、

職
業
訓
練
の
受
講
、
経
済
的

。
社
会
的
・
労
働
組
合
教
育
の
受
講
等
を
理
由
と
す
る
、
特
別
休
暇

（８
●
”
静

り０
お
い，
ｃ
し
、
労
働
時
間
の
短
縮
等
の
特

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
労
働
時
間
法
制
の
展
開
―
労
働
者
の
健
康

。
自
由
時
間
保
障
と
雇
用
。
労
働
形
態
の
多
様
化
　
　
　
　
　
　
　
一
一
一五



法
政
研
究
五
巻

一
号

含
一〇
〇
〇
年
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
二
ハ

別
措
置
が
豊
富
に
存
在
し
、
そ
の
重
要
な
内
容
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
特
別
休
暇

・
労
働
時
間
規
制
は
、　
一
般
的
な
労
働

時
間
規
制
と
自
由
時
間
保
障
と
は

一
応
区
別
し
て
把
握
し
う
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
す
で
に
そ
の
主
要
な
部
分
に
つ
い
て
は
先
行
研
究
が
あ
り

（野
田
進

『「休
暇
」
労
働
法
の
研
究
』
日
本
評
論
社

（
一
九
九
九
年
）
六
四
頁
以
下
、　
一
四

一
頁
以
下
、
野
田
進

・
和
田
肇

『休
み
方
の
知
恵
』
有
斐
閣

（
一
九
九

一
年
）
三
六
頁
以
下
等
）、
今
回
の
オ
ブ
リ
ー
法
に
よ
る
改
正
の
対
象
と
な
っ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
そ
の
検
討
を
割
愛
す

２
一

。

（２
）
０
い胃
Ｌ
性
８

〓
日
∽
ヽ
ｏ
＞
ｕ
ら
ｃ
∞
日

，
あ

Ｎ８
Ｐ

ｏ
や
ｏＦ
・
コ
ｏｒ
ｏ
目
。
ド
参
照
。

（３
）
た
だ
し
、
陸
上
交
通
、
河
川
交
通
、
炭
坑
部
門
に
お
い
て
は
特
別
規
制
が
存
在
す
る
。

（４
）
た
だ
し
、
独
自
の
身
分
規
定

（りご
ご
し

を
有
す
る
企
業
に
つ
い
て
は
、
特
別
の
条
件
の
下
で
適
用
さ
れ
る
。

（５
）
０
・寸
”
Ｆ

ｐ
■
・
Ｆ
。
ＮｏＰ
ｒ

（６
）
０
卜
『
”
Ｆ

，
『ｒ
ｒ
ヽ
日Ｎ
出
・
【ｏ『
ｐ
ｒ

（７
）
０
・
■●
Ｈ“
］
ｐ
諄
・
ｏＯド

【ｏ『
ｐ
ｒ

（８
）
０
・
〓

，
く，
〓
日
”
ュ
〓
日
ｏ
ｐ
諄
。
Ｎゃ

（８
の
２
）
０
】８
Ｌ
性
８

〓
日
∽
＼
ｏ
＞
”
Ｏ
ｃ
ω
日

，
コ

Ｎ８
Ｐ

ｏ
り
。ｏ〓
・
『
】ｏＦ
ｏ
●
。
Ｆ

Ｆ
Ｈ
・ド

（９
）
０
。言

，
メ

，
ユ
・
Ｆ
ヽ
Ｎデ
ｐ

いΦ『
ｐ
ｒ

（
１０
）
た
だ
し
、
港
湾
労
働
者
、
新
聞

・
雑
誌

・
報
道
関
係
の
記
者

・
編
集
者
、
支
店
経
営
責
任
者
、
興
業
に
お
け
る
間
欠
的
労
働
形
態
の
労
働
者
と
モ
デ
ル

（日
，
ロ
ロ
０●
ニ
ロ
し

に
つ
い
て
は
特
別
規
制
が
存
在
す
る
。

（
１１
）
判
例
上
確
立
し
て
お
り
、
行
政
通
達
も
こ
れ
を
確
認
し
て
い
る

（０
い胃
Ｌ
Ｌ
８

〓
日
∽
＼
ｏ
＞
り
０
“
ω
日

，
コ

Ｎ８
Ｐ

ｏ
Ｔ
ｏ〓
・
『
ｏ̈Ｆ
Φ
”
．
Ｆ
Ｆ
ｒ
ド
）

た
だ
し
、
外
交
員
に
は
、
有
給
休
暇
の
規
定
は
適
用
さ
れ
る
。

（
‐２
）
９
け

，
メ

”
『ｒ
ｒ
・ミ
Ｎ‐Ｎ
・
ｏ
いお
“
ご
い８

〓
日
∽
＼
ｏ
＞
”
ヽ
ｃ
∞
日

，
覇

Ｎ８
Ｐ

ｏ
づ
・ｏド
・
『
いｏデ
ｏ
●
．
Ｆ

Ｆ
い
。ド
　
た
だ
し
、
家
事
使
用
人
に
つ
い



て
は
、　
一
九
九
九
年

一
一
月
二
四
日
の
全
国
労
働
協
約
が
、
法
定
労
働
時
間
に
代
わ
る
協
約
上
の
週
労
働
時
間
を
四
〇
時
間
、
時
間
外
労
働
の
最
長
限
度

を
週

一
〇
時
間
、
連
続
す
る

一
二
週
で
平
均
八
時
間
と
し
、
最
初
の
八
時
間
の
時
間
外
労
働
に
つ
い
て
は
二
五
％
の
割
増
賃
金
ま
た
は
割
増
休
息
、
そ
れ

以
上
の
時
間
外
労
働
に
つ
い
て
は
五
〇
％
の
割
増
賃
金
ま
た
は
割
増
休
息
の
付
与
を
定
め
て
い
る
。
ま
た
、
家
事
使
用
人
は
、
後
述
の
休
息

。
休
暇
保
障

に
関
し
、
祝
日
と
年
次
有
給
休
暇
に
つ
い
て
は
労
働
法
典
上
の
規
定
を
享
受
し
、
週
の
休
息
時
間

（週
休
）
に
つ
い
て
は
規
定
が
適
用
さ
れ
な
い
が
、
同

全
国
労
働
協
約
は
、
日
曜
日
の
継
続
二
四
時
間
を
含
む
継
続
三
六
時
間
の
休
息
時
間
を
保
障
し
て
い
る
。

（
・３

）

０
■
『
”
く
。
”
『

，

Ｆ
。「
『
ω
‐
Ｎ

・
０
い
■
ｏ
暉
】

，
い
Ｈ
Ｏ

り
ヽ
日
∽
ヽ
０
＞

Ｕ

ヽ
“

ω

】目
”
『
ｏ

Ｎ
ｏ
ｏ
ｏ

・
Ｏ
●
・０
〓

〓

『
い
ｏ
Ｆ
Φ

●
。　

Ｆ

】
・
Ｈ
。Ｎ
・

（
・４
）
９
〓

，
メ

”
『す

Ｆ
『
ピ
‐ド

ｏ
”８
Ｌ
阻
『ｏ
〓
国
∽
ヽ
ｏ
＞
ｕ
口
“
∞
日

，
コ

Ｎ８
Ｐ

ｏ
フ
ｏ
〓
・
コ
ｏＦ
ｏ
ｐ
．
Ｆ

Ｆ

い
ヽ
。
し
か
し
な
が
ら
、
住
居
施
設
の
管

理
人

・
使
用
人
は
、
後
述
の
休
息

・
休
暇
保
障
に
関
し
、
週
の
休
息
時
間

（週
休
）
と
祝
日
、
年
次
有
給
休
暇
に
つ
い
て
の
労
働
法
典
上
の
規
定
を
享
受

す
る
。
ま
た
、　
一
九
七
九
年

一
二
月

一
一
日
の
全
国
労
働
協
約

（
一
九
九
八
年
六
月
二
五
日
最
終
改
正
）
は
、
住
み
込
み
の
管
理
人

・
使
用
人
に
つ
い
で

は
、
週
あ
た
り
半
日
の
追
加
休
息
時
間
を
保
障
し
て
い
る
。
な
お
、
住
居
施
設
以
外
の
、
職
業
上
の
施
設

（工
場
、
事
務
所
、
商
業
施
設
）
の
管
理
人
に

は
労
働
法
典
上
の
労
働
時
間
規
制
が
適
用
さ
れ
る
。

（
・５
）
９
〓
”
Ｆ

，
『Ｆ

Ｆ
Ｎ
に
‐覇
‐ｒ

詳
細
は
、
第
二
章
第
二
節
で
検
討
す
る
。

（
‐６
）
現
行
条
文
に
お
い
て
は
、
「労
働
者
の
法
定
実
労
働
時
間

（ヽ
“
ま
Φ
〕ｏ、”
２
ｏ
●
“
寸

，
く
Ｌ
】
ｏいい８
一ぃじ

は
週
三
五
時
間
と
定
め
る
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る

（０
。■

，
メ

”
諄
・
Ｆ
・曽
ド
Ｆ

Ｈｏ『
と
し
。

（
‐７

）

０

諄
弓
”
く
。　

，
●
ｏ
ぃ
Φ
口

”
『

，
　
Ｆ

。Ｎ
μ
Ｎ
‐
卜

・　
Ｈ
Ｏ
『

”
ｒ

（
‐８

）

∪

〓

ｏ
ｏ
”
い
く
Φ

Ｏ
ω
ヽ
い
〇
卜
ヽ
０
日

●
Ｃ

Ｏ
Ｏ
口
り
Φ
〓

Ｎ
ω

目
０
く
２
日

げ
『
ｏ

い
ｏ
ｏ
ｏ

０
０
●
０
０
”
口

，
日
一

〇
０
『
一
”
い
●
∽

”
り
ｏ
０
〇
一
り

ヽ
Φ

【
．
”
目
ふ

口
，

”
２
日
Φ
目
”

ヽ
“

一
９
日

●
∽

●
Ｃ

一
『
”
‐

く
，
〓
・
ヽ
〇
〇
Ｕ

ｒ
ω
ｏ
ヽ
口
ｃ
Ｈω
“
ｏ、ｏ２
８
げ
■Ｏ
Ｈｏ
ｏ”
・

（
・９
）

一
九
九
三
年

一
一
月
二
三
日
の
労
働
時
間
に
関
す
る
Ｅ
Ｃ
指
令
に
お
い
て
は
、
「実
労
働
時
間
」
は
、
「法
令
お
よ
び
／
ま
た
は
当
該
国
の
慣
習
に
従
い
、

労
働
者
が
使
用
者
の
指
揮
命
令
下
で
、
そ
の
活
動
ま
た
は
職
務
を
遂
行
し
て
い
る
全
て
の
期
間
」
と
定
義
さ
れ
て
い
る

（第
二
条

一
号
）。

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
労
働
時
間
法
制
の
展
開
―
労
働
者
の
健
康

。
自
由
時
間
保
障
と
雇
用

・
労
働
形
態
の
多
様
化
　
　
　
　
　
　
　
一
一
一七



法
政
研
究
五
巻

一
号

含
一〇
〇
〇
年
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
一人

（
２０
）
こ
れ
に
対
し
て
、
従
来
の
重
要
な
論
点
の
一
つ
で
あ
っ
た

「移
動
時
間

↑
ｏ日
●
り
Ｏ
ｏ
●
０、■

，
８
日
Φュ
）
の
労
働
時
間
性
に
つ
い
て
は
、
新
労
働
時
間

法
制
に
お
い
て
も
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。

（
２．
）
９
■

，
Ｆ

，
『

，
Ｆ
Ｎ
に
‐卜
・
【ｑ

ｐ
ｒ
第

一
次
オ
ブ
リ
ー
法
は
、
こ
の
規
定
を
従
来
の
労
働
時
間
の
定
義
規
定

（９
■

，
メ

”
口
ｏ
いΦ
口

，
『ｒ
ｒ
・障
Ｎ
‐♪

♂
『

ユ
・）
に
先
置
し
、
従
来
の
規
定
も
存
続
さ
せ
て
い
た
が
、
第
二
次
オ
ブ
リ
ー
法
は
、
従
来
の
規
定
部
分
を
条
文
か
ら
削
除
し
、
新
た
な
規
定
の
み
と
し

た
。

（
２２

）

］ワ
“
『
ｏ、
ｏ

●
Ｃ

゛
■

，
く

，
〓

一

ｒ

Ｏ
り

∞
ｏ

ド
Φ
‘
■
Ｏ
ｏ
・　
ｒ

”

●
ｏ
ｃ
く
０
〓

０

『
Ｏ、
”
】
Ｑ
Ｂ
５

口
一
”
〓

０
●

・　
Ｏ
●

・
０
ぃ

，

・　
●
．
　
ω

・

（
２３
）
０
。オ

，
メ

ｐ
諄
・
Ｆ
“
Ｈ甲
♪

，
【ヽ

・

（
２３
の
２
）
フ
ラ
ン
ス
の
労
働
法
典
は
、
労
働
協
約
を
、
雇
用

・
労
働
条
件
お
よ
び
社
会
的
利
益
全
体
を
対
象
と
す
る
集
団
的
協
約

（８
●
お
ュ
ぃｏ
目

８
Ｐ中８
‐

■
お
）
と
特
定
の
一
つ
ま
た
は
複
数
の
主
題
の
み
を
対
象
と
す
る
集
団
的
協
定

（”
８
ｏ
『
●
ｏ
２
【８
一いじ

に
区
別
し
て
規
定
し
て
い
る

（９
一『
”
Ｆ

”
『ｒ

ｒ
Ｈ曽
‐Ｎ
。）
が
、
そ
の
両
者
に
つ
き
、
当
事
者
、
成
立
要
件
、
法
的
効
果
等
で
相
違
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
以
下
に
お
い
て
は
、
両
者
を
併
せ
て
、

「労
働
協
約
」
、
ま
た
は

「協
約
」
と
記
述
す
る
。
な
お
、
フ
ラ
ン
ス
の
労
働
協
約
法
制
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
拙
稿

「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
集
団
的
労
使

関
係
の
国
際
化
と
国
際
労
働
関
係
法
の
展
開
」
静
岡
大
学
法
政
研
究
第
二
巻
三

。
四
号

（
一
九
九
八
年
）

一
一
三
頁
以
下
、
拙
著

『国
際
社
会
法
の
研
究
』

信
山
社

（
一
九
九
九
年
）
二
八
四
頁
以
下
等
参
照
。

（
２４
）
０
。導
”
Ｆ

，
ユ
・
ｒ
』
Ｈ甲
♪

”
〕ヽ

・

（
２５
）
０
・す
。
メ

”
ユ
・
Ｆ
。Ｎ
いヽ

♪

，
］』
。

（
２６
）
０
・■

，
メ

”
二
。
Ｆ
ヽ
い甲
♪

，
Ｈヽ

・

（
２７
）
な
お
、
こ
の
更
衣
時
間
に
関
す
る
規
定
は
、
こ
れ
に
対
す
る
対
価
に
つ
い
て
労
使
が
交
渉
す
る
時
間
的
余
裕
を
与
え
る
た
め
、
法
定
労
働
時
間
週
三
五
時

間
が
適
用
さ
れ
る
年
の
翌
年

（
二
〇
〇

一
年

一
月

一
日
ま
た
は
二
〇
〇
三
年

一
月

一
日
）
か
ら
適
用
さ
れ
る

（０
いＨ
Ｌ
Ｌ
お

〓
国
∽
ヽ
ｏ
＞
ω
ヽ
ｒ
∞
日
ｐ
〓

Ｎ
Ｏ
ＯＯ
。　
Ｏ
●
・ｏ
い，
・
『
いｏ
Ｆ
ｏ
り
。　
Ｎ
・　
ＨＦ
）。



（
２８
）
０
卜
・，
く
。

，
『ｒ
ｒ
ヽ
日Ｎ‐卜
げ
Ｐ̈

【ｏ■
ｐ
ｒ

（
２９

）

］ワ
“
『
Φ、
Φ

ヽ
口

一
■

，
く

，
日

・　
Ｆ

Ｏ
り

ｏ
ｏ

，
ｏ
●
■
ｏ
り
・　
ｒ

”

口
ｏ
ｒ
く
Φ
〓

ｏ

■
ｏ、
”
】
９
Ｂ
５

目
一
”
〓

０
日
・　
Ｏ
り
。
０
ぃ

，

・

口
。

　
０

。

（
３０
）
０
３
■

，
メ

”
『
ｒ

ｒ
ヽ
いＮ‐卜
げ
いｏ
一
ド０
『
ｐ
ｒ

（
３．
）
０
ぃＨ
Ｌ
出
『Φ
〓
日
∽
＼
ｏ
＞
Ｕ

い
●
ω
Ｂ

，
覇

Ｎ８
Ｐ

ｏ
Ｔ
ｏ〓
・
『
いｏ〓
ｏ
●
。
♪

Ｆ

こ
の
点
、
解
釈
論
上
は
異
論
が
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
新
労
働
時

間
法
制
の
も
と
で
、
待
機
時
間
が
休
息
時
間
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
は
大
き
な
論
点
に
な
っ
て
い
る
。
詳
細
は
、
本
章
第
二
節
１

（
２
）
（
ａ
）
に
て
後

述
す
る
。

（
３２
）
０
。オ

，
Ｆ

，
Ｈ
言

Ｆ
ヽ
ロツ
ト
げ
オ
・

，
Ｈヽ

・　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
´

（
３３

）

０
い
・
ｏ
暉
【
”
専

ｏ

蜜
一国
∽
ヽ
０
＞

”

ら
‘

∞

】Ｂ
，

『
り

Ｎ
ｏ
ｏ
Ｐ

ｏ
ｕ
・ε
Ｆ
・
『
庁

Ｆ
ｏ

口
。

♪

【
く

。

（
３３
の
２
）
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
労
働
者
の
集
団
的
代
表

↑
Φづ
凛
８
ユ
盟
ま
●
ｏ
２
〕８
”いお

０
８

〓
，
く
臥
Ｈ］ｏ●
口
）
は
、
労
働
者
の
自
主
的
団
結
で
あ
る
労
働

組
合

（り
ヽ
口
２
ｏ
盟
り
「
『
０
お
協
ざ
ロ
ロ
ｏ
ｒ

ら
８

ｏ
Ｌ
ｐ
ヽ
いお
）
と
、
従
業
員
に
よ
り
選
出
さ
れ
る
法
定
の
従
業
員
代
表

（日
「
凛
８
ユ
盟
ざ
●
ら
‘
づ
ｑ
ｏ
ｏ
甲

口
ε
）
の
二
つ
に
大
別
さ
れ
る
。

主
な
従
業
員
代
表
機
関
と
し
て
は
、
①
従
業
員
代
表
委
員

（●
ｏ】ｏ
”
暉
お

ら
暉
●
８
∽
ｏ
ロ
ロ
Φじ

（従
業
員

一
一
人
以
上
の
事
業
所
に
お
い
て
選
出
が
義
務

づ
け
ら
れ
、
使
用
者
に
対
す
る
、
法
令
、
協
約
の
適
用
に
関
す
る
個
別
的

・
集
団
的
要
求
の
提
出
、労
働
監
督
官

へ
の
従
業
員
の
苦
情

・
意
見
の
提
出
、

使
用
者
か
ら
の
諮
問
を
受
け
る
権
利
等
を
有
し
、
後
述
の
企
業
委
員
会
が
存
在
し
な
い
場
合
は
そ
の
代
替
と
し
て
の
権
限
を
行
使
す
る
）
（９
■

，
Ｆ

，
電Ｆ

Ｆ
卜
障
‐日
３

ｐ
）、
②
企
業
委
員
会

（８
日
ぃま

ヽ
．Φユ
〓
づ
『
い８
）
（従
業
員
五
〇
人
以
上
の
企
業
に
お
い
て
設
置
が
義
務
づ
け
ら
れ
、
企
業
の
管
理
運
営
、

企
業
活
動
に
関
す
る
情
報
提
供
、
諮
問
を
受
け
る
権
利
、
利
益
参
加
協
定
の
交
渉
と
締
結
等
の
決
定
権
限
等
を
有
し
て
い
る
）
（９

『゙
”
メ

”
『ｒ

ｒ
。お
い出

算

ｐ
）、
③
衛
生
安
全
労
働
条
件
委
員
会

（８
日
ぃま

口
。Ｆ
ヽ
性
Φ′●
ｐ

●
ｏ
急
ｏ
口
”いふ

３

●
８

８
●
２

ざ゙
り
の
●
ｏ
一『

，
く
巳
じ

（五
〇
人
以
上
の
従
業
員
の

い
る
事
業
所
に
設
置
）
（９
一『
”
Ｆ

∽
諄
・
Ｆ
田
０
出

３

り
し

が
存
在
す
る
。

な
お
、
フ
ラ
ン
ス
の
労
働
組
合
法
制
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
前
掲
拙
稿

「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
集
団
的
労
使
関
係
の
国
際
化
と
国
際
労
働
関
係
法
の
展

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
労
働
時
間
法
制
の
展
開
―
労
働
者
の
健
康

。
自
由
時
間
保
障
と
雇
用

。
労
働
形
態
の
多
様
化
　
　
　
　
　
　
　
一
一
一九



法
政
研
究
五
巻

一
号

含
一〇
〇
〇
年
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〓
一〇

開
」
六
四
頁
以
下
、
前
掲
拙
稿

『国
際
社
会
法
の
研
究
』
二
四
五
頁
以
下
等
、
ま
た
、
従
業
員
代
表
法
制
の
概
要
に
つ
い
は
、
前
掲
拙
稿

「
フ
ラ
ン
ス
に

お
け
る
集
団
的
労
使
関
係
の
国
際
化
と
国
際
労
働
関
係
の
展
開
」
八
八
頁
以
下
、
前
掲
拙
稿

『国
際
社
会
法
の
研
究
』
二
六
〇
頁
以
下
等
参
照
。

（
３４
）
０
卜
『

，
メ

”
『
Ｆ

Ｆ
ヽ
いい
‐卜
げ
い′

ｐ
ｒ
ド

（
３５
）
０
卜
『”
く
。
“
『ｒ
　
ｒ
。Ｎ
日Ｎ
‐卜
げ
いｏ
・
ｐ
ｒ
ω
・

（
３６
）
〇
・〓
”
Ｆ

”
諄
・
ｒ
ヽ
いや
ヽ
げ
オ
・
”
］い
。

（

Ｊ̈

）

】〕
“
『
Ｏ、
Ｏ

●
Ｃ

一
■

，
く

，
い
Ｆ
　
ｒ

ｏ
り

ω
９

Ｆ
Φ
‘
『
ｏ
り
・　
ｒ

ｐ

●
ｏ
ｃ
く
ｏ
〓

ｏ

『
Φ、
”
中
Ｑ
Ｂ
５

口
一

，
〓

０
●
・　
Ｏ
●

・ｏ
ぃ
ｒ

・　
●
．
　
Ｈ
Ｈ

ｏ
一

∽
。

（
３８
）
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
、
「経
営
上
の
理
由
に
よ
る
解
雇

貧
い８
●
ｏお
日
Φュ

リ
０
目

日
９
〓
Ｐ
ｏ
●
ｏ
日
言
‘
じ
」
（①
特
に
経
済
的
困
難
ま
た
は
技
術
的

変
化
に
引
き
続
き
な
さ
れ
た
、
②
雇
用
の
廃
止
も
し
く
は
変
動
ま
た
は
労
働
契
約
の
本
質
的
変
更
の
結
果
と
し
て
の
、
③
労
働
者
の
人
的
領
域
に
属
さ
な

い
一
つ
ま
た
は
複
数
の
事
由
に
よ
り
使
用
者
が
実
施
す
る
解
雇

¨
９
一『”
Ｆ

”
『
ｒ

ｒ
・田
Ｈ‐Ｆ

Ｆ
『
Ｌ
し

の
正
当
性
を
判
断
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
①
ま

ず
実
体
的
要
件
と
し
て
、
「現
実
か
つ
重
大
な
理
由

（ｏ
，
“
器

『ｏ、Φ】Ｆ

算

∽
印
いｏ●
８
）
が
存
在
す
る
か
否
か
、
具
体
的
に
は
、
（
↓

経
済
的
事
由
の
現

実
の
存
在
、
な
ら
び
に
、
（ｂ
）
経
済
的
困
難
等
の
理
由
と
雇
用
の
廃
止

。
変
動
等
と
の
間
の
因
果
関
係

（雇
用
の
廃
止

・
変
動
等
の
必
要
性
）、
お
よ
び
、

雇
用
の
廃
止

・
変
動
等
と
解
雇
の
間
の
因
果
関
係

（解
雇
の
必
要
性
）
を
審
査
し
、
②
さ
ら
に
、
手
続
的
要
件
と
し
て
、
被
解
雇
者
選
定
の
妥
当
性
、
お

よ
び
、
労
働
法
典
上
詳
細
に
定
め
ら
れ
た
解
雇
手
続
の
履
行
の
有
無
を
検
討
す
る
。
こ
の
正
当
性
判
断
の
中
の
実
体
的
要
件
の

一
つ
で
あ
る

「解
雇
の
必

要
性
」
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、
使
用
者
は
、
廃
止

・
変
動
等
の
対
象
に
な
っ
た
ポ
ス
ト
に
従
事
し
て
い
た
労
働
者
を
、
職
業
教
育
訓
練
等
に
よ
り

「雇
用
の
変
動
に
適
応
さ
せ
る
義
務

（ｏ
匡
け
盟
ざ
●
●
．”
●
”
■

，
一ぃｏ
じ
」
、
お
よ
び
、
当
該
企
業

・
企
業
グ
ル
ー
プ
の
中
で
当
該
労
働
者
に
従
事
可
能
な

空
い
て
い
る
ポ
ス
ト
ヘ
の
従
事
を
提
案
す
る

「再
配
置
義
務

（ｏ
匡
置
卑
ざ
口
ヽ
ｏ
８
ｏ
Ｆ
口
Φ日
ｏュ
と

を
履
行
し
た
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス

の
経
営
上
の
理
由
に
よ
る
解
雇
に
つ
い
て
の
詳
細
は
、
野
田
進

『労
働
契
約
の
変
更
と
解
雇
―
フ
ラ
ン
ス
と
日
本
』
貧

九
九
七
年
、
信
山
社
）
二
五
九

頁
以
下
参
照
。

（
３９
）
０
。一月
ｐ
Ｆ

”
二
。
Ｆ
も
ω
ヽ
Ｎ

いΦ『
ｐ
ｒ
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貧
一〇
〇
〇
年
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〓
〓
一

ＮＯ
Ｏ
Ｏ
・　
●
・∞
。）。

（
４８
の
２
）
〓
０、日
ｏュ
ｏ
づ
『
諄
ど
」
ｏ
『
『
”
目
ｏ
ォ

Ｆ
ｏお
げ
ｌ
ｐ

∽
ｏ
ｏＦ
］
８
８
・
ｏ
フ
Ｓ
Ｆ

口
。
常
δ
Ｐ

（
４９
）
０
オ

，
メ

”
『
Ｆ

Ｆ
Ｎ
に
‐Ｈ
・
Ｈ８

ｐ
ｒ

第

一
次
オ
ブ
リ
ー
法
の
時
点
で
は
、
法
定
実
労
働
時
間
は
三
九
時
間
で
あ
る
と
い
う
旧
条
文
は
残
さ
れ
、
そ
の
後

に
、
従
業
員
二
〇
人
を
超
え
る
企
業
に
つ
い
て
は
二
〇
〇
〇
年

一
月

一
日
か
ら
、
二
〇
人
以
下
の
企
業
は
二
〇
〇
二
年

一
月

一
日
か
ら
、
法
定
実
労
働
時

間
は
週
三
五
時
間
と
す
る
と
い
う
条
文

（ｏ
。”『

，
Ｆ

，
■

，

Ｆ
・曽
Ｎ出

げ
い，
）
を
付
加
す
る
体
裁
で
あ
っ
た
が
、
第
二
次
オ
ブ
リ
ー
法

（第

一
条
）
は
、
週

三
九
時
間
を
規
定
し
て
い
た
条
文
、
お
よ
び
、
第

一
次
オ
ブ
リ
ー
法
が
新
た
に
置
い
た
条
文
を
削
除
し
、
「法
定
労
働
時
間
は
週
三
五
時
間
と
す
る
」
と

い
う
規
定
の
み
を
、
週
三
九
時
間
を
規
定
し
て
い
た
旧
条
文
に
代
替
し
た
。

（
５０
）
ｒ
ｏ
ぃ
り角。　
Ｎｏ
Ｏ
Ｏ
‐∞
『
口
‘
い０
」，
目
く
。
ＮＯ
ＯＯ
Ｈ
Ｏ】，
一いくＯ
レ
【，
『ｏ
口
“
Ｏ
Ｌ
Ｏ
ロ
ロ
ｏ、̈
０
０
ぃ０、ｏ
●
“
一２
り
「
∽
●
ｏ
一■
”
く

，
〓

（ｒ
Ｏ
い
＞
ε
げ
『Ч
ロ
ン

い０『
”
『
Ｆ
ＨＦ

な
お
、
こ
の
従
業
員
数
の
計
算
方
法
は
、
従
業
員
代
表
機
関
の
設
置
義
務
を
判
断
す
る
場
合
の
そ
れ

（９
嗜

，
メ

”
『ｒ

ｒ
・ミ
Ｈ‐い
し

と
同
様
で
あ
る
。
従

業
員
数
は
、
規
定
の
適
用
日
以
前
三
年
間
に
つ
き
、
月
毎
に
計
算
さ
れ
、
少
な
く
と
も
連
続
す
る

一
二
ケ
月
間
、
基
準
と
な
る
二
〇
人
を
超
え
て
い
れ
ば
、

法
の
適
用
上
、
従
業
員
二
〇
入
以
上
の
企
業
と
判
断
さ
れ
る

（０
”８
Ｌ
臥
８

〓
国
の
ヽ
ｏ
＞
ｕ

●
暉
ω
日

，
覇

Ｎ８
Ｐ

ｏ
Ｔ
ｏド
・
『
いｏｒ
ｏ
口
。
Ｆ

目
し
。

（
５０
の
２
）
０
・寸
”
メ

”
諄
・
Ｆ
。曽
Ｎ‐Ｐ

ｒ
『
ュ
・

（
５．
）
の
０、■

，
■
●
Ｆ
く
Ｏ
Ｚ
あ
＞
日
Ｚ
・
』
ｏ
ｐ
口
”
日
Ｆ
Ｈ∽
∽
Ｈ口
”

Φ”
＞
Ｆ
す

∽
Ｃ
コ
Ｏ
弓
・
∪
■
２
一
“
“
〓

，
く
Ｒ
Ｆ

ｏ
Ｔ
Ｓ
一〓
ｕ
“
〓
。
た
だ
し
、
複
数
の
使
用
者

の
も
と
で
の
労
働
に
つ
い
て
も
、　
一
定
の
職
種
や
緊
急
の
場
合
等
を
除
き
、
後
述
の
最
長
労
働
時
間
の
規
制
は
適
用
さ
れ
る

（０
。一日

，
メ

，
ユ
・
Ｆ
鱈
卜
‐Ｎ

ωＮ卜
‐ω
。　
∞
Ｎ
ヽ
‐卜
・）。

（
５２
）
９
〓
ｐ
Ｆ

”
■，

Ｆ
Ｎ
に
‐Ｐ

２
・Ｐ

歴
週
の
範
囲
は
、
第
二
次
オ
ブ
リ
ー
法
第
五
条
に
よ
り
初
め
て
労
働
法
典
に
明
記
さ
れ
た
。

（
５３
）
０
・〓

，
メ

，
ユ
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Ｆ
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【甲
ド
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Ｎ
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５４
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∽
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∽
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日
・
∪
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Ｏ
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●
暉
言
”
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日
・
ｏ
づ
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づ
あ
め
ド

（
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）
０
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ｐ
Ｆ

”
『
Ｆ
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く
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。Ｎ
い
Ｎ
‐
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ｏ
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ｒ

す
な
わ
ち
、
少
な
く
と
も
法
定
労
働
時
間
短
縮
分
四
時
間
×
四
七
週

（年
五
二
週
―
年
次
有
給
休
暇
五
週
）
＝

一
八
八
時
間
を
年
間
割
当
時
間
と
し
、
労

働
監
督
官
の
許
可
な
く
平
均
週
三
九
時
間
の
労
働
を
行
わ
せ
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
。

∪
ｏ、ｏ
■
８

Ｚ
。
Ｎ
ｏ
ｏ
？
∞
Ｎ
ヽ
ｃ
ω
Ｈ
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コ
メ

Ｎ
Ｏ
Ｏ
Ｐ

ｏ
「
お
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〓

，
諄
●
ｏ
Ｆ

い
ｏ

，

ｐ
ｒ

た
だ
し
、
週
三
五
時
間
を
超
え
る
労
働
時
間
の
年
間
割
当
時
間
の
算
入
に
つ
い
て
は
、
従
業
員
数
別
、
時
間
別
に
段
階
的
に
行
わ
れ
、
全
企
業
に
完
全
に

適
用
さ
れ
る
の
は
二
〇
〇
四
年

一
月

一
日
以
降
で
あ
る
。
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Ｈ
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康
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雇
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卜
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『
奮

ｒ
“
Ｈ
Ｎ
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Ｈ
ｏ
『

，
デ

Φ
一
Ｆ
』
【
Ｎ
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Ｐ

Ｈ
ｏ
Ｆ
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ｒ

（
８９
）
こ
の
よ
う

に
、
労
働
協
約

の
規
定

に
よ
り
、
変
形
労
働
時
間
制

の
個
別
化

（個
別
的
な
変
形
労
働
時
間
制

）
、
す
な
わ
ち
、
同
じ
長
さ
の
労
働
時
間
で
あ

っ

て
も
各
人
が
異
な
る
勤
務
時
間
割

に
従

っ
て
労
働
す
る
と

い
う
形
態
も

可
能

で
あ
り

、
新

た
な
個

別
的
勤
務
時
間
割

が
認
め
ら
れ
る
こ
と

に
な

っ
た

（
０
い■
ｏ
●
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Ｏ
りヽ
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∽
ヽ
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ヽ
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ω
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Φ
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（
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）
０
卜
『，
Ｆ

，
『ｒ
ｒ
ヽ
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，
Ｈｂ
・
が

ｏ
。

（
９．
）
Ｏ
ｏ一『”
Ｆ

，
『ｒ
ｒ
、
ぃ甲
甲
望

（
９２
）
９
一・，
メ

”
『ｒ
ｒ
Ｎに
，Ｐ

Ｌ
・８
。
な
お
、
労
働
協
約
上
の
明
文
規
定
が
存
在
し
な
い
場
合
、
変
形
制
は
、
期
間
の
定
め
の
あ
る
労
働
契
約
を
締
結
し

て
い
る
労
働
者
、
ま
た
は
、
派
遣
労
働
者
に
は
適
用
さ
れ
な
い

（０
い〓
Ｌ
臥
８

〓
日
∽
ヽ
ｏ
＞
ω
Ｏ
ｃ
ω
日
”
覇

Ｎ８
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Φ
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。Ｎ
】Ｎ‐∞
・
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ｒ

聞
年
を
考
慮
し
、
祝
日
を
全
て
休
日
と
し
て
、
労
働
週
の
平
均
労
働
時
間
を
週
三
五
時
間
と
し
た
場
合
の
年
労
働
時
間
は
、
以
下
の
よ
う
に
計
算
さ
れ
て

い
る

（０
８̈
Ｌ
性
８

〓
口
∽
ヽ
ｏ
＞
”

●
ｃ
∞
日
ｐ
覇

Ｎ８
Ｐ

ｏ
Ｔ
ｏ
い゙
〓
『
いｏＦ
ｏ
●
。
Ｐ

Ｆ

Ｈ
卜
）。
ま
ず
、
間
年
を
考
慮
す
る
と
、　
一
年
は
三
六
五

。
二

四
日
で
あ
る
。
こ
の
中
で
労
働
さ
せ
う
る
日
は
、
ま
ず
週
休

一
日
を
除
く
と
三

一
三

・
〇
六
日
と
な
り
、
さ
ら
に
有
給
休
暇
五
週
間
、
す
な
わ
ち
労
働
日

三
〇
日
分
を
除
く
と
二
八
三

・
〇
六
日
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
日
曜
と
重
な
ら
な
い
固
定
祝
日
三
日
と
他
の
祝
日
八
日
で
当
該
年
度
日
曜
日
と
重
な
ら
な

い
祝
日
の
平
均
日
数
を
除
く
と
二
七
三

・
二
日
で
あ
る
。
こ
の
労
働
さ
せ
う
る
日
を
六
で
割
り
、
労
働
週
を
算
出
す
る
と
四
五

・
五
三
週
、
こ
れ
に
週
三

五
時
間
の
労
働
時
間
を
か
け
る
と
、　
一
年
の
労
働
時
間
は

一
五
九
二

・
七
時
間
で
あ
る
。
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 98_461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative a la reduction du temps de travail(Loi 

Aubry

I
), op.cit.,art。
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一
〓
一人

〔
ｙ
一
『
ｐ
く
。　
”
『
一
・　
Ｈ
」

。
Ｎ
Ｎ
Ｏ
‐
い

・　
Ｈ
Ｏ
『

”
Ｈ

・

０
”
■
ｏ
‘
］
”
い
『
ｏ

】Ｓ
国
の
ヽ
０
＞

”

ヽ
暉

Ｎ
ヽ

一
●
い
●

い
０
０
∞

呵
Φ
］
”
二
く
ｏ

レ

】
”

「
い
０
暉
０
一
】
Ｏ
●

ヽ
暉

一
９
日

づ̈
り

Ｏ
Φ

一
『
”
く

，
〓

・　
０
り
。ｏ
い
Ｆ

・

『
い
ｏ
Ｆ
ｏ

口
。
　
０

・　
Ｈ

・

０

卜
『

，
く
・

”
『
一
・

Ｆ

ヽ

Ｎ
Ｏ
‐
Ｆ

ｐ
ｒ
Ｎ

ｏ
一

”
・

日
）

。Ｎ
Ｎ
Ｏ
‐
い

レ

一∪

。Ｎ
Ｎ
ｏ
‐
ド

フ
ラ
ン
ス
の
週
体
制
度

（
一
九
八
七
年
七
月
段
階
）
の
詳
細
は
、
前
掲
山
口

。
渡
辺

・
菅
野
編

『変
容
す
る
労
働
時
間
制
度
―
主
要
五
カ
国
の
比
較
研
究
―
』

２
章
フ
ラ
ン
ス
の
労
働
時
間
制
度

（野
田
進
執
筆
部
分
）

一
人
八
頁
以
下
。

０

諄
『
ｐ
く
。

，
■
↑
・

Ｆ

。Ｎ
Ｎ
い
‐
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０
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『
ｒ

ｒ

ヽ
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ｒ
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Ｎ
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‐
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Ｆ

ヽ
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【
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ｒ

ヽ

Ｎ
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‐
∞
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・　
Ｆ

ヽ

Ｎ
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‐
ｏ
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ヽ

Ｎ
γ

【
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ｒ

ヽ

Ｎ
Ｈ
‐
い
Ｏ
　
〇
一
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丼
所

柵
Ｉ
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、
　

フ
〔
摯
目

ｏ
●
一
０

「
『
”
〓
ρ
“
Φ

一『
『

，
日
ｏ
い
り

Ｆ
ｏ
い
Φ
げ
く
『
ｏ
・
∽
０
０
】．，
】
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い
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い
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Φ

口
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・
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ｏ
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ｕ
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ｏ
Ｃ
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口
Ｏ
Ｃ
く
ｏ
】
】
Φ

『
ｏ、
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］
ｏ
口
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口
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Ｏ
●
・　
Ｏ
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い
言

・

口
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Ｎ
０

０
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Ｎ
Ｎ

・

（
Ｖ
一
『

，
く
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『
Ｆ
　
口
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‐
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”
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Ｏ

Ｌ
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メ
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『
言

Ｆ
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Ｎ
Ｈ
‐
卜

・

ｐ
ｒ
ド

０

↑
『
”
く
。

”
『
ｒ

ｒ

・Ｎ
Ｎ
Ｈ
‐
い
一
」
ｒ

フ
ラ
ン
ス
の
年
次
有
給
休
暇
制
度
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
前
掲
野
田
進

『「休
暇
」
労
働
法
の
研
究
』

一
九
〇
頁
以
下
、
前
掲
山
口

・
渡
辺

・
菅
野
編

『変
容
す
る
労
働
時
間
制
度
―
主
要
五
カ
国
の
比
較
研
究
―
』
２
章
フ
ラ
ン
ス
の
労
働
時
間
制
度

（野
田
進
執
筆
部
分
）
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第
二
章
　
一屋
用

・
労
働
形
態
の
多
様
化
と
労
働
時
間
規
制

一
四
〇

雇
用

ｏ
労
働
形
態
の
多
様
化
は
、
そ
れ
に
対
応
し
た
多
様
な
労
働
時
間
規
制
を
必
要
と
す
る
。
フ
ラ
ン
ス
の
労
働
時
間
法
制
は
、
従
来
か
ら
、

法
令
レ
ベ
ル
に
お
い
て
も
雇
用

・
労
働
形
態
に
配
慮
し
た
多
様
な
労
働
時
間
規
制
が
展
開
さ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、　
一
方
で
、
非
典
型
雇
用
で

あ
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
、
派
遣
労
働
、
期
間
の
定
め
の
あ
る
労
働
に
つ
い
て
、
そ
の
雇
用
形
態
の
特
殊
性
に
着
日
し
た
特
別
規
制
が
行
わ
れ
、

他
方
に
お
い
て
、
そ
の
職
種

・
職
務
内
容
や
労
働
形
態
に
よ
り
、
労
働
時
間
の
特
別
な
計
算
方
法
や
規
制
が
導
入
さ
れ
て
き
た
。

第

一
次

ｏ
第
二
次
オ
ブ
リ
ー
法
は
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
に
つ
い
て
、
法
定
労
働
時
間
短
縮
と

一
九
九
七
年

一
二
月

一
五
日
の
パ
ー
ト
タ
イ
ム

労
働
に
関
す
る
Ｅ
Ｃ
卜
社
の
国
内
法
化
を
契
機
と
し
て
、
そ
の
定
義
と
規
制
内
容
を
改
正
す
る
と
と
も
に
、
初
め
て
、
幹
部
職
員

↑
”
摯
Φし

に

関
す
る
特
別
規
制
を
創
設
し
、
多
様
な
労
働
時
間
規
制
を
展
開
し
て
い
る
点
で
も
注
目
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

そ
こ
で
以
下
に
お
い
て
は
、
雇
用
形
態
の
多
様
化
と
労
働
時
間
規
制
と
い
う
観
点
か
ら
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働

（第

一
節
）
を
、
労
働
形
態
の

多
様
化
と
労
働
時
間
規
制
と
い
う
観
点
か
ら
、
幹
部
職
員

（第
二
節
）
を
対
象
と
し
て
、
そ
の
新
た
な
労
働
時
間
規
制
を
検
討
す
る
。

第

一
節
　
雇
用
形
態
の
多
様
化
と
労
働
時
間
規
制

第
二
次
オ
ブ
リ
ー
法

（第

一
二
条
）
は
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働

（一曰
く

，
〓
シ
庁
日
覇

●
闘
０ぃΦじ

に
つ
い
て
は
、
第

一
に
、　
一
九
九
七
年

一

二
月

一
五
日
の
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
に
関
す
る
Ｅ
Ｃ
指
令
に
国
内
法
を
適
合
さ
せ
る
た
め
に
、
そ
の
定
義
を
修
正
し
、
第
二
に
、
そ
の
実
施
要
件
、

労
働
時
間
規
制
等
に
つ
い
て
も
労
働
者
の
保
護
を
強
化
す
る
た
め
の
修
正
を
行
っ
た
。
他
方
、　
一
九
九
三
年

一
二
月
の
五
カ
年
法
に
よ
り

一
年
単

位
の
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
と
し
て
組
み
入
れ
ら
れ
た
、
労
働
期
間
と
非
労
働
期
間
を
繰
り
返
す

「間
欠
的
労
働

↑
８
く
”
〓
〓
”ｑ
日
ぃ一一８
一
と

は
、

再
び
別
個
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
規
制
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
以
下
に
お
い
て
は
、
新
労
働
時
間
法
制
に
お
け
る
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労



働

（１
）、
お
よ
び
、
間
欠
的
労
働

（２
）
に
つ
い
て
、
そ
の
定
義
、
実
施
要
件
、
お
よ
び
、
そ
の
労
働
時
間
規
制
を
中
心
に
検
討
し
よ（元
。

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働

（”３
く
ュ
一
レ
ざ
ヨ
葛

ｏ
Ｒ
計
亘
）

（１
）
定
義

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
と
は
、
新
た
な
定
義
に
よ
れ
ば
、
①
週
を
単
位
と
し
て
労
働
時
間
が
設
定
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
そ
の
労
働
時
間
が
、

法
定
週
労
働
時
間
、
ま
た
は
、
部
門

・
企
業
別
労
働
協
約
所
定
労
働
時
間
も
し
く
は
当
該
事
業
所
の
所
定
労
働
時
間

（そ
れ
が
法
定
労
働
時
間
よ

り
も
短
い
場
合
）
よ
り
短
い
者
、
②
月
を
単
位
と
し
て
労
働
時
間
が
設
定
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
そ
の
労
働
時
間
が
、
法
定
週
労
働
時
間
、
ま
た

は
、
部
門

ｏ
企
業
別
労
働
協
約
所
定
労
働
時
間
も
し
く
は
当
該
事
業
所
の
所
定
労
働
時
間

（そ
れ
が
法
定
労
働
時
間
よ
り
も
短
い
場
合
）
に
基
づ

き
算
出
さ
れ
る
一
月
の
労
働
時
間
よ
り
短
い
者
、
③
労
働
時
間
が

一
年
を
単
位
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
そ
の
労
働
時
間
が
、
法
定
週

労
働
時
間
、
ま
た
は
、
部
門

・
企
業
別
労
働
協
約
所
定
労
働
時
間
も
し
く
は
当
該
事
業
所
の
所
定
労
働
時
間

（そ
れ
が
法
定
労
働
時
間
よ
り
も
短

い
場
合
）
に
基
づ
き
、
法
定
休
日
お
よ
び
法
定
祝
日
に
対
応
す
る
時
間
数
を
減
じ
る
こ
と
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
一
年
の
労
働
時
間
よ
り
も
短
い
者

で
た

。

儡

婢
れ
に
「
コ
〔
け
［
鼻
彎
『
射
設
却
ｒ
Ｆ

椰

醜

誠

仇

野

踊

姉

聾

弱

鋪

ダ

笏

糊

５

Ｎ

ラ
ン
ス
独
特
の
定
義
が
置
か
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
が
、
Ｅ
Ｃ
指
令
の
定
義
と
同

一
化
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
「
フ
ル
タ
イ
ム
労
働
者
」
よ
り
も
そ

の
労
働
時
間
が
短
い
労
働
者
は
、
全
て
「
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
」
と
定
義
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
従
来
は
、
「
フ
ル
タ
イ
ム
労
働

者
」
よ
り
も
労
働
時
間
が
短
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
労
働
時
間
が
フ
ル
タ
イ
ム
労
働
者
の
五
分
の
四
を
超
え
る
た
め
、
「
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
労
働
時
間
法
制
の
展
開
―
労
働
者
の
健
康

。
自
由
時
間
保
障
と
雇
用
・
労
働
形
態
の
多
様
化
　
　
　
　
　
　
　
一
四
一
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四
二

働
者
」
に
該
当
せ
ず
、
そ
の
保
護
規
定
を
享
受
し
な
い
労
働
者
が
存
在
し
た
が
、
新
し
い
定
義
に
よ
り
そ
の
問
題
は
解
消
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ（だ
。

（２
）
実
施
要
件

（
ａ
）
枠
組
み

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
の
実
施
要
件
の
基
本
的
枠
組
み
は
、
従
来
と
異
な
ら
な
い
。
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
は
、
以
下
の
三
つ
の
い
ず
れ
か
の
手
続
、

す
な
わ
ち
、
①
企
業

。
事
業
所
別
労
働
協
約
ま
た
は
産
業
部
門
別
の
拡
張
適
用
さ
れ
た
労
働
協
約
に
よ
る
規
定
、
②
労
働
協
約
が
な
い
場
合
は
、

企
業
委
員
会

（
こ
れ
が
な
い
場
合
は
従
業
員
代
表
委
員
）
の
意
見
聴
取
の
後
、
使
用
者
に
よ
る

一
五
日
以
内
の
労
働
監
督
官
へ
の
届
出
、
ま
た
は
、

③
従
業
員
代
表
が
存
在
し
な
い
場
合
は
、
企
業
長
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
ま
た
は
労
働
者
の
請
求
に
基
づ
く
、
使
用
者
に
よ
る
労
働
監
督
官
へ
の
通

知
、
の
作
に
、
個
別
労
使
が
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
契
約
を
締
結
し
、
実
施
さ
れ
る
。

第
二
次
オ
ブ
リ
ー
法

（第

一
二
条
）
は
、
労
働
者
の
請
求
に
よ
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働

（選
択
さ
れ
た
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働

¨
８
日
ワ

づ
鶴
”い色

多
ｏ
いりい）
の
実
施
に
つ
き
、
労
働
者
の
職
業
生
活
と
個
人
的
生
活
の
よ
り
よ
い
調
和
を
保
障
し
、
か
つ
、
企
業
の
運
営
に
支
障
を
き
た

す
こ
と
の
な
い
よ
う
、
そ
の
要
件
を
修
正

・
拡
充
す
る
こ
と
嗜
レ
だ
。

（ｂ
）
選
択
さ
れ
た
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働

（一ｏ日
翻

り
闘
けぃ２

，
ｏ
い∽じ

選
択
さ
れ
た
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
の
実
施
方
法
は
、
①
労
働
協
約
、
ま
た
は
、
②
労
働
協
約
が
な
い
場
合
は
法
律
に
よ
り
定
め
ら
な
が
に

第

一
に
、
労
働
協
約
に
よ
る
場
合
、
従
来
、
労
働
者
の
請
求
に
基
づ
く
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
の
実
施
要
件
は
、
産
業
部
門
別
労
働
協
約
に
よ
っ



て
の
み
規
定
す
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
オ
ブ
リ
ー
法
改
正
に
よ
り
、
企
業
レ
ベ
ル
の
協
約
に
よ
っ
て
も
こ
れ
を
規
定
し
う
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ

れ
ら
、
部
門
レ
ベ
ル
ま
た
は
企
業
レ
ベ
ル
の
労
働
協
約
は
、
①
労
働
者
が
使
用
者
に
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
へ
の
転
換
を
請
求
す
る
方
法
、
②
使
用

者
が
そ
れ
に
回
答
す
べ
き
期
間
、
③
使
用
者
が
労
働
者
の
請
求
を
拒
否
す
る
場
合
は
こ
れ
を
正
当
化
す
る
客
観
的
理
由
を
付
す
こ
と
、
④
同

一
事

業
所
ま
た
は
企
業
内
に
お
い
て
フ
ル
タ
イ
ム
労
働
者
が
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
に
転
換
す
る
方
法
お
よ
び
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
が
フ
ル
タ
イ
ム

労
働
者
に
転
換
す
る
方
法
を
明
記
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

第
二
に
、
適
用
さ
れ
る
労
働
協
約
が
な
い
場
合
は
、
①
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
へ
の
転
換
を
希
望
す
る
労
働
者
は
こ
れ
を
書
面
に
よ
り
請
求

（パ
ー

ト
タ
イ
ム
労
働
転
換
を
希
望
す
る
六
ケ
月
前
）
し
、
②
使
用
者
は
三
ケ
月
以
内
に
回
答
す
る
。
③
使
用
者
が
こ
れ
を
拒
否
す
る
場
合
、
そ
の
理
由

は
、
空
き
ポ
ス
ト
の
欠
如
ま
た
は
同
転
換
が
企
業
の
生
産

。
良
好
な
運
営
に
支
障
を
き
た
す
こ
と
の
い
ず
れ
か
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
④
使
用
者

は
、
労
働
者
の
希
望
す
る
時
間
以
外
の
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
を
強
制
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

（３
）
労
働
時
間
に
関
す
る
特
別
規
制

フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
、
従
来
か
ら
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
の
保
護
の
た
め
、
フ
ル
タ
イ
ム
労
働
者
と
の
平
等
取
扱
保
障
等
の
規
定
が
お
か

れ
る
と
と
も
に
、
そ
の
短
時
間
労
働
と
い
う
雇
用
形
態
の
特
殊
性
に
配
慮
し
た
、
特
別
の
労
働
時
間
規
制
が
行
わ
れ
て
い
た
。
第

一
次

・
第
二
次

オ
ブ
リ
ー
法
は
、
さ
ら
に
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
の
保
護
を
強
化
し
、
使
用
者
が
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
を
弾
力
的
労
働
と
し
て
濫
用
す
る
こ
と

を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
拡
充
し
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。

一
四
三
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（
ａ
）
書
面
に
よ
る
労
働
時
間
の
明
示

一
四
四

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
契
約
は
、
労
働
者
の
保
護
の
た
め
、
書
面
に
よ
る
こ
と
を
要
す
る
。
労
働
契
約
に
お
い
て
は
、
労
働
者
の
格
付
け
お
よ
び

報
酬
の
諸
要
素
の
他
、
従
来
か
ら
、
①
週

（ま
た
は
場
合
に
よ
り
月
）
の
労
働
時
間
、
②
法
内
所
定
外
労
働
時
間
の
上
限
、
③
各
日
へ
の
労
働
時

間
配
分
ま
た
は
月
の
各
週
へ
の
労
働
時
間
配
分
、
④
勤
務
時
間
割
の
変
更
が
行
わ
れ
う
る
場
合
、
を
規
定
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
が
、
さ
ら

に
、
⑤
各
労
働
日
の
勤
務
時
間
割
を
労
働
者
に
書
面
で
通
知
す
る
方
法
、
を
規
定
す
る
こ
と
が
明
記
さ
な
か
に

（ｂ
）
勤
務
時
間
割
の
変
更

所
定
の
勤
務
時
間
割
の
変
更
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
な
し
得
る
場
合
を
労
働
契
約
に
規
定
す
る
と
と
も
に
、
使
用
者
は
、
変
更
の
少
な
く
と
も

七
日
前
に
、
当
該
労
働
者
に
そ
れ
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（た
だ
し
、
拡
張
適
用
さ
れ
た
産
業
部
門
別
労
働
協
約
は
、
こ
れ
を
三
労
働
日

前
に
ま
で
短
縮
す
る
こ
と
が
で
き
る
）。

勤
務
時
間
割
の
変
更
さ
れ
う
る
場
合
が
労
働
契
約
上
規
定
さ
れ
て
い
な
い
と
き
は
、
労
働
者
の
勤
務
時
間
割
の
変
更
の
拒
否
は
、
労
働
者
の
過

失

（非
行
）
貧
ｐ
諄
し

ま
た
は
解
雇
の
理
由
と
は
な
ら
な
い
。
ま
た
、
労
働
契
約
に
規
定
さ
れ
て
い
る
変
更
可
能
な
場
合
に
該
当
し
、
か
つ
、
予

告
期
間
が
遵
守
さ
れ
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
①
や
む
を
得
な
い
家
族
的
義
務
、
②
学
校
教
育
ま
た
は
さ
ら
に
高
度
な
教
育
の
受
講
、
③
他
の

使
用
者
の
も
と
で
の
労
働
、
ま
た
は
、
④
賃
金
労
働
以
外
の
職
業
活
動

へ
の
従
事
、
に
抵
触
す
る
と
き
は
、
労
働
者
の
勤
務
時
間
割
変
更
の
拒
否

は
、
労
働
者
の
過
失
ま
た
は
解
雇
の
理
由
と
は
な
ら
林
だ
。



（
Ｃ
）

一
日
の
労
働
時
間
の
配
分

”
勤
務
の
中
断

（８
●
０
目
Φι

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
の
場
合
、
所
定
労
働
時
間
が
短
い
の
で
、
フ
ル
タ
イ
ム
労
働
者
と
同
じ

一
日
の
休
息
時
間

（
一
日
継
続

一
一
時
間
）
規

制
の
も
と
で
は
、
勤
務
の
中
断
時
間
を
長
く
設
定
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。

第

一
次

ｏ
第
二
次
オ
ブ
リ
ー
法
は
、
こ
の
勤
務
の
中
断
時
間

（８
●
０
目
８
）
に
つ
き
、
①

一
日

一
回
ま
で
、
②
最
長
二
時
間
を
原
則
と
し
た
。

こ
の
中
断
時
間
の
原
則
に
つ
い
て
、
拡
張
適
用
ま
た
は
認
証
さ
れ
た
産
業
部
門
別
労
働
協
約
は
、
当
該
職
務
の
必
要
性
を
考
慮
し
て
こ
れ
と
異
な

る
定
め
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
の
場
合
は
、
労
働
者
の
拘
束
時
間
と

一
日
の
労
働
時
間
の
配
分
、
お
よ
び
、
（拘
束
時
間
が
長
く
な
る
こ

と
に
つ
い
て
）
特
別
の
対
価
を
規
定
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
こ
と
に
な（肥
。

（ｄ
）
法
内
所
定
外
労
働
時
間

（ぎ
目
８

８
日
●
】ｏ、ヨ
８
ご
中『Φι

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
の
場
合
、
そ
の
所
定
労
働
時
間
が
短
い
た
め
に
、
フ
ル
タ
イ
ム
労
働
者
に
比
し
て
法
内
所
定
外
労
働
時
間

（ぎ
目
８

８
日
●
ぶ
日
８
ご
ぃ『Φじ

と
な
る
時
間
が
長
く
、
し
た
が
つ
て
、
そ
の
労
働
時
間
が
よ
り
弾
力
的
に
延
長
さ
れ
る
危
険
性
が
あ
る
。
こ
の
た
め
、
従

来
か
ら
、
①
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
の
所
定
外
労
働
時
間
は
、
法
定
労
働
時
間
ま
た
は
協
約
所
定
労
働
時
間
を
超
え
て
は
な
ら
な
い

（し
た
が
っ

て
、
い
か
な
る
場
合
も
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
に
法
定
時
間
外
労
働
を
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
）
と
さ
れ
る
と
と
も
に
、
②
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労

働
者
の
法
内
所
定
外
労
働
時
間
は
、
そ
の
週
ま
た
は
月
の
所
定
労
働
時
間
の
十
分
の
一
を
上
限
と
さ
れ
て
き
た
。
ま
た
、
③
契
約
上
規
定
さ
れ
た

所
定
外
労
働
時
間
の
上
限
を
超
え
る
労
働
を
労
働
者
が
拒
否
し
て
も
、
そ
れ
は
労
働
者
の
過
失
ま
た
は
解
雇
の
理
由
と
は
な
ら
な
い
こ
と
が
明
記

さ
れ
て
」
赳
。

第

一
次

・
第
二
次
オ
ブ
リ
ー
法
は
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
の
法
内
所
定
外
労
働
時
間
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
制
を
経
鯉
す
る
と
と
も
に
、

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
労
働
時
間
法
制
の
展
開
―
労
働
者
の
健
康

・
自
由
時
間
保
障
と
雇
用

・
労
働
形
態
の
多
様
化
　
　
　
　
　
　
　
一
四
五
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①
法
定
の
所
定
外
労
働
時
間
の
上
限
を
引
き
上
げ
う
る
労
働
協
約
の
範
囲
の
限
定
、
②
労
働
者
の
拒
否
権
の
拡
大
、
③
賃
金
の
支
払
、
お
よ
び
、

④
所
定
労
働
時
間
数
の
変
更
に
関
す
る
規
定
を
導
入
し
、
そ
の
規
制
を
強
化
し
た
。

（イ
）
所
定
外
労
働
時
間
の
上
限

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
の
法
内
所
定
外
労
働
時
間
の
上
限
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
そ
の
週
ま
た
は
月
の
所
定
労
働
時
間
の
十
分
の
一
で
あ
る
が
、

労
働
協
約
は
、
こ
れ
を
所
定
労
働
時
間
の
三
分
の
一
ま
で
引
き
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る

（た
だ
し
、
い
ず
れ
の
場
合
も
、
所
定
内

。
所
定
外
労
働

時
間
の
総
計
は
、
法
定
労
働
時
間
ま
た
は
協
約
所
定
労
働
時
間
を
超
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
）。
従
来
、
こ
の
所
定
外
労
働
時
間
の
上
限
の
引
き

上
げ
は
、
①
拡
張
適
用
さ
れ
た
産
業
部
門
別
労
働
協
約
、
ま
た
は
、
②
企
業
別

・
事
業
所
別
労
働
協
約
の
い
ず
れ
に
よ
っ
て
も
可
能
で
あ
っ
た
が
、

第

一
次
オ
ブ
リ
ー
法
に
よ
り
、
こ
れ
は
、
拡
張
適
用
さ
れ
た
産
業
部
門
別
労
働
協
約
の
み
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ（だ
。

（
口
）
割
増
賃
金
の
支
払

労
働
者
が
、
拡
張
適
用
さ
れ
た
産
業
部
門
別
労
働
協
約
に
よ
り
開
か
れ
た
可
能
性
に
基
づ
き
、
そ
の
週
ま
た
は
月
の
所
定
労
働
時
間
の
十
分
の

一
を
超
え
る
時
間
を
所
定
外
労
働
時
間
の
上
限
と
し
て
契
約
上
定
め
た
場
合
で
あ

っ
て
も
、
週
ま
た
は
月
の
所
定
労
働
時
間
の
十
分
の
一
を
超
え

て
な
さ
れ
た
所
定
外
労
働
時
間

（常
に
法

。
協
約
内
所
定
外
労
働
時
間
で
あ
る
）
に
つ
い
て
は
、
使
用
者
は
、
二
五
％
の
割
増
賃
金
を
支
払
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
な
た．４
ざ

こ
の
よ
う
に
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
の
一
定
の
法
内
所
定
外
労
働
に
つ
い
て
、
フ
ル
タ
イ
ム
労
働
者
の
法

定
外
労
働
と
同
様
に
割
増
賃
金
支
払
の
制
度
が
導
入
さ
れ
た
点
は
注
目
に
値
す
る
で
あ
ろ
う
。



（
ハ
）
所
定
労
働
時
間
の
変
更

他
方
、
第

一
次

・
第
二
次
オ
ブ
リ
ー
法
は
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
の
恒
常
的
所
定
時
間
外
労
働
を
抑
制
し
、
使
用
者
の
恣
意
的
な
労
働
時
間

延
長
を
回
避
す
る
た
め
、
恒
常
的
に
所
定
外
労
働
が
行
わ
れ
る
場
合
は
、
契
約
上
の
所
定
労
働
時
間
を
変
更
す
る
こ
と
と
し
た
。
す
な
わ
ち
、
①

①
継
続

一
二
週
間
、
ま
た
は
、
②

一
五
週
間
の
う
ち
の
一
二
週
間
の
期
間
に
つ
い
て
、
②
な
さ
れ
た
所
定
時
間
外
労
働
が
平
均
週
二
時
間
を
超
え

』
場
稀
″
印
耐
締
け
痢
は
い
に
劉
膚
れ
副
知
は
け
け
回
刺
¨
議
鮎
醐
「
を
経
て
、
契
約
上
の
所
定
労
働
時
間
は
、
従
前
の
所
定
労
働
時
間
に
現
実

（
二
）
労
働
者
の
拒
否
権

労
働
者
は
、
従
来
通
り
、
①
契
約
上
規
定
さ
れ
た
所
定
外
労
働
時
間
の
上
限
を
超
え
る
労
働
を
拒
否
し
て
も
、
そ
れ
は
過
失
ま
た
は
解
雇
の
理

由
と
は
な
ら
な
い
。
ま
た
、
さ
ら
に
、
②
契
約
上
の
規
定
の
範
囲
内
の
所
定
外
労
働
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
通
知
が
、
所
定
外
労
働
が
予
定
さ
れ
て

い
る
日
か
ら
三
日
以
内
に
行
わ
れ
る
場
合
は
、
そ
れ
に
対
す
る
拒
否
は
過
失
ま
た
は
解
雇
の
理
由
と
は
な
ら
な（卍
。
こ
れ
は
、
特
に
労
働
者
の
家

族
的
な
義
務
が
予
期
し
な
い
職
業
上
の
義
務
に
よ
り
脅
か
さ
れ
る
の
を
防
ぐ
た
め
に
新
設
さ
れ
た
規
定
で
か
だ
。

（
ｅ
）
変
形
労
働
時
間
制

従
来
、　
一
年
を
単
位
と
す
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働

（けＳ
く

，
〓
レ
序
日
ワ

●
闘
”ぃ２

”
ロ
ロ
”
】い∽ｅ

（パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
の

一
年
変
形
制
）
に

つ
い
て
は
、
労
働
期
間
と
労
働
し
な
い
期
間
を
含
む
間
欠
的
労
働
の
み
を
対
象
と
し
、
労
働
契
約
に
基
づ
く
実
施
が
認
め
ら
れ
て
い
た
が
、
第

一

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
労
働
時
間
法
制
の
展
開
―
労
働
者
の
健
康

・
自
由
時
間
保
障
と
雇
用

・
労
働
形
態
の
多
様
化

一
四
七
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次

。
第
二
次
オ
ブ
リ
ー
法
は
、
①
間
欠
的
労
働

（↓

本
節
２
）
に
加
え
て
、
②

一
年
以
下
の
期
間
を
単
位
と
す
る
通
常
の
変
形
時
間
制

（↑『甲

く
，
〓
レ
ざ
日
毬

ｕ
鶴
けぃＬ

日
０
一
“
］３

を
認
め
、
代
わ
り
に
そ
の
実
施
要
件
を
厳
格
に
す
る
と
と
も
に
、
③

一
種
の
変
形
制
で
あ
る
、
家
族
的
理

由
に
よ
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働

（８
日
覇

ｕ
曽

ぃ゙ε

り
ｏ
日

Ｓ
い８
房

ご
日
〓
”
〕８
）
を
新
た
に
導
入
す
る
こ
と
に
し
た
。

（イ
）
通
常
の
変
形
労
働
時
間
制

通
常
の
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
の
変
形
労
働
時
間
制
は
、　
一
年
以
下
の
期
間
を
単
位
と
し
、
当
該
期
間
の
平
均
労
働
時
間
が
契
約
所
定
の
週
ま
た

は
月
の
労
働
時
間
を
超
え
な
い
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
週
ま
た
は
月
の
労
働
時
間
を
増
減
し
て
配
分
す
る
も
の
で
あ
る
。
現
実
に
行
わ
れ
た
労
働

が
、
契
約
所
定
の
労
働
時
間
を
上
回
る
と
き
は
、
契
約
の
所
定
労
働
時
間
は
変
更
さ
れ
、
労
働
者
の
反
対
が
な
い
限
り
、
七
日
間
の
予
告
期
間
を

経
て
、
従
来
の
所
定
労
働
時
間
に
現
実
に
履
行
さ
れ
た
労
働
時
間
を
加
算
し
た
時
間
が
、
契
約
所
定
労
働
時
間
と
な（犯
。

こ
の
一
年
単
位
の
変
形
労
働
時
間
制
を
実
施
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
第

一
に
、
①
拡
張
適
用
さ
れ
た
産
業
部
門
別
労
働
協
約
、
ま
た
は
、
②
異

議
申
立
権
の
対
象
と
な
ら
な
か
っ
た
企
業
別

。
事
業
所
別
労
働
協
約
の
規
定
が
あ
り
、
こ
れ
に
基
づ
く
個
別
労
使
の
書
面
に
よ
る
労
働
契
約
の
締

結
が
条
件
と
な
る
。
そ
し
て
第
二
に
、
こ
れ
ら
の
労
働
協
約
に
は
、
以
下
の
必
要
的
記
載
事
項
、
す
な
わ
ち
、
①
対
象
労
働
者
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
、

②
労
働
時
間
の
計
算
方
法
、
③
週
ま
た
は
月
の
最
低
労
働
時
間
、
④
労
働
日
の
最
低
労
働
時
間
、
⑤
労
働
時
間
の
増
減
の
限
度

（た
だ
し
、
労
働

時
間
の
増
減
の
振
幅
は
、
契
約
所
定
労
働
時
間
の
三
分
の
一
を
上
回
る
こ
と
は
で
き
ず
、
ま
た
、　
一
週
の
労
働
時
間
は
法
定
労
働
時
間
を
超
え
る

こ
と
は
で
き
な
い
）、
⑥
労
働
時
間
配
分
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
書
面
で
労
働
者
に
通
知
さ
れ
る
方
法
、
⑦
労
働
者
に
勤
務
時
間
を
通
知
す
る
条
件
と

予
告
期
間
、
③
勤
務
時
間
変
更
の
方
法
と
予
告
期
間
、
の
規
定
が
要
求
さ
な
和
に

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
の
変
形
労
働
時
間
制
に
つ
い
て
は
、
フ
ル
タ
イ
ム
労
働
の
そ
れ
と
異
な
る
労
働
時
間
の
増
減
の
振
幅
規
制
が
行
な
わ
れ
、

労
働
時
間
配
分
の
実
効
的
規
制
が
行
わ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
第

一
に
、
当
該
変
形
制
に
お
け
る
労
働
時
間
の
増
減
の
振
幅
は
、
契
約
所
定
労



働
時
間
の
三
分
の
一
を
上
回
る
も
の
で
あ
っ
て
は
い
け
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
た
と
え
ば
、
週
所
定
労
働
時
間
が

一
人
時
間
で
あ
る
と
き
、
週
の

労
働
時
間
の
上
限
は
二
四
時
間
、
下
限
は

一
二
時
間
と
な
り
、
そ
の
範
囲
で
労
働
時
間
の
増
減
が
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
第
二
に
、

通
常
の
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
と
同
様
、　
一
週
の
労
働
時
間
は
法
定
労
働
時
間
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
週
の
最
長
労
働
時
間
は
三
五
時

間
に
限
定
さ
な
る２０
に

（
口
）
家
族
的
事
由
に
よ
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働

家
族
的
事
由
に
よ
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
は
、
労
働
者
の
家
族
生
活
上
の
必
要
性
の
た
め
に
、　
一
年
を
単
位
と
し
て
少
な
く
と
も

一
週
間
の
一

ま
た
は
複
数
の
非
労
働
期
間
を
設
定
す
る
こ
と
に
よ
り
労
働
時
間
を
短
縮
す
る
労
働
形
態
で
、　
一
種
の
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
の
一
年
変
形
制
で
あ

る
。
そ
の
労
働
時
間
は
、
法
定
週
労
働
時
間
ま
た
は
協
約
所
定
労
働
時
間
も
し
く
は
当
該
事
業
所
の
所
定
労
働
時
間

（そ
れ
が
法
定
労
働
時
間
よ

［
『
い
］
¨
¨
一
］
一
一
¨
一
¨
一
［
一
¨
¨
¨
一
『
¨
¨
神
¨
”
一
一
『
瑚
耗
嘲
車
』
ｔ
韓
な
諄
詢
婢
制
嬌
は
舞

‐ま 一
警
詢
期
刹
剛
Ⅷ
諄
［
邦
卸

こ
の
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
の
実
施
は
、
労
働
協
約
の
規
定
を
要
せ
ず
、
労
働
契
約
レ
ベ
ル
で
、
労
働
者
の
請
求
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
。
使
用

者
は
、
労
働
者
の
請
求
を
拒
否
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
企
業
活
動
の
必
要
性
に
関
連
す
る
客
観
的
理
由
に
よ
り
そ
の
拒
否
を
正
当
化
し
な
け
れ

ば
な
ら
林
祀
。
労
使
の
合
意
が
成
立
し
た
場
合
は
、
労
働
契
約
に
お
い
て
、
労
働
期
間
と
非
労
働
期
間
、
お
よ
び
、
賃
金
の
均
等
払
を
行
う
場
合

は
そ
の
旨
を
規
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な（祀
。

労
働
期
間
中
は
、
労
働
者
は
、
当
該
企
業
ま
た
は
事
業
所
の
集
団
的
勤
務
時
間
割
に
従

っ
て
労
働
ヽ
漣
。
し
た
が
つ
て
ヽ
労
働
期
間
中
は
、
パ
ー

ト
タ
イ
ム
で
労
働
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
労
働
期
間
中
の
週
法
定
労
働
時
間
を
超
え
る
時
間
、
ま
た
は
、
当
該
事
業
所
に

一
年
変
形
労

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
労
働
時
間
法
制
の
展
開
―
労
働
者
の
健
康

。
自
由
時
間
保
障
と
雇
用

。
労
働
形
態
の
多
様
化
　
　
　
　
　
　
　
一
四
九
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五
〇

働
時
間
制
が
適
用
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
同
制
度
に
お
い
て
法
定
外
労
働
時
間
と
評
価
さ
れ
る
時
間

（↓
第

一
章
第

一
節
４

（２
）
（
ａ
）
（
二
》

に
つ
い
て
は
、
当
然
そ
れ
と
し
て
の
法
的
効
果

（↓
第

一
章
第

一
節
３

（２
）
（ｄ
と

を
享
受
ヽ
“
。

２
　
間
欠
的
労
働

（”３
く
ｏ
〓
ヨ
計ｏ『ヨ
一””３
こ

間
欠
的
労
働
に
関
す
る
規
制
は
、　
一
九
八
六
年
八
月

一
一
日
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
に
よ
り
導
入
さ
れ
、　
一
九
九
三
年

一
二
月
の
五
カ
年
法
に
よ
り
、

一
年
単
位
の
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
と
し
て
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
の
一
形
態
と
さ
れ
た
が
、
第
二
次
オ
ブ
リ
ー
法
は
、
こ
れ
を
再
び
別
個
の
カ
テ
ゴ

リ
ー
と
し
て
、
規
制
対
象
と
す
る
に
い
た
っ
た
。

間
欠
的
労
働
が
制
度
化
さ
れ
た
目
的
は
、
①
特
に
、
学
校
の
学
期
編
成
、
観
光
、
興
業
、
季
節
の
サ
イ
ク
ル
に
密
接
に
関
連
し
て
年
間
の
業
務

量
の
繁
閑
差
が
大
き
い
産
業
部
門
の
特
殊
性
を
考
慮
し
、
そ
の
よ
う
な
部
門
の
企
業
に
対
し
、
労
働
す
る
期
間
と
労
働
し
な
い
期
間
を
含
む
雇
用

に
つ
い
て
、
常
用
的
雇
用
で
あ
る
間
欠
的
労
働
契
約
を
締
結
す
る
可
能
性
を
認
め
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
よ
う
な
業
務
量
の
繁
閑
に
対
応
さ
せ
る

こ
と
、
②
間
欠
的
労
働
を
行
う
労
働
者
に
対
し
、
労
働
関
係
の
安
定
と

一
定
の
法
的
保
護
を
保
障
す
る
こ
と
ほ
初
だ
。

（１
）
定
義

「間
欠
的
労
働

（け８
く
ｐ
〓
〓
”ｑ
日
ぃ”け８
↑
と

と
は
、
そ
の
性
質
上
、
労
働
期
間
と
労
働
し
な
い
期
間
を
交
互
に
含
む
労
働
で
ぁ
だ
。



（２
）
実
施
要
件

間
欠
的
労
働
を
実
施
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
第

一
に
、　
一
年
単
位
の
変
形
労
働
時
間
制
と
同
様
、
①
拡
張
適
用
さ
れ
た
産
業
部
門
別
労
働
協
約
、

ま
た
は
、
②
異
議
申
立
権
の
対
象
と
な
ら
な
か
っ
た
企
業
別

ｏ
事
業
所
別
労
働
協
約
の
規
定
が
あ
り
、
こ
れ
に
基
づ
く
個
別
労
使
の
労
働
契
約
が

締
結
さ
れ
る
こ
と
が
条
件
と
な
る
。
当
該
労
働
協
約
は
、
間
欠
的
労
働
の
対
象
と
な
る
常
用
的
雇
用
を
規
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
デ

ク
レ
の
定
め
る
産
業
部
門
で
、
労
働
の
性
質
に
よ
り
労
働
期
間
お
よ
び
労
働
期
間
内
の
労
働
時
間
数
の
配
分
を
正
確
に
決
定
で
き
な
い
部
門
に
お

い
て
は
、
労
働
協
約
は
、
必
要
な
適
用
方
法
、
特
に
、
労
働
者
が
提
示
さ
れ
た
労
働
日
と
勤
務
時
間
を
拒
否
す
る
こ
と
が
で
き
る
条
件
を
規
定
し

な
け
れ
ば
な
ら
な（祀
。

第
二
に
、
間
欠
的
労
働
は
、
前
述
の
労
働
協
約
に
よ
り
規
定
さ
れ
た
雇
用
の
特
別
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
、
そ
の
性
質
上
、
労
働
期
間
と
労
働
し
な

い
期
間
を
交
互
に
含
む
常
用
的
雇
用
に
つ
い
て
の
み
利
用
し
る
う
も
の
で
ぁ
だ
。
し
た
が
つ
て
ヽ
そ
の
性
質
上
、
労
働
期
間
と
労
働
し
な
い
期
間

を
交
互
に
含
む
雇
用
で
は
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
、
使
用
者
が
、
企
業
に
必
要
な
と
き
だ
け
労
働
者
を
呼
び
だ
し
て
労
働
さ
せ
る
こ
と
を
許
容
す
る

も
の
で
は
な
く
、
ま
た
、
労
働
者
が
間
欠
的
労
働
を
行
う
と
い
う
選
択
に
対
応
す
る
も
の
で
も
な（祀
。

報雌に組射剌数回け回̈
鵬圃理囲い」準蜘れは』同Ⅷ̈
嬌い胸はいけ『畔］瞳舞けいが一れ府ｒ同製疇け回科̈
鵜曲り、②

（３
）
労
働
時
間
に
関
す
る
特
別
規
制

間
欠
的
労
働
に
つ
い
て
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
労
働
契
約
に
よ
り
、
労
働
期
間
、
年
間
の
最
低
労
働
時
間
、
労
働
期
間
内
の
労
働
時
間
数
の
配

分
が
規
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
他
、
労
働
期
間
の
労
働
時
間
、
休
息

・
休
憩
に
関
し
て
は
、
フ
ル
タ
イ
ム
労
働
者
に
対
す
る

一
般
的

一
五

一
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五
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規
制
が
適
用
さ
れ
る
。

（た
娑
し
、
契
約
の
定
め
る
年
間
の
最
低
労
働
時
間
を
超
え
て
行
わ
れ
る
労
働
時
間
は
、
そ
の
所
定
最
低
労
働
時
間
の
三
分

の
一
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。
し
た
が
つ
て
、
使
用
者
が
最
低
労
働
時
間
を
低
く
設
定
し
て
所
定
外
労
働
に
よ
り
労
働
量
を
調
整
し
う
る
範
囲
は

限
定
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
配
慮
が
な
さ
れ
て
い
る
点
は
注
目
に
値
し
よ
う
。

第
二
節
　
労
働
形
態
の
多
様
化
と
労
働
時
間
規
制

フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
、
法
令
レ
ベ
ル
に
お
い
て
も
、
労
働
者
の
労
働
形
態

・
職
務
内
容
に
着
目
し
た
多
様
な
労
働
時
間
の
規
制
が
行
わ
れ
て

い
る
。
す
な
わ
ち
、
第

一
に
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、
労
働
者
の
労
働
時
間
法
制
の
中
核
を
な
す
の
は
労
働
法
典

（ｏ
ｏ
計

ヽ
暉
寸
”
く
”
いじ

で
あ

る
が
、
①
農
林
畜
産
業
等
の
労
働
者
に
つ
い
て
は
、
農
事
法
典

（ｏ
ｏ
８

日
８
じ

が
、
②
海
上
労
働

（海
洋
漁
業
、
商
船
等
）
に
従
事
す
る
労

働
者
に
つ
い
て
は
、
海
上
労
働
法
典

（ｏ
ｏ
８

一
口
”冒
く
”
〓
日
闘

由̈
日
３

が
適
用
さ
れ
、
ま
た
、
③
国
、
地
方
公
共
団
体
、
公
的
行
政
機
関
、

公
立
の
病
院

。
医
療
施
設
の
公
務
職
員
、
④
国
有
鉄
道

（∽
ｚ
ｏ
『
）、
パ
リ
市
交
通
公
団

（”
＞
弓
『
）、
そ
の
他
集
団
的
旅
客
輸
送
の
労
働
者
、
⑤

商
工
業
の
公
社

（日
〓
ｏ
）
の
労
働
者
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
身
分
規
定

（りご
ご
↓

が
労
働
時
間
規
制
を
行
っ
て
い
る
。

第
二
に
、
労
働
法
典
の
労
働
時
間
規
制
の
適
用
対
象
と
な
る
労
働
者
に
つ
い
て
も
、
①
そ
の
労
働
形
態

・
職
務
内
容
の
性
質
か
ら
労
働
時
間
規

制
を
行
う
こ
と
が
実
際
上
ｏ
監
督
上
困
難
で
あ
る
と
い
う
理
由
か
ら
、
労
働
時
間

（広
義
）
規
制
の
適
用
を
一
部
除
外
さ
れ
る
者
と
し
て
、
①
外

交
員

（メ
″
”
¨
ざ
罵
”
ｏ日
Ｐ
お
■
ｏ、りΦ目
Ｓ゙
Ｆ

り
Ｈ，ｏ”ｏ『じ

で
勤
務
時
間
の
監
督
を
受
け
な
い
者
、
②
家
事
使
用
人

（ｏ日
●
【ε
ぉ

いｏ

日
”
】８
し
、
③
自
宅
保
育
者

（３
ｏいりご
詳
８

日
諄
０日
ｏ】］ｏし
、
④
住
居
施
設
の
管
理
人

・
使
用
人

（８
８
ぃｏ出
８

ｏ一
ｏ日
●
】０
思
り
０
．い日
日
げ
【８

一
．Ｆ
”
げ
】゙
粋
いｏ
口
）
が
、
ま
た
、
②
そ
の
労
働
形
態

・
職
務
内
容
が
特
殊
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
特
別
規
制
が
行
わ
れ
て
い
る
部
門
・
職
種
と
し
て
、

道
路
交
通
、
河
川
交
通
、
炭
坑
、
港
湾
労
働
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
、
支
店
経
営
責
任
者
、
興
業
に
お
け
る
間
欠
的
な
労
働
形
態
の
労
働
者
お
よ
び

モ
デ
ル
（日
”●Ｂ
Ｏｃぃ房
）、
家
内
労
働
者

（一Ｓ
くｐ〓
８
覇
レ
一ｏ日
一ｏ】【３
等
が
あ
り
、
さ
ら
に
、
③
労
務
の
提
供
時
に
不
活
動
時
間
を
含
む
た



め
、
デ
ク
レ
に
よ
り
換
算
時
間
制
度

（『ど
い日
ｏ
計
り
Ｆ
日
８

一
．Ｆ
口
く̈

，
【”
Ｒ
Ｏじ

の
導
入
が
認
め
ら
れ
て
い
る
部
門
と
し
て
、
①
病
院

。
医
療

施
設
、
②
食
料
品
小
売
店
等
が
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
他
、
労
働
時
間
の
個
別
的
規
制
に
つ
き
、
そ
の
労
働
形
態
や
職
務
内
容
を
理
由
と
す
る
多

く
の
例
外
規
定
が
存
在
す
る
。

他
方
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
、
従
来
、
法
令
上
は
、
労
働
者
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
着
目
し
た
労
働
時
間
規
制
は
行
わ
れ
て
お
ら
ず
、
幹
部
職
員

（８
摯
ｏり
）
も
他
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
労
働
者
と
同
じ
規
制
に
服
し
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、　
一
方
で
、
幹
部
職
員
の
労
働
の
多
く
の
部
分
が
そ

の
自
律
性
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
と
い
う
そ
の
労
働
の
特
殊
性
、
他
方
で
、
今
ま
で
比
較
的
同
質
的
で
あ
っ
た
幹
部
職
員
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
多
様
化

と
労
働
形
態
の
変
容
に
よ
り
、
幹
部
職
員
の
全
て
に
他
の
労
働
者
と
共
通
の
労
働
時
間
法
制
を
適
用
す
る
こ
と
が
法
と
実
態
と
の
乖
離
を
も
た
ら

し
て
い
る
と
い
う
経
謹
か
ら
、
第
二
次
オ
ブ
リ
ー
法

（第
十

一
条
）
は
、
労
働
法
典
に
初
め
て
、
幹
部
職
員
の
労
働
時
間
に
関
す
る
特
別
娠
濃
を

創
設
し（漣
。

幹
部
職
員
の
新
た
な
労
働
時
間
規
制
は
、
法
定
労
働
時
間
週
三
五
時
間
制
へ
の
移
行
に
と
も
な
い
、
①
そ
の
労
働
形
態
に
対
応
し
た
労
働
時
間

法
制
を
整
備
す
る
と
と
も
に
、
②
長
い
と
い
わ
れ
て
い
る
幹
部
職
員
の
実
労
働
時
間
を
短
縮
す
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
新
労
働
時
間
法

制
は
、
幹
部
職
員
を
三
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分
類
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
異
な
る
労
働
時
間
規
制
を
行
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
以
下
に
お
い
て
は
、

幹
部
職
員
の
区
分

（
１
）、
お
よ
び
、
そ
れ
ぞ
れ
の
労
働
時
間
規
制

（２
）
に
つ
い
て
順
に
検
討
す
る
。

１
　
幹
部
職
員

↑
ｏ
キ
ｏ３

と
そ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー

幹
部
職
員

（８
摯
ｏι

は
、
①
経
営
幹
部
職
員

（８
摯
８

８
『】器
”
詳
∽
Ｘ

②
集
団
的
勤
務
時
間
割

（集
団
的
労
働
時
制
）
に
従
う
幹
部
職
員

（Ｓ
摯
８

８
８
０
針

８
Ｈｏ
ロ
ロ

Ｆ
ｏ
】”
８̈

８
】】ｏｏ゙
中「
）、
お
よ
び
、
③
そ
の
他
の
自
律
的
幹
部
職
員

↑
”
摯
８

，
諄
ｏ
目
ｏ
日
８
）
の
三
つ
の
カ
テ
ゴ

リ
ー
に
分
類
さ
れ
る
。

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
労
働
時
間
法
制
の
展
開
―
労
働
者
の
健
康

。
自
由
時
間
保
障
と
雇
用

・
労
働
形
態
の
多
様
化

一
五
三
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（１
）
経
営
幹
部
職
員

（８
彎
８

２
Ｈ】器
”
ユ
じ

一
五
四

「経
営
幹
部
職
員

（８
摯
８

Ｒ
『】器
”
ユ
リ
と

と
は
、
「①
時
間
の
利
用
編
成
に
お
い
て
大
き
な
独
立
性
を
有
す
る
重
要
な
責
任
を
付
与
さ
れ
、

②
高
度
に
自
律
的
な
決
定
権
限
を
有
し
て
お
り
、
③
そ
の
属
す
る
企
業
ま
た
は
事
業
所
の
報
酬
シ
ス
テ
ム
の
最
も
高
い
レ
ベ
ル
に
位
置
す
る
報
酬

（３６
）

を
受
け
て
い
る
者
」
で
あ
る
。

し
た
が
つ
て
、
「経
営
幹
部
職
員
」
と
格
付
け
ら
れ
る
た
め
に
は
、
三
つ
の
基
準
、
す
な
わ
ち
、
①
時
間
の
利
用
編
成
に
お
い
て
大
き
な
独
立

性
を
有
す
る
重
要
な
責
任

（〓
ヨ
ｕ
９
ご
Ｘ
ｏ
８
∽
『ｏ選
ヨ
”
げ
凛
”ｏ、し
、
②
そ
の
決
定
に
お
け
る
独
立
性

（〓
●
ま
零
邑
”
ｇ
し
、
お
よ
び
、
③
報

酬
レ
ベ
ル

（日
。お
”
暉
８

志
日
●
ま
８

】゙ｏ
じ

を
全
て
充
足
す
る
こ
と
が
必
要
で
処
だ
。

具
体
的
に
、
こ
の

「経
営
幹
部
職
員
」
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
該
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
の
は
、
①
経
営
会
議

（８
日
】ま

一
ｏ
一
】Ｈｏｏ”】Ｏ
じ

に
席

を
有
す
る
経
営
担
当
者

（一
『̈ｏＯ一８
覇
）
ま
た
は
企
業
の
経
営
戦
略
の
決
定
の
際
に
経
営
会
議
に
参
加
す
る
者
、
②
そ
の
担
当
領
域
に
お
い
て
完

全
な
自
由
を
有
す
る
経
営
会
議
の
構
成
員
、
③
そ
の
担
当
領
域
に
お
い
て
事
前
の
許
可
を
要
す
る
こ
と
な
く
全
て
の
使
用
者
の
権
限
を
行
使
し
、

そ
の
代
わ
り
に
、
黙
示
の
権
限
譲
渡

（委
任
）
に
よ
り
企
業
長

（多
Ｒ

一
。８
一『８
『】８
）
の
刑
事
責
任
を
引
き
受
け
る
幹
部
職
員
で
、
事
実
上
の

共
同
受
任
者

↑
９
日
”
目
一
３

，
中■８

８

旨
いこ

と
も
呼
べ
る
労
働
者
で
あ
る
。
こ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
、
い
わ
ゆ
る

「
上
級
幹
部
職
員

（８
一
『８

８
づ
Φ、呵】ｏ目
じ
」
よ
り
も
小
さ
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
、
従
業
員
の
中
の
ご
く
少
数
に
限
定
さ
れ
、
企
業
長
の
回
り
の
権
限
保
持
者
の
第

一
の
環
を
構

成
す
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
あ
る
業
務
の
頂
点
に
位
置
す
る
全
て
の
幹
部
職
員
が
、
経
営
幹
部
職
員
と
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
と
さ
れ
て

」
型
。



O

■
づ

（２
）
集
団
的
勤
務
時
間
割
に
従
う
幹
部
職
員

（Ｓ
摯
８

りｏ中Ｏ
目
　
“
目
Ｆ
Ｏ
】，
い『０
００
【】０〇一̈
ヽ
）

「集
団
的
勤
務
時
間
割
に
従
う
幹
部
職
員

（８
摯
８

８
ｏ●
〓
∽
りΦ］ｏ
目
目

Ｆ
ｏ
〕ｐ
い８

８
〓
８
”ぃ「ご

（
「組
み
込
ま
れ
た
」
幹
部
職
員

ｏ，
摯
８

合
目
ｏ゙、「
ｏ、∽〉
と
も
呼
ば
れ
る
）
と
は
、
「①
産
業
部
門
別
労
働
協
約
ま
た
は
幹
部
職
員
の
退
職

・
共
済
に
関
す
る

一
九
七
四
年
三
月

一
四
日
の

全
国
労
働
協
約
第
四
条
第

一
項
に
お
け
る

「幹
部
職
員
」
の
資
格
を
有
す
る
者
で
あ
っ
て
、
②
当
該
労
働
者
の
組
織
さ
れ
て
い
る
作
業
所
、
業
務
、

班
の
共
通
の
勤
務
時
間
割
に
従
い
労
働
し
、
そ
の
労
働
時
間
の
長
さ
を
事
前
に
決
定
す
る
こ
と
が
可
能
な
れ
」
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
「集
団
的
勤
務
時
間
割
に
従
う
幹
部
職
員
」
に
該
当
す
る
か
否
か
は
、　
①
産
業
部
門
別
労
働
協
約
ま
た
は
幹
部
職
員
の
退
職

。

共
済
に
関
す
る
全
国
労
働
協
約
第
四
条
第

一
項
に
い
う

「幹
部
職
員
」
へ
の
該
当
性
、
お
よ
び
、
②
集
団
的
勤
務
時
間
割
の
適
用
と
労
働
時
間
の

事
前
決
定
可
能
性
、
の
大
別
二
つ
の
基
準
に
よ
り
決
定
さ
れ
る
。

（
ａ
）
産
業
部
門
別
労
働
協
約
ま
た
は
幹
部
職
員
の
退
職

。
共
済
に
関
す
る
全
国
労
働
協
約
に
い
う
幹
部
職
員

（
４０
）

幹
部
職
員
の
退
職

・
共
済
に
関
す
る

一
九
七
四
年
三
月

一
四
日
の
全
国
労
働
協
約

は
、
幹
部
職
員
の
た
め
の
補
足
的
退
職
制
度

（８
一３
いざ

（
４‐
）

８
日
●
凛
日
８
ご
ぃ８
）
を
創
設
し
た
も
の
で
、
同
協
約
は
、　
一
九
七
二
年

一
二
月
二
九
日
の
法
律
に
よ
り
社
会
保
障
に
加
入
義
務
の
あ
る
全
て
の

幹
部
職
員
お
よ
び
使
用
者
に
適
用
さ
れ
て
い
る
。
同
労
働
協
約
の
第
四
条
第

一
項
は
、
同
協
約
の
適
用
対
象
と
し
て
、
職
業
部
門
別
の
賃
金
体
系

に
関
す
る
ア
レ
テ
ま
た
は
そ
れ
ら
の
ア
レ
テ
に
代
わ
る
全
国

。
地
域
レ
ベ
ル
の
産
業
部
門
別
労
働
協
約
に
お
い
て
技
師

（〓
思
目
【８
口
）
ま
た
は

幹
部
職
員

（８
摯
８
）
と
定
義
さ
れ
て
い
る
者
を
挙
げ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
産
業
部
門
別
労
働
協
約
ま
た
は
職
業
部
門
別
の
賃
金
体
系
に
関
す
る
ア
レ
テ
も
し
く
は
そ
れ
ら
の
ア
レ
テ
に
代
わ
る
全
国

・
地

域
レ
ベ
ル
の
部
門
別
労
働
協
約
に
お
い
て

「幹
部
職
員

↑
”
彎
ｏり
と

と
格
付
け
ら
れ
て
い
る
者
は
、
第

一
の
基
準
を
充
足
す
る
こ
と
に
な
る
。

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
労
働
時
間
法
制
の
展
開
―
労
働
者
の
健
康

・自
由
時
間
保
障
と
雇
用
・
労
働
形
態
の
多
様
化
　
　
　
　
　
　
　
一
五
五
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（ｂ
）
集
団
的
勤
務
時
間
割
の
適
用
と
労
働
時
間
の
事
前
決
定
可
能
性

一
五
六

次
に
、
そ
の
労
働
形
態
に
関
わ
る
第
二
の
基
準
、
す
な
わ
ち
、
⇒
当
該
労
働
者
の
組
織
さ
れ
て
い
る
作
業
所
、
業
務
、
班
に
適
用
さ
れ
る
勤
務

時
間
割
に
従
い
労
働
し
、
”
そ
の
労
働
時
間
の
長
さ
を
事
前
に
決
定
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
基
準
を
充
足
す
る
者
と
し
て
は
、
集
団
的

勤
務
時
間
割
に
従
っ
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
労
働
の
リ
ズ
ム
が
勤
務
時
間
割
の
リ
ズ
ム
に
密
接
に
関
連
し
て
い
て
、
正
確
に
ま
た
は
恒
常
的

に
そ
れ
と
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
幹
部
職
員
、
す
な
わ
ち
、
指
示
の
伝
達
の
許
可
、
活
動
報
告
書
の
作
成
、
次
の
日
の
労
働
の
準
備
の
た
め

に
、
限
定
的
な
時
間
、
法
定
時
間
外
労
働
を
す
る
幹
部
職
員
で
（
ど
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

具
体
的
に
は
、
①
作
業
現
場
の
長

↑
ぎ
お

計

，
ｐ
ユ
中ｑ
）、
事
務
所

・
営
業
所
の
責
任
者

（『ｏ選
ｏ
〓
”
げ
〕８

一
．”
器
Ｒ
３

の
よ
う
に
、
他
の

労
働
者
と

一
緒
に
い
る
幹
部
職
員
、
ま
た
は
、
②
労
働
の
班
を
統
括
し
、
他
の
労
働
者
と
同
じ
よ
う
に
出
勤
を
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
業
務
の
長

に
西
け
れ
ば
囃
韓
闘
げ
耐
げ
〓
日
“
雌
癬
膚
当
グ
は
制
紅
い
」
に
″
け
劉
け
制
に
「
」
だ
一
琳
蒔
一臨
ば
げ
減
刹
」
蔵
赳
」
８
『し

の
よ
う
に
、
し

（３
）
自
律
的
幹
部
職
員

（８
摯
８

，
諄
ｏ
●
ｏ
日
８
）

「自
律
的
幹
部
職
員

↑
”
摯
８

ｐ
諄
ｏ
目
ｏ
日
０り
と

（「第
三
の
タ
イ
プ
の
幹
部
職
員

８
摯
８

８

”８
】りま
日
０
ご
罵
」
ま
た
は

「
中
間
的
な
幹

部
職
員

８
摯
８

合
ユ
ｑ
ヨ
８
中”
い■ｏｏと

と
も
呼
ば
れ
る
）
と
は
、
①

「集
団
的
勤
務
時
間
割
に
従
う
幹
部
職
員
」
と
同
様
、
産
業
部
門
別
労
働

協
約
ま
た
は
幹
部
職
員
の
退
職

・
共
済
に
関
す
る

一
九
七
四
年
三
月

一
四
日
の
全
国
労
働
協
約
第
四
条
第

一
項
に
い
う

「幹
部
職
員
」
の
資
格
を

有
す
る
者
で
あ
っ
て
、
②
前
述
の
二
つ
の
幹
部
職
員
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
い
ず
れ
に
も
属
さ
な
い
者
で
あ（濯
。

こ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
属
す
る
幹
部
職
員
は
、
①
そ
の
就
業
時
間
の
管
理

ｏ
監
督
が
困
難
な
者
、
ま
た
は
、
②
そ
の
労
働
時
間
が
不
確
実
で
事
前



に
確
定
で
き
な
い
者
で
か
は
、

の
取
引
担
当
者

（ｏ罵
８
一８
覇

２
　
幹
部
職
員
の
労
働
時
間
規
制

そ
れ
で
は
、
①
経
営
幹
部
職
員
、
②
集
団
的
勤
務
時
間
割
に
従
う
幹
部
職
員
、
お
よ
び
、
③
自
律
的
幹
部
職
員
は
、
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
な
労

働
時
間
規
制
に
服
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
順
に
検
討
し
よ
う
。

（１
）
経
営
幹
部
職
員

（Ｓ
摯
８

一
い『̈
器
”
ユ
ι

経
営
幹
部
職
員
に
は
、
狭
義
の
労
働
時
間
と
休
憩

・
休
息
に
関
す
る
規
制
、
す
な
わ
ち
、
法
定
労
働
時
間
、
法
定
外
労
働
時
間
、
最
長
労
働
時

間
、
深
夜
業
、
休
憩
、　
一
日
の
休
息
時
間
、
週
休
、
祝
日
に
関
す
る
規
制
は
適
用
さ
れ
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
休
暇
に
関
す
る
規
制
、
す
な
わ

ち
、
年
次
有
給
休
暇
、
産
前
産
後
休
暇
、
家
族
的
事
由
に
よ
る
休
暇
、
特
別
休
暇
、
時
間
積
立
制
度
に
関
す
る
規
制
は
、
他
の
労
働
者
と
同
様
に

適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な（だ
。

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
労
働
時
間
法
制
の
展
開
―
労
働
者
の
健
康

。
自
由
時
間
保
障
と
雇
用

・
労
働
形
態
の
多
様
化

一
五
七

】̈『、ｒ鞠』］♂一̈中押聾艶叫蹂町脚動物噸嚇弓」中『嚇硝げ〔い．８。。２日．８ｏＦ‘し、　一｛疋の金融署世勿
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一
号
含
一〇
〇
〇
年
）

（
２
）
集
団
的
勤
務
時
間
割
に
従
う
幹
部
職
員

（Ｓ
摯
８

８
ｏ●
〓
り
●ｏＨｏ
・
目

Ｆ
ｏ
】，
ぃ８

８
Ｐ】ｏｏ淋
型

一
五
八

（
ａ
）
労
働
時
間
規
制
の
適
用

集
団
的
勤
務
時
間
割
に
従
う
幹
部
職
員
に
つ
い
て
は
、
幹
部
職
員
以
外
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
労
働
者
と
同
様
、
労
働
時
間

（狭
義
）
、
深
夜
業
、

休
憩

・
休
息

。
週
休

・
祝
日
、
休
暇
に
関
す
る
全
規
制
が
適
用
さ
れ
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
‐

し
か
し
な
が
ら
、
法
定
時
間
外
労
働
が
規
則
的
に
行
わ
れ
て
い
る
場
合
は
、
従
来
通
り
、
判
例
理
論
に
よ
り
形
成
さ
れ
た
条
件
の
も
と
で
、
週

ま
た
は
月
単
位
の
労
働
時
間
数
の
一
括
合
意

（８
●
お
詳
】ｏ
●
３

ざ
『旨
いじ

と
そ
れ
に
基
づ
く
報
酬
の
支
払
い
が
可
能
で
（
肥
。

（
ｂ
）
週
ま
た
は
月
単
位
の
労
働
時
間
数
の

一
括
合
意

（８
目
お
ュ
ぃ０
目
計

「９
ご
〓

８

Ｆ
８
『８

ｏ日

●
８

げ
お
ｏ
Ｆ
げ
一
ｏ
日
ｐ
一
”
ぃ８

ｏ
●

日
Φ目
り暉
Φ］【３

（イ
）
内
容

「
週
ま
た
は
月
単
位

の
労
働
時
間
数

の

一
括
合
意

（８
ヨ
０口
”】．８

』
０
ま
『「”
〓

８

，
ｏ日
８

８
『
Ｅ
ｏ
ご
８

，
ｏ〓
ｏ
日
注
”
ぃ８

ｏ
●

ヨ
ｏ日
ｇ
】】３
」
と
は
、
当
該
労
働
者
の
労
働
時
間
と
し
て
、
週
ま
た
は
月
を
単
位
と
し
、
法
定
外
労
働
時
間
を
含
め
た
労
働
時
間
数

（法
定
労
働

時
間
は
週
三
五
時
間
ま
た
は
月
約

一
五

一
・
六
六
時
間
で
あ
る
か
ら
こ
れ
を
超
え
る
時
間
数
）
を
決
定
し
、
そ
れ
に
対
し
て
、
法
定
外
労
働
時
間

へ
の
割
増
賃
金
ま
た
は
追
加
加
算
を
含
め
た
報
酬
額
を
決
定
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
日
本
の
裁
量
労
働
制
と
は
異
な
り
、
本
来
別
々
に
計
算
さ
れ
る
所
定
労
働
時
間
と
法
内

・
法
外
の
所
定
外
労
働
時
間
お
よ
び
そ
れ
に



対
す
る
報
酬
支
払
に
つ
い
て
、
事
前
に
、
法
定
外
労
働
時
間
を
含
め
た
労
働
時
間
数
と
そ
れ
に
対
応
す
る
報
酬
額
を

一
括
し
て
合
意
し
て
お
く
も

の
で
あ

っ
て
、
使
用
者
は
、
依
然
、
労
働
者
の
実
労
働
時
間
を
把
握

。
計
算
す
る
義
務
を
有
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な

一
括
合
意
は
、

労
働
者
が
規
則
的

ｏ
恒
常
的
に
法
定
時
間
外
労
働
を
行
う
場
合
、
法
定
外
労
働
時
間
を
含
め
た
労
働
時
間
と
そ
れ
に
対
す
る
特
別
手
当

・
割
増
を

含
め
た
賃
金
の
恒
常
的
な
支
払
を
事
前
に
決
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
使
用
者
の
賃
金
管
理
を
簡
素
化
す
る
機
能
を
有
す
る
に
す
ぎ
な（理
。

（
口
）
実
施
要
件

こ
の

一
括
合
意
は
、
規
則
的

・
恒
常
的
に
法
定
時
間
外
労
働
が
行
わ
れ
て
い
る
と
き
に
の
み
許
容
さ
れ
、
個
別
労
使
の
合
意
を
必
要
と
ヽ
犯
。

そ
し
て
、
こ
の
合
意
に
お
い
て
は
、
対
象
と
な
る
労
働
時
間
数
が
決
定
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な（祀
。

（
ハ
）
労
働
時
間
に
関
す
る
規
制

前
述
の
よ
う
に
、
使
用
者
は
、
実
労
働
時
間
を
管
理
す
る
義
務
を
有
す
る
。
そ
し
て
こ
の
一
括
合
意
が
行
わ
れ
た
場
合
も
、
法
定
労
働
時
間
、

法
定
外
労
働
時
間
の
規
制
、
法
定
時
間
外
労
働
へ
の
代
償
、
深
夜
業
、
休
憩
、　
一
日
の
休
息
時
間
、
週
休

・
祝
日
、
休
暇
に
関
す
る
全
規
制
が
適

用
さ
れ
る
。
ま
た
、
後
述
の
、
自
律
的
幹
部
職
員
の
場
合
と
は
異
な
り
、
法
定
外
労
働
時
間
の
年
間
割
当
時
間

（
一
三
〇
時
間
）
規
制
も
適
用
さ

な
る５３
に

一
五
九



法
政
研
究
五
巻
一
号
含
一〇
〇
〇
年
）

（
二
）
報
酬
に
関
す
る
規
制

一
六
〇

一
括
合
意
に
お
い
て
約
定
さ
れ
る
報
酬
は
、　
一
括
合
意
の
な
い
場
合
に
比
し
て
労
働
者
に
不
利
益
を
与
え
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
す

な
わ
ち
、
報
酬
額
は
、
約
定
さ
れ
た
週
ま
た
は
月
当
た
り
の
労
働
時
間
数
に
つ
き
、
当
該
企
業
の
当
該
労
働
者
に
適
用
さ
れ
る
協
約
最
低
賃
金
額

を
基
礎
と
し
、
法
定
外
労
働
時
間
に
対
す
る
特
別
加
算
や
割
増
賃
金
を
考
慮
し
た
額
を
下
回
っ
て
は
な
ら
な（理
。

ま
た
、
約
定
さ
れ
た
労
働
時
間
数
を
超
え
る
労
働
が
行
わ
れ
た
場
合
は
、
当
然
、
当
該
超
過
時
間
は
法
定
外
労
働
時
間
と
し
て
評
価
さ
れ
、
そ

れ
と
し
て
の
賃
金
、
特
別
加
算
、
割
増
賃
金
ま
た
は
代
替
的
代
償
休
息
、
義
務
的
代
償
休
息

へ
の
権
利
を
発
生
さ
せ
る
こ
と
に
な（漣
。

（３
）
自
律
的
幹
部
職
員

（Ｓ
Ｐ
８

，
諄
ｏ
●
ｏ
日
８
）

自
律
的
幹
部
職
員
に
つ
い
て
も
、
集
団
的
勤
務
時
間
割
に
従
う
幹
部
職
員
と
同
様
、
原
則
と
し
て
、
法
定
労
働
時
間
、
法
定
外
労
働
時
間
の
規

制
、
法
定
時
間
外
労
働
へ
の
代
償
、
深
夜
業
、
休
憩
、　
一
日
の
休
息
時
間
、
週
休

。
祝
日
、
休
暇
に
関
す
る
規
制
が
適
用
さ
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
第
二
次
オ
ブ
リ
ー
法
は
、
第

一
に
、
自
律
的
幹
部
職
員
に
は
、
法
定
外
労
働
時
間
の
年
間
割
当
時
間
規
制
を
適
用
し
な
い
こ

と
と
し（煙
。
し
た
が
つ
て
、
自
律
的
幹
部
職
員
に
つ
い
て
は
、
①
労
働
監
督
官
の
許
可
な
く
法
定
時
間
外
労
働
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
、

②

一
年

一
三
〇
時
間
を
超
え
る
法
定
外
労
働
時
間
に
つ
い
て
、
義
務
的
代
償
休
息
を
付
与
す
る
義
務
を
免
除
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
他
の
法
定

外
労
働
時
間
に
対
す
る
代
償
措
置
、
す
な
わ
ち
、
特
別
加
算
、
割
増
賃
金
の
支
払

（ま
た
は
代
替
的
代
償
休
息
の
付
与
）、
お
よ
び
、
従
業
員
二

〇
人
以
上
の
企
業
に
お
け
る
週
四

一
時
間
を
超
え
る
法
定
時
間
外
労
働
に
つ
い
て
の
義
務
的
代
償
休
息
の
付
与
義
務
は
、
当
然
適
用
さ
れ
る
。

第
二
に
、
第
二
次
オ
ブ
リ
ー
法
は
、
自
律
的
幹
部
職
員
は
、
実
労
働
時
間
の
短
縮
を
享
受
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
労
働
法
典
に
規
定
す
る

一

方
、
同
幹
部
職
員
に
つ
い
て
は
、
三
つ
の
種
類
の
個
別
的

一
括
合
意

（８
目
お
目
】゙．ｏ
口
い●
ヽ
いく
いＯ
ｇ
】Ｆ

８

♂
『ご
いし
、
す
な
わ
ち
、
①
週
ま
た
は



月
単
位
の
労
働
時
間
数
の
一
括
合
意
、
②

一
年
単
位
の
労
働
時
間
数
の

一
括
合
意
、
お
よ
び
、
③

一
年
単
位
の
労
働
日
数
の
一
括
合
意
を
認
め
、

そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
労
働
時
間
お
よ
び
報
酬
の
決
定
方
法
を
許
容
し
、
労
働
時
間
規
制
を
多
様
化
す
る
に
い
た
つ
た
点
が
注
目
さ
な
る５７
に

こ
れ
は
、

法
定
労
働
時
間
の
短
縮
に
伴
い
、
同
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
幹
部
職
員
が
、
新
た
な
法
定
労
働
時
間
を
超
え
て
労
働
す
る
こ
と
を
可
能
と
し
つ
つ
も
、
新

労
働
時
間
法
制
の
適
用
後
は
、
以
前
よ
り
も
実
労
働
時
間
を
短
縮
す
る
こ
と
を
使
用
者
に
義
務
づ
け
る
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
よ
う
。
そ
こ
で
以

下
に
お
い
て
は
、
順
に
こ
れ
ら
三
つ
の
一
括
合
意
の
内
容
を
検
討
す
る
。

（
ａ
）
週
ま
た
は
月
単
位

の
労
働
時
間
数

の

一
括
合
意

（８
ヨ
０目
ぃ゙８

〓
』
いく
い言
陛
ｏ
計

喘ｏ
『喘”
〓

８

Ｆ
Ｏ」
『８

日
『
目
ｏ
ｇ
８

Ｆ
ｏ
げ
ら
ｏ
日

ｐ
一
”
”
『
Ｏ

Ｏ
暉
　
目
】
Φ
目
り
●
０
】
【
Ｏ
）

（イ
）
内
容

週
ま
た
は
月
単
位
の
労
働
時
間
数
の
一
括
合
意

（８
●
お
目
ぃ゙ｏ
目
す
０
いく
い一
ｇ
】ざ

計

ど
『Ｆ
〓

８

ｒ
８
■８

曰
『
口
Ｂ

げ
Ｂ
ｏ
Ｆ
げ
一
ｏ
日
”
“
”
】８

ｏ
●
日
８
８
ｏ中】３

は
、
前
述
の
、
集
団
的
勤
務
時
間
割
に
従
う
幹
部
職
員
の
場
合
と
同
様
、
当
該
労
働
者
の
労
働
時
間
と
し
て
、
週
ま
た
は
月

単
位
で
、
法
定
外
労
働
時
間
を
含
め
た
労
働
時
間
数

（法
定
労
働
時
間
は
週
三
五
時
間
ま
た
は
月
約

一
五

一
・
六
六
時
間
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を

超
え
る
時
間
数
）
を
決
定
し
、
そ
れ
に
対
し
て
、
法
定
外
労
働
時
間
へ
の
特
別
加
算
お
よ
び
割
増
賃
金
を
含
め
た
報
酬
額
を
決
定
す
る
も
の
で
あ

２０
。や

は
り
前
述
の
集
団
的
勤
務
時
間
割
に
従
う
幹
部
職
員
の
場
合
と
同
様
、
こ
れ
は
、
日
本
の
裁
量
労
働
制
と
は
異
な
り
、
本
来
別
々
に
計
算
さ

れ
る
所
定
労
働
時
間
と
法
内

・
法
外
の
所
定
外
労
働
時
間
お
よ
び
そ
れ
に
対
す
る
報
酬
支
払
に
つ
い
て
、
事
前
に
、
法
定
外
労
働
時
間
を
含
め
た

労
働
時
間
数
と
そ
れ
に
対
応
す
る
報
酬
額
を

一
括
し
て
合
意
し
て
お
く
も
の
で
あ
っ
て
、
使
用
者
は
、
依
然
、
労
働
者
の
実
労
働
時
間
を
把
握

・

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
労
働
時
間
法
制
の
展
開
―
労
働
者
の
健
康

。
自
由
時
間
保
障
と
雇
用
・
労
働
形
態
の
多
様
化
　
　
　
　
　
　
　
一
六

一



法
政
研
究
五
巻
一
号
含
一〇
〇
〇
年
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
二

計
算
す
る
義
務
を
有
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
一
括
合
意
も
、
労
働
者
が
規
則
的

・
恒
常
的
に
法
定
時
間
外
労
働
を
行
う
場
合
、
法
定
外
労
働

時
間
を
含
め
た
労
働
時
間
と
そ
れ
に
対
す
る
特
別
手
当

・
割
増
を
含
め
た
賃
金
の
恒
常
的
な
支
払
を
事
前
に
決
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
使
用
者
の

賃
金
管
理
を
簡
素
化
す
る
機
能
を
有
す
る
に
す
ぎ
な（理
。

（
口
）
実
施
要
件

こ
の
一
括
合
意
は
、
第
一
に
、
①
拡
張
適
用
さ
れ
た
産
業
部
門
別
労
働
協
約
ま
た
は
企
業
・事
業
所
別
労
働
協
約
が
、
①
対
象
と
な
る
幹
部
職

員
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
、
②
一
括
合
意
さ
れ
る
労
働
時
間
数
、
③
締
結
さ
れ
う
る
個
別
の
一
括
合
意
の
形
態
と
主
要
な
特
徴
を
規
定
し
、
②
そ
れ
に
基

づ
い
て
、
個
別
労
使
が
合
意
す
る
こ
と
に
よ
り
行
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
第
二
に
、
後
述
の
二
つ
の
一
括
合
意
の
場
合
と
は
異
な
り
、
労
働

協
約
の
規
定
が
な
い
場
合
は
、
労
働
契
約
の
み
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き（犯
。

た
だ
し
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
一
括
合
意
は
、
両
当
事
者
の
明
示
の
合
意
に
基
づ
き
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず

（し
た
が
っ
て
、
労
働
協
約

」
は
』
潮
副
知
は
い
け
い
経
」
耐
」
』
畔
嘲
卍
＝
料
雌
無
『
師
野
『
跡
襦
物
れ
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
、
当
該
幹
部
職
員
の
実
労
働

（
ハ
）
労
働
時
間
に
関
す
る
規
制

前
述
の
よ
う
に
、
使
用
者
は
、
ま
ず
、
労
働
者
の
実
労
働
時
間
を
計
算

・
管
理
す
る
義
務
を
有
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
一
括
合
意
を
枠

づ
け
る
労
働
協
約
が
存
在
す
る
場
合
、
当
該
労
働
協
約
は
労
働
時
間
の
管
理
方
法
を
、
デ
ク（理
の
定
め
る
方
法

（各
労
働
者
に
つ
い
て
、
使
用
者

は
、
個
別
的
勤
務
時
間
割
の
場
合
、
タ
イ
ム
レ
コ
ー
ダ
ー
、
タ
イ
ム
カ
ー
ド
、
実
労
働
時
間
の
記
録
等
何
ら
か
の
方
法
に
よ
り
、　
一
日
お
よ
び

一



週
の
実
労
働
時
間
を
計
算
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
）
に
代
え
る
こ
と
が
で
諄
濯
。

こ
の
一
括
合
意
が
行
わ
れ
た
場
合
も
、
法
定
労
働
時
間
、
法
定
外
労
働
時
間
の
規
制
、
法
定
時
間
外
労
働
へ
の
代
償
、
深
夜
業
、
休
憩
、　
一
日

の
休
息
時
間
、
週
休

・
祝
日
、
休
暇
に
関
す
る
全
規
制
が
適
用
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
前
述
の
よ
う
に
、
集
団
的
勤
務
時
間
割
に
従
う
幹
部
職
員
と

は
異
な
り
、
法
定
外
労
働
時
間
の
年
間
割
当
時
間

（
一
三
〇
時
間
）
の
規
制
は
な（祀
。

（
二
）
報
酬
に
関
す
る
規
制

集
団
的
幹
部
職
員
の
場
合
と
同
様
、　
一
括
合
意
に
お
い
て
約
定
さ
れ
る
報
酬
は
、　
一
括
合
意
の
な
い
場
合
に
比
し
て
労
働
者
に
不
利
益
を
与
え

る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
報
酬
額
は
、
約
定
さ
れ
た
週
ま
た
は
月
当
た
り
の
労
働
時
間
数
に
つ
き
、
当
該
企
業
の
当
該
労
働

者
に
適
用
さ
れ
る
協
約
所
定
の
最
低
賃
金
額
を
基
礎
ど
し
、
法
定
外
労
働
時
間
に
対
す
る
特
別
加
算
や
割
増
賃
金
を
考
慮
し
た
額
を
下
回
っ
て
は

な
ら
な（理
。

ま
た
、
約
定
さ
れ
た
労
働
時
間
数
を
超
え
る
労
働
が
行
わ
れ
た
場
合
は
、
当
該
超
過
時
間
は
法
定
外
労
働
時
間
と
し
て
評
価
さ
れ
、
そ
れ
と
し

て
の
賃
金
、
特
別
加
算
、
割
増
賃
金
ま
た
は
代
替
的
代
償
休
息
、
義
務
的
代
償
休
息

へ
の
権
利
を
発
生
さ
せ
る
こ
と
に
な（漣
。

（ｂ
）

一
年
単
位
の
労
働
時
間
数
の
一
括
合
意

（８
●
お
ュ
一．ｏ
●
い邑
いく
い“
ｇ
】ざ

計

ま
呵ご
〓

８

，
８
『８

日
『
●
３

げ
３
ｏ
”
ロ
ロ
ｇ
卜
馳

（イ
）
内
容

一
年
単
位
の
労
働
時
間
数
の
一
括
合
意

（８
目
お
詳
】ｏ
●
】邑
いく
い一
ｇ
】Ｆ

計

♂
『ご
〓

８

Ｆ
ｏ」
■８

８
『
ｒ
ｇ

げ
お
０
”
目
目
ｇ
】】こ

は
、
当
該
労

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
労
働
時
間
法
制
の
展
開
―
労
働
者
の
健
康

・
自
由
時
間
保
障
と
雇
用
・
労
働
形
態
の
多
様
化
　
　
　
　
　
　
　
一
六
三
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働
者
の
労
働
時
間
と
し
て
、　
一
年
単
位
で
、
場
合
に
よ
り
法
定
外
労
働
時
間
も
含
め
た
労
働
時
間
数
を
決
定
し
、
そ
れ
に
対
し
て
、
法
定
外
労
働

時
間

（年
平
均
労
働
時
間
が
週
三
五
時
間
を
超
え
る
場
合
）
へ
の
特
別
加
算
お
よ
び
割
増
賃
金
を
含
め
た
報
酬
額
を
決
定
す
る
も
の
で
（
£
。

こ
の

一
括
合
意
も
、
前
述
の
週
ま
た
は
月
単
位
の
労
働
時
間
数
の
一
括
合
意
の
場
合
と
同
様
、
日
本
の
裁
量
労
働
制
と
は
異
な
り
、
事
前
に
、

法
定
外
労
働
時
間
を
含
め
た
労
働
時
間
数
と
そ
れ
に
対
応
す
る
報
酬
額
を

一
括
し
て
合
意
し
て
お
く
も
の
で
あ
っ
て
、
使
用
者
は
、
依
然
、
労
働

者
の
実
労
働
時
間
を
計
算

・
管
理
す
る
義
務
を
有
ヽ
型
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の

一
括
合
意
は
、
週
ま
た
は
月
単
位
の
労
働
時
間
数
の
一
括
合
意
と
は
異
な
り
、
法
定
外
労
働
時
間
と
評
価
さ
れ
る
時
間

が
、
週
三
五
時
間
を
超
え
る
時
間
で
は
な
く
、
年
平
均
週
三
五
時
間
を
超
え
る
時
間
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、　
一
種
の
個
別
的
な
変
形
制
で
も

あ
り
、
使
用
者
の
賃
金
管
理
の
簡
素
化
の
み
な
ら
ず
、
労
働
時
間
の
弾
力
的
配
分
を
可
能
に
す
る
点
で
重
要
で
あ
る
。
ま
た
、
後
述

（↓

本
項

↑
こ
）
の
よ
う
に
、
労
働
協
約
に
よ
り
、
当
該
労
働
者
の
労
働
時
間
規
制
の
緩
和
を
行
う
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

（
口
）
対
象
労
働
者

一
年
単
位
の
労
働
時
間
数
の

一
括
合
意
は
、
①
自
律
的
幹
部
職
員
の
み
な
ら
ず
、
②
幹
部
職
員
で
な
い
事
業
所
外
労
働
者

（８
】円
い針

〓
いま
８
ユ
リ
目
ｏ
●
８
摯
０り
）
も
、
①
そ
の
労
働
時
間
を
事
前
に
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
②
与
え
ら
れ
た
責
任
を
遂
行
す
る
た
め
に
そ
の
労

働
時
間
を
自
由
に
編
成
し
う
る（饗
は
、
こ
れ
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

い
ず
れ
も
、　
一
括
合
意
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
労
働
者
の
具
体
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
、
拡
張
適
用
さ
れ
た
産
業
部
門
別
労
働
協
約
、
ま
た
は
、
企

業

・
事
業
所
別
労
働
協
約
が
定
め
る

（し
た
が
っ
て
、
協
約
の
規
定
外
の
労
働
者
は

一
括
合
意
を
お
こ
な
う
こ
と
が
で
き
な
い
）
。
し
か
し
な
が

ら
、
特
に
、
幹
部
職
員
で
な
い
事
業
所
外
労
働
者
に
つ
い
て
は
、
労
働
協
約
は
、
法
の
要
求
す
る
基
準
、
す
な
わ
ち
、
①
労
働
時
間
の
事
前
決
定

の
不
可
能
性
、
お
よ
び
、
②
自
律
性
を
充
足
す
る
者
の
中
か
ら
対
象
者
を
確
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な（祀
。
こ
れ
ら
の
基
準
の
該
当
性
は
、
そ
の
労



働
の
通
常
か
つ
規
則
的

（恒
常
的
）
な
活
動
で
判
断
さ
れ
、
①
労
働
時
間
の
事
前
決
定
の
不
可
能
性
は
、
当
該
労
働
者
の
労
働
の
開
始
時
間
お
よ

び
終
了
時
間
が
使
用
者
に
よ
り
強
制
さ
れ
な
い
こ
と
、
②
労
働
者
の
自
律
性
は
、
労
働
日
の
時
間
の
利
用
が
使
用
者
の
指
揮
命
令
に
よ
り
決
定
さ

れ
な
い
こ
と
を
要
し
、
具
体
的
に
は
、
外
交
販
売
員
、
外
交
販
売
技
術
者
、
メ
ン
テ
ナ
シ
ス
を
行
う
技
術
者
等
が
こ
れ
に
該
当
し
う
る
と
解
さ
れ

て
」
犯
。（

ハ
）
実
施
要
件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

こ
の
一
括
合
意
は
、
①
①
拡
張
適
用
さ
れ
た
産
業
部
門
別
労
働
協
約
、
ま
た
は
、
②
企
業
・事
業
所
別
労
働
協
約
が
、
②
①
対
象
と
な
る
幹
部

職
員
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
、
②
一
括
合
意
さ
れ
る
労
働
時
間
数
、
③
締
結
さ
れ
う
る
個
別
の
一
括
合
意
の
形
態
と
主
要
な
要
素
を
規
定
し
、
③
そ
れ
に

基
づ
い
て
、
個
別
労
使
が
合
意
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
行
わ
な
る７２
に

週
ま
た
は
月
単
位
の
労
働
時
間
数
の
一
括
合
意
と
は
異
な
り
、
労
働
協
約

が
な
い
場
合
は
、
こ
の
一
括
合
意
を
行
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

こ
の

一
括
合
意
は
、
両
当
事
者
の
明
示
の
合
意
に
基
づ
き
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず

（し
た
が
っ
て
、
労
働
協
約
に
よ
る
強
制
は
で
き
な
嘔
ギ

ま
た
、
当
該
幹
部
職
員
の
実
労
働
時
間
は
、
法
定
労
働
時
間
短
縮
以
前
よ
り
も
短
縮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な（祀
。

（
二
）
労
働
時
間
に
関
す
る
規
制

前
述
の
よ
う
に
、
使
用
者
は
、
ま
ず
、
労
働
者
の
実
労
働
時
間
を
計
算

・
管
理
す
る
義
務
を
有
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
一
括
合
意
を
許

容
す
る
労
働
協
約
は
、
労
働
時
間
の
管
理
方
法
と
し
て
、
デ
ク（礎
の
定
め
る
方
法

（使
用
者
は
、
個
別
的
勤
務
時
間
割
の
場
合
、
各
労
働
者
に
つ

い
て
、
タ
イ
ム
レ
コ
ー
ダ
ー
、
タ
イ
ム
カ
ー
ド
、
実
労
働
時
間
の
記
録
等
何
ら
か
の
方
法
に
よ
り
、　
一
日
お
よ
び

一
週
の
実
労
働
時
間
を
計
算
し

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
労
働
時
間
法
制
の
展
開
―
労
働
者
の
健
康

。
自
由
時
間
保
障
と
雇
用
・
労
働
形
態
の
多
様
化
　
　
　
　
　
　
　
一
エハ
五
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な
け
れ
ば
な
ら
な
い
）
以
外
の
方
法
を
規
定
す
る
こ
と
が
で
泌
“
。

こ
の
一
括
合
意
が
行
わ
れ
た
場
合
も
、
原
則
と
し
て
、
法
定
労
働
時
間
、
法
定
外
労
働
時
間
の
規
制
、
法
定
時
間
外
労
働
へ
の
代
償
、
深
夜
業
、

休
憩
、　
一
日
の
休
息
時
間
、
週
休

・
祝
日
、
休
暇
に
関
す
る
全
規
制
が
適
用
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
前
述
の
よ
う
に
法
定
外
労
働
時
間
の
年
間
割
当

時
間

（
一
三
〇
時
間
）
の
規
制
は
な（祀
。

し
か
し
な
が
ら
、
例
外
的
に
、
労
働
協
約
は
、
法
定
最
長
労
働
時
間

（
一
日

一
〇
時
間
、
週
四
八
時
間
、
継
続

一
二
週
平
均
四
四
時
間
）
を
超

え
る
、　
一
日
、
週
、
継
続

一
二
週
平
均
の
最
長
労
働
時
間
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
こ
の
例
外
設
定
に
は
、
以
下
の
要
件
が
付
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
①
当
該
労
働
協
約
が
企
業

ｏ
事
業
所
別
労
働
協
約
で
あ
る
場
合
、
こ
れ
は
異
議
申
立
権
の
対
象
で
あ
っ
て
は
な
ら

な
い
。
ま
た
、
②

一
日
の
休
息
時
間

（継
続

一
一
時
間
）
お
よ
び
週
休

（継
続
三
五
時
間
）
の
規
定
は
遵
守
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、

③
当
該
労
働
協
約
は
、
法
定
最
長
労
働
時
間
に
代
わ
る
新
た
な
最
長
労
働
時
間
の
適
用
を
監
督
す
る
方
法
、
お
よ
び
、
労
働
の
編
成
方
法
と
労
働

者
の
労
働
負
担

（業
務
量
）
に
関
す
る
条
件
を
規
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な（祀
。

（ホ
）
報
酬

一
括
合
意
に
よ
り
約
定
さ
れ
る
報
酬
額
は
、
約
定
さ
れ
た

一
年
の
労
働
時
間
数
に
つ
き
、
当
該
企
業
の
当
該
労
働
者
に
適
用
さ
れ
る
協
約
所
定

の
最
低
賃
金
額
を
基
礎
と
し
、
法
定
外
労
働
時
間

（年
平
均
週
三
五
時
間
を
超
え
る
時
間
）
に
対
す
る
特
別
加
算
や
割
増
賃
金
を
考
慮
し
た
額
を

下
回
っ
て
は
な
ら
な（祀
。

ま
た
、
約
定
さ
れ
た
労
働
時
間
数
を
超
え
る
労
働
が
行
わ
れ
た
場
合
、
明
文
規
定
は
な
い
が
、
当
該
超
過
時
間
は
、
当
然
、
賃
金
、
お
よ
び
、

そ
れ
が
法
定
外
労
働
時
間
で
あ
れ
ば
そ
れ
と
し
て
、
特
別
加
算
、
割
増
賃
金
ま
た
は
代
替
的
代
償
休
息
、
義
務
的
代
償
休
息
へ
の
権
利
を
発
生
さ

せ
る
こ
と
に
な
る
と
解
さ
な
る８０
に
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ピ
日
り
〓
『
“
Ｂ

げ
跳
ｏ

，
目
目
８
】】３

は
、
当
該
労
働

者
の
労
働
時
間
と
し
て

一
年
の
労
働
日
数
を
決
定
し
、
そ
れ
に
対
す
る
報
酬
額
を
約
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
約
定
さ
れ
る
労
働
時
間
の
長
さ
が
、

時
間
数
で
は
な
く
日
数
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
点
が
、
こ
の

一
括
合
意
の
特
徴
で
ぁ
濯
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
一
括
合
意
は
、
前
述
の
週
、
月
、
ま
た
は

一
年
単
位
の
労
働
時
間
数
の
一
括
合
意
と
は
決
定
的
に
異
な
り
、
使
用
者
の
労

働
時
間
の
管
理
義
務
を
労
働
日
数
に
限
定
し
、
実
労
働
時
間
数
の
計
算

・
管
理
義
務
を
免
除
す
る
も
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
こ
の
一
括
合
意

は
、
当
該
幹
部
職
員
の
実
労
働
時
間
規
制
を
限
定
す
る
機
能
を
有
し
、
そ
の
点
で
最
も
注
目
さ
れ
る

一
括
合
意
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
い
え
よ
う
。

（
口
）
対
象
労
働
者

一
年
単
位
の
労
働
日
数
の
一
括
合
意
を
な
し
う
る
の
は
、
自
律
的
幹
部
職
員
で
あ

っ
て
、
①
そ
の
職
務
の
性
質
、
②
責
任
、
お
よ
び
、
③
そ
の

労
働
時
間
の
利
用
方
法
に
お
い
て
有
す
る
自
律
性
の
度
合
い
か
ら
、
労
働
時
間
の
長
さ
が
事
前
に
決
定
で
き
な
い
者
で
ぁ
縫
。

一
括
合
意
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
労
働
者
の
具
体
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
、
①
拡
張
適
用
さ
れ
た
産
業
部
門
別
労
働
協
約
、
ま
た
は
、
②
異
議
申
立

権
の
対
象
と
な
ら
な
い
企
業

・
事
業
所
別
労
働
協
約
に
よ
り
定
め
ら
れ
る

（し
た
が
っ
て
、
協
約
の
規
定
外
の
労
働
者
は

一
括
合
意
を
行
う
こ
と

が
で
き
な
幅
）
が
、
労
働
協
約
は
、
法
の
要
求
す
る
基
準
を
遵
守
し
て
対
象
者
を
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な（地
。

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
労
働
時
間
法
制
の
展
開
―
労
働
者
の
健
康

。
自
由
時
間
保
障
と
雇
用

・
労
働
形
態
の
多
様
化

一
六
七
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（
ハ
）
実
施
要
件

一
六
八

一
年
単
位
の
労
働
日
数
の
一
括
合
意
は
、
ま
ず
、
①
①
拡
張
適
用
さ
れ
た
産
業
部
門
別
労
働
協
約
、
ま
た
は
、
②
企
業

・
事
業
所
別
労
働
協
約

（た
だ
し
、　
一
年
単
位
の
労
働
時
間
数
の
一
括
合
意
と
は
異
な
り
、
事
業
所

・
企
業
別
労
働
協
約
は
、
異
議
申
立
権
の
対
象
と
な
ら
な
い
も
の
に

限
定
さ
れ
る
）
が
、
②
①
一
括
合
意
を
行
い
う
る
幹
部
職
員
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
、
②
一
括
合
意
の
対
象
と
な
る
一
年
の
労
働
日
数

（た
だ
し
、
二
一

七
日
を
限
度
と
す
る
）、
③
労
働
さ
れ
た
一
日
ま
た
は
半
日
の
計
算
方
法
、
お
よ
び
、
取
得
さ
れ
た
一
日
ま
た
は
半
日
の
休
日
の
計
算
方
法
、
④

協
約
の
適
用
と
当
該
労
働
者
の
労
働
の
編
成
の
態
様
の
監
督
、
労
働
日
の
拘
束
時
間
、
労
働
者
の
労
働
負
担

（業
務
量
）
に
関
す
る
条
件
を
規
定

し

（な
お
、
そ
の
他
、
協
約
は
、
休
息
日
を
所
定
の
処
煙
で
時
間
積
立
制
度
に
組
み
入
れ
う
る
こ
と
を
規
定
し
う
る
）、
③
そ
れ
に
基
づ
い
て
、

個
別
労
使
が
合
意
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
わ
な
る８７
〆

こ
の

一
括
合
意
も
、
両
当
事
者
の
明
示
の
合
意
に
基
づ
き
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず

（し
た
が
っ
て
、
労
働
協
約
に
よ
る
強
制
は
で
き
な
い
）、

ま
た
、
当
該
幹
部
職
員
の
実
労
働
時
間
は
、
法
定
労
働
時
間
短
縮
以
前
よ
り
も
短
縮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な（だ
。

（
二
）
労
働
時
間
規
制

一
年
単
位
の
労
働
日
数
の
一
括
合
意
が
行
わ
れ
る
と
、
使
用
者
は
、
当
該
労
働
者
に
つ
い
て
、
①
実
労
働
時
間
数
の
計
算
と
管
理
は
要
求
さ
れ

な
い
が
、
②
労
働
日
数
、
な
ら
び
に
、　
一
日
お
よ
び

一
週
の
休
息
時
間
の
計
算
と
管
理
は
な
お
義
務
づ
け
ら
れ
る
。

一
年
単
位
の
労
働
日
数
の
一
括
合
意
が
行
わ
れ
る
と
、
使
用
者
は
、
当
該
労
働
者
に
つ
い
て
、
実
労
働
時
間
数
の
計
算
と
管
理
を
要
求
さ
れ
な

い
。
し
た
が
つ
て
、
第

一
に
、
実
労
働
時
間
数
の
計
算
を
基
礎
と
す
る
労
働
時
間
規
制
、
す
な
わ
ち
、
法
定
労
働
時
間
、
法
定
外
労
働
時
間
に
関

す
る
代
償
措
置
、
最
長
労
働
時
間
規
制
は
適
用
さ
れ
な（理
。



し
か
し
な
が
ら
、
第
二
に
、
実
労
働
時
間
の
規
制
は
全
く
行
わ
れ
な
い
わ
け
で
は
な
く
、
労
働
日
数
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
。
使
用
者
は
、
ま
ず
、

一
年
の
労
働
さ
れ
た
日
を
計
算

・
管
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
書
類
を
三
年
間
、
労
働
監
督
官
の
閲
覧
の
た
め
に
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら

な（理
。
次
に
、
労
働
日
数
の
上
限
は
、
労
働
協
約
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
、
二

一
七
日
を
限
度
と
す
る
。
第
二
次
オ
ブ
リ
ー
法
の
施
行
以
前
、
幹
部

職
員
は
、
約
二
二
六
日
か
三
二
七
日
労
働
し
て
い
た
と
い
わ
れ
、
従
来
の
労
働
日
数
を
こ
の
二

一
七
日
と
い
う
労
働
日
数
に
縮
減
す
る
た
め
に
は
、

さ
ら
に
九
日
か

一
〇
日
の
さ
ら
な
る
休
日
の
付
与
を
必
要
と
す
る
こ
と
に
な（犯
。
そ
し
て
ヽ
こ
の
二

一
七
日
を
限
度
と
し
て
労
働
協
約
で
定
め
ら

れ
た
労
働
日
数
を
超
え
て
労
働
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
①
休
日
を
時
間
積
立
制
度
に
算
入
す
る
場
合
、
ま
た
は
、
②
年
次
有
給
休
暇
を
繰

り
越
す
場
合
の
二
つ
に
限
定
さ
れ
、
こ
れ
ら
二
つ
以
外
の
場
合
で
労
働
日
数
の
上
限
を
超
え
る
場
合
、
そ
れ
ら
の
日
数
は
、
次
年
度
三
ケ
月
以
内

に
休
日
と
し
て
取
得
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
次
年
度
の
労
働
日
数
の
上
限
は
、
そ
の
日
数
分
縮
減
さ
れ
る
こ
と
に
な（濯
。

第
三
に
、
労
働
日
数
の
一
括
合
意
が
行
わ
れ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
労
働
者
の
自
由
時
間
確
保
の
た
め
の
休
憩

・
休
息

。
休
暇
規
定
は
、
休
憩

を
除
き
適
用
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
使
用
者
は
、
当
該
幹
部
職
員
に
対
し
、
①
少
な
く
と
も
有
給
休
暇
等
の
法
定
休
暇
を
他
の
労
働
者
と
同
様

に
保
障
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
他
、
②

一
日
に
、
少
な
く
と
も
継
続

一
一
時
間
の
休
息
時
間
、
③

一
週
に
、
継
続
三
四
時
間
の
週
体
に

一
日
の
体

息
時
間

一
一
時
間
を
付
加
し
た
継
続
三
五
時
間
の
休
息
を
付
与
し
な
け
れ
ば
な
ら
な（祀
。
特
に
、　
一
日
の
休
息
時
間
の
規
制
は
、
当
該
幹
部
職
員

胸制一［̈
脚練い脚す（稽御州Ⅷガけ膿師同一時岬〓一時毒週一に耐脚け回け射倖岬酬臓粛おれ鎌け″囃曜けれら（る鍛「は陣“慶れコ

れ
る
規
制
の
監
督
方
法
が
、
企
業
内
に
お
い
て
休
息
時
間
の
規
制
が
遵
守
さ
れ
る
か
否
か
の
鍵
と
し
て
重
要
視
さ
れ
て
は
漣
。

（ホ
）
労
働
者
保
護
の
特
別
規
定

前
述
の
よ
う
に
、
労
働
日
数
の
限
定
お
よ
び

一
日

・
一
週
の
休
息
時
間
、
休
暇
保
障
に
よ
り
、
実
労
働
時
間
の
短
縮
と
自
由
時
間
確
保
が
配
慮

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
労
働
時
間
法
制
の
展
開
―
労
働
者
の
健
康

・
自
由
時
間
保
障
と
雇
用
・
労
働
形
態
の
多
様
化
　
　
　
　
　
　
　
一
六
九
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さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
他
の
一
括
合
意
と
は
異
な
り
実
労
働
時
間
数
の
直
接
規
制
が
行
わ
れ
な
い

「労
働
日
数
の
一
括
合
意
」
に
お
い
て
は
、

①
長
時
間
労
働
、
お
よ
び
、
②
労
働
負
担
に
比
し
報
酬
が
低
く
抑
え
ら
れ
る
危
険
性
が
存
在
ヽ
型
。

こ
の
よ
う
な
危
険
性
を
回
避
す
る
た
め
、
第
二
次
オ
ブ
リ
ー
法
は
、
以
下
の
よ
う
な
、
労
働
者
保
護
の
た
め
の
規
定
を
お
い
た
点
で
注
目
さ
れ

る
。
す
な
わ
ち
、
①
実
労
働
時
間
が
当
該

一
括
合
意
以
前
に
比
し
短
縮
さ
れ
な
い
場
合
、
ま
た
は
、
②
当
該
幹
部
職
員
に
課
せ
ら
れ
た
責
務
と
明

ら
か
に
相
関
関
係
の
な
い
報
酬
し
か
受
け
な
か
っ
た
場
合
、
当
該
幹
部
職
員
は
、
仮
に
異
な
る
定
め
が
労
働
協
約
ま
た
は
労
働
契
約
上
規
定
さ
れ

て
い
た
と
し
て
も
、
裁
判
所
に
対
し
て
、
そ
の
格
付
け
に
対
応
し
た
適
用
労
働
協
約
の
定
め
る
最
低
賃
金
、
ま
た
は
、
そ
れ
が
な
い
場
合
は
企
業

の
慣
行
的
賃
金
基
準
を
考
慮
し
て
算
定
さ
れ
る
、
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
が
、
労
働
法
典
上
明
記
さ
れ
た
の
で
ぁ
だ
。

（
・
・
）

門
二
『
０
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０
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∞
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目
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Ｏ∞
・

（２
）
オ
ブ
リ
ー
法
に
よ
る
改
正
以
前
の
フ
ラ
ン
ス
の
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
法
制
に
つ
い
て
は
、
水
町
勇

一
郎

『
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
の
法
律
政
策
』
有
斐
閣

（
一
九
九
七
年
）
二
八
頁
以
下
、
拙
稿

「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
法
制
の
展
開
」
静
岡
大
学
法
経
研
究
四
四
巻
三
号

（
一
九
九
五
年
）

四
七
頁
以
下
等
参
照
。
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六

（
８６
）
０
・゙
『

，
メ

ｐ
諄
。
ｒ
』
Ｎ
が

，

（
８７
）
０
。導
”
メ

”
諄
・
Ｆ
ヽ
いヽ

い甲
Ｐ

目
Ｆ

Ｈｏ『
ｐ
ｒ

（
８８

）

０
守

。
Ｃ
Ｈ
”
〓
ｏ

〓

日
∽
＼
ｏ
＞

”

ヽ
暉

ω

日

ｐ
『
ｏ

Ｎ
ｏ
Ｏ
Ｐ

Ｏ
づ
・Ｓ

一
〓

『
ざ

口
ｏ

口
。

い
Ｆ

Ｈ
く

。

（
８９
）
０
卜
・

，
メ

ｐ
『
ｒ

ｒ
ヽ
μＮ
‐Ｈｏ
‐∞
。
日
Ｆ

ｐ
ｒ
ド

（
９０
）
Ｏ
ｏ寸

，
メ

ｐ
ユ
・
Ｕ
ヽ
【ド
Ｎ
デ
Ｆ
´

（
９．
）
〓
ｏ、日
ｏ
ュ
ｏ
「
『
盟
言
ｃ
ｏ
『
『
ｐ
●
ｏお

Ｆ
ｏ♂
げ
ｌ
ｐ

∽
ｏ
ｏ
す
】
８
８
。
口
。
８
お
。

な
お
、
こ
の
二

一
七
日
と
い
う
労
働
日
数
は
、
有
給
休
暇
五
週
間

（年

三
〇
日
）
と
週
休
二
日

（年
約

一
〇
四
日
）、
日
曜
日
と
重
な
ら
な
い
祝
日
約

一
〇
日
を
休
日
と
し
て
付
与
さ
れ
て
、
な
お
、
約
四
日
の
休
日
付
与
を
要

す
る
日
数
で
あ
る
。

（
９２
）
０
・オ

，
メ

”
諄
・
Ｆ
ヽ
いド
Ｈ甲
Ｐ

目
Ｆ

，
Ｈい
。

（
９３
）
０
３
『
”
Ｆ

ｐ
『ｒ

ｒ
ヽ
いＮ
■
ｕ
‐Ｐ

Ｈ目
・
”
〕』
。

（
９４
）
０
・〓
”
Ｆ

ｐ
ユ
・
Ｆ
ヽ
日ヽ

日望
Ｐ

】ＨＦ

”
Ｈ“
・

（
９５

）

０
■

ｏ
“
］
”
〓
ｏ

〓

日
り
、
０
＞

”

●
ｃ

∞

日

，
■
ｏ

Ｎ
ｏ
Ｏ
Ｐ

Ｏ
り
。Ｌ

す
。
「
い
ｏ

，
ｏ

目
。

い
Ｆ

Ｈ
く

。
ゃ

”
や

（
９６
）
実
労
働
時
間
規
制
は
、
労
働
者
の
労
働
負
担
を
直
接
規
制
す
る
唯

一
の
手
段
で
あ
り
、
労
働
者
の
健
康
と
自
由
時
間
保
障
に
と

っ
て
非
常
に
重
要
で
あ
る

が
ゆ
え
に
、
こ
の
労
働
日
数
の

一
括
合
意
の
よ
う
に
実
労
働
時
間
数
が
規
制
対
象
と
な
ら
な
い
場
合
は
、
適
切
な
労
働
負
担
と
報
酬
を
保
障
す
る
措
置
と

健
康
保
障
措
置
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
も
の
と
し
て
、
〓
”
『
ｏ̈
‐＞
口
”
０
〓
０
”
日
＞
Ｃ
・
↓
ｏ
日
「
り
●
ｏ
”■

，
く
Ｌ
】
２

Ｆ

ｏＦ
ｐ
『”
Φ
Ｏ
ｏ
一■

，
くＬ
Ｆ

∪
『
・り
ｏ
ｏ
・
　
●
．　
ω　
日ｐ
ｐ
『Ｏ　
ＮＯ
Ｏ
Ｏ
・　
り
。ＮＯ
”　
ｏ”　
り
。

（
９７
）
０
・■

，
Ｆ

”
二
。
ｒ
ヽ
いヽ

い望
，



結
び
に
か
え
て
―
日
本
法

へ
の
示
唆

以
上
、
フ
ラ
ン
ス
の
新
労
働
時
間
法
制
に
つ
い
て
、
そ
の
一
般
的
枠
組
み

（第

一
章
）、
お
よ
び
、
雇
用

。
労
働
形
態
の
多
様
化
に
対
す
る
特

別
規
制
と
し
て
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
と
幹
部
職
員
の
労
働
時
間
規
制

（第
二
章
）
を
検
討
し
て
き
た
。
日
本
法
と
の
本
格
的
な
比
較
検
討
に

つ
い
て
は
、
稿
を
改
め
て
論
ず
る
こ
と
に
し
た
い
が
、
さ
し
あ
た
り
、
①
労
働
者
の
健
康
と
自
由
時
間
を
ど
の
よ
う
に
保
障
す
べ
き
か
、
②
雇
用

・

労
働
形
態
の
多
様
化
に
対
応
し
た
ど
の
よ
う
な
労
働
時
間
規
制
を
行
う
べ
き
か
、
と
い
う
観
点
か
ら
、
日
本
の
労
働
時
間
法
制
へ
の
示
唆
と
な
り

う
る
点
を
若
干
指
摘
し
、
結
び
に
代
え
る
こ
と
に
し
た
い
。

１
　
労
働
者
の
健
康
と
自
由
時
間
保
障

（１
）
労
働
時
間
規
制

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
労
働
時
間

（狭
義
）
規
制
は
、
そ
の
規
制
対
象
も
規
制
内
容
も
興
味
深
い
。

ま
ず
、
労
働
時
間
の
規
制
対
象
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
日
本
と
同
様
、
対
象
は
原
則
と
し
て

「実
労
働
時
間
」
で
あ
る
。
実
労
働
時
間
の
概
念

（↓

第

一
章
第

一
節
２

（１
と

は
、　
一
般
的
に
は
使
用
者
の
指
揮
命
令
下
に
あ
る
こ
と
が
重
要
な
基
準
で
あ
り
、
日
本
に
お
け
る
そ
れ
と
類
似

し
て
い
る
が
、
第

一
に
、
所
定
の
要
件
を
充
足
す
る
更
衣
時
間
と
待
機
時
間
に
つ
い
て
、
「実
労
働
時
間
」
と
は
法
律
上
判
断
さ
れ
な
い
が
、
「休

息
や
金
銭
補
償
等
対
価
を
必
要
と
す
る
時
間
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
点
は
、
多
様
な
時
間
規
制
の
あ
り
方
と
し
て
参
考
に
な
ろ
う
。
ま
た
、
第
二

に
、
職
業
教
育
時
間
の
労
働
時
間
性
が
議
論
さ
れ
、　
一
種
の
解
雇
回
避
義
務
で
あ
る
、
使
用
者
の
労
働
者
を
雇
用
の
変
動
に
対
応
さ
せ
る
義
務
の

枠
内
で
行
わ
れ
る
教
育
訓
練
時
間
は
実
労
働
時
間
と
さ
れ
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
労
働
時
間
法
制
の
展
開
―
労
働
者
の
健
康

。
自
由
時
間
保
障
と
雇
用
・
労
働
形
態
の
多
様
化
　
　
　
　
　
　
　
一
七
七
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ま
た
、
不
活
動
時
間
を
含
む

一
定
の
職
業
に
つ
い
て
、
法
定
労
働
時
間
を
超
え
る
時
間
を
換
算
時
間
と
し
て
法
定
労
働
時
間
と
同

一
視
す
る

「換
算
制
度
」
（↓

第

一
章
第

一
節
２

（２
と

は
、
フ
ラ
ン
ス
独
特
の
制
度
で
あ
る
が
、
不
活
動
時
間
を
含
む
時
間
に
つ
い
て
、
全
て
を
実
労
働

時
間
と
す
る
か
ま
た
は
労
働
時
間
規
制
の
対
象
か
ら
は
ず
す
か
と
い
う
二
者
択

一
で
は
な
く
、　
一
定
部
分
を
実
労
働
時
間
と
し
て
認
定
す
る
と
い

う
中
間
的
手
法
は
、
検
討
に
値
す
る
と
思
わ
れ
る
。

次
に
、
労
働
時
間
の
規
制
内
容
で
あ
る
が
、
最
も
強
調
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
実
労
働
時
間
を
短
縮
す
る
た
め
に
、
多
様
な
規
制
が
何

重
に
も
張
り
巡
ら
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
第

一
に
、
法
定
労
働
時
間
は
週
三
五
時
間
に
短
縮
さ
れ

（↓
第

一
章
第

一
節
３

（
１
と
、

こ
れ
を
基
軸
と
し
て
労
働
時
間
法
制
が
構
築
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
第
二
に
、
法
定
労
働
時
間
だ
け
で
な
く
、
実
労
働
時
間
を
実
際
に

短
縮
す
る
た
め
に
、
最
長
労
働
時
間
規
制
と
し
て
、
①

一
日

一
〇
時
間
、
②

一
週
四
八
時
間
、
③
継
続

一
二
週
平
均
四
四
時
間
が
最
長
労
働
時
間

と
し
て
規
定
さ
れ

（↓
第

一
章
第

一
節
３

（２
）
（
↓

）、
ま
た
、
④
法
定
時
間
外
労
働
の
一
年
の
割
当
時
間

（
一
三
〇
時
間
）
（↓

第

一
章
第

一
節
３

（２
）
（ｂ
と

も
労
働
時
間
の
上
限
規
制
の
機
能
を
有
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
第
三
に
、
法
定
時
間
外
労
働
に
つ
い
て
は
、
①
全
て
の
法

定
外
労
働
時
間
に
対
し
て
、
そ
の
時
間
数
に
応
じ
た
割
増
賃
金
ま
た
は
こ
れ
に
代
替
す
る
代
償
休
息
の
付
与
が
使
用
者
に
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る

と
と
も
に
、
②
年
間
割
当
時
間

一
三
〇
時
間
を
超
え
る
労
働
に
つ
い
て
は
、
従
業
員
数

一
〇
人
以
下
の
企
業
に
つ
い
て
は
そ
の
五
〇
％
、　
一
〇
人

を
超
え
る
企
業
に
つ
い
て
は
そ
の
一
〇
〇
％
に
相
当
す
る
代
償
休
息
の
付
与
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る

（従
業
員
数

一
〇
人
以
上
の
企
業
は
、
さ

ら
に
週
四

一
時
間
を
超
え
る
時
間
に
つ
い
て
も
そ
の
五
〇
％
に
相
当
す
る
代
償
休
息
の
付
与
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
）
（↓
第

一
章
第

一
節
３

（２
）
（ｄ
じ
。
こ
の
よ
う
な
、
絶
対
的
最
長
労
働
時
間
規
制
、
お
よ
び
、
法
定
時
間
外
労
働
に
対
す
る
代
償
措
置
と
し
て
の
休
息
時
間
付
与
は
、

現
実
に
実
労
働
時
間
を
短
縮
す
る
有
効
な
手
段
と
し
て
、
日
本
に
お
い
て
も
是
非
採
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
変
形
労
働
時
間
制
に
お
い
て
も
、
法
定
労
働
時
間
が
短
縮
さ
れ
た
た
め
、
週
平
均
労
働
時
間
が
三
五
時
間
と
短
縮
さ
れ
て
い
る

（↓

第

一
章
第

一
節
４

（１
と

が
、
さ
ら
に
労
働
者
を
保
護
す
る
た
め
の
多
様
な
規
制
が
な
さ
れ
て
い
る
点
は
参
考
に
な
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
第

一

に
、　
一
年
変
形
制

（↓
第

一
章
第

一
節
４

（２
）
（
ι

）
に
つ
い
て
は
、
①
そ
の
実
施
に
、
所
定
の
事
項
を
記
載
し
た
拡
張
適
用
さ
れ
た
産
業



部
門
別
労
働
協
約
ま
た
は
異
議
申
立
権
の
対
象
と
な
ら
な
い
企
業

・
事
業
所
別
協
約
の
締
結
を
必
要
と
す
る
と
と
も
に
、
②

一
年
の
労
働
時
間
数

の
上
限
を

一
六
〇
〇
時
間
と
し
、
③

一
日

ｏ
一
週

・
継
続

一
二
週
の
最
長
労
働
時
間
を
適
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
労
働
時
間
の
増
減
の
振
幅

を
規
制
し
て
い
る
。
ま
た
第
二
に
、
サ
イ
ク
ル
労
働

（↓
第

一
章
第

一
節
４

（２
）
（ｂ
し

に
つ
い
て
も
、
①
そ
の
実
施
に
、
所
定
の
事
項
を

記
載
し
た
拡
張
適
用
さ
れ
た
産
業
部
門
別
労
働
協
約
ま
た
は
異
議
申
立
権
の
対
象
と
な
ら
な
い
企
業

ｏ
事
業
所
別
協
約
の
締
結
を
必
要
と
す
る
と

と
も
に
、
②

一
日

ｏ
一
週

・
継
続

一
二
週
の
最
長
労
働
時
間
を
適
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
労
働
時
間
の
増
減
の
振
幅
を
規
制
し
て
い
る
。
そ

し
て
第
三
に
、
休
日
付
与
形
式
に
よ
る
労
働
時
間
短
縮
方
法

（↓
第

一
章
第

一
節
４

（２
）
（
ｃ
と

に
つ
い
て
は
、
①

一
年
を
単
位
と
す
る
場

合
は
、
そ
の
実
施
に
、
所
定
の
事
項
を
記
載
し
た
拡
張
適
用
さ
れ
た
産
業
部
門
別
労
働
協
約
ま
た
は
企
業

・
事
業
所
別
協
約
の
締
結
を
必
要
と
す

る
と
と
も
に
、
②

一
年
を
単
位
と
す
る
場
合
は
そ
の
労
働
時
間
数
の
上
限
を

一
六
〇
〇
時
間
と
し
、
③

一
日

・
一
週

ｏ
継
続

一
二
週
の
最
長
労
働

時
間
を
適
用
す
る
他
、
④
歴
週
三
九
時
間
を
超
え
る
時
間
は
全
体
と
し
て
週
平
均
三
五
時
間
以
内
に
お
さ
ま
っ
て
い
て
も
法
定
外
労
働
時
間
と
評

価
し
、
そ
の
労
働
時
間
の
振
幅
を
制
限
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

（２
）
自
由
時
間
保
障

他
方
、
自
由
時
間
保
障
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
つ
い
て
も
、
休
息
時
間
の
概
念
、
お
よ
び
、
保
障
さ
れ
る
自
由
時
間
の
内
容
の
い
ず
れ
も
関
心

が
も
た
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

ま
ず
、
休
息
時
間
の
概
念
に
関
連
し
て
は
、
時
間
を
労
働
時
間
と
休
息
時
間

（非
労
働
時
間
）
に
三
分
類
す
る
の
で
は
な
く
、
労
働
時
間
、
休

息
時
間
、
い
ず
れ
に
も
属
さ
な
い
第
三
の
時
間
に
三
分
類
す
る
見
解
が
注
目
さ
れ
る

（↓

第

一
章
第
二
節
１

（２
）
（
ａ
じ
。
こ
の
見
解
は
、
休

息
時
間
に
算
入
し
う
る
時
間
を
個
人
生
活
の
領
域
に
属
す
る
完
全
に
自
由
に
利
用
し
う
る
時
間
に
限
定
し
、
労
働
時
間
規
制
の
対
象
と
な
る
実
労

働
時
間
と
は
評
価
し
え
な
い
が
、
労
務
の
提
供
、
職
業
生
活
に
関
連
し
、
時
間
の
利
用
方
法
が
限
定
さ
れ
る
待
機
時
間
、
更
衣
時
間
、
職
業
教
育

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
労
働
時
間
法
制
の
展
開
―
労
働
者
の
健
康

。
自
由
時
間
保
障
と
雇
用
・
労
働
形
態
の
多
様
化
　
　
　
　
　
　
　
一
七
九
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時
間
、
通
勤
時
間
等
を
休
息
時
間
か
ら
排
除
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
労
働
者
の
自
由
時
間
と
個
人
生
活
を
よ
り
実
効
的
に
保
障
し
よ
う
と
す
る
。

た
し
か
に
、
こ
の
よ
う
な
労
務
の
提
供
に
関
連
す
る
時
間
は
、
労
働
負
担
を
直
接
増
大
さ
せ
る
時
間
で
は
な
い
が
、
労
働
者
の
自
由
時
間
を
浸
食

す
る
時
間
で
あ
る
。
日
本
に
は
、　
一
日
の
休
息
時
間
規
制
が
存
在
し
な
い
こ
と
も
あ
り
、
ど
の
よ
う
な
時
間
が
自
由
時
間
と
し
て
保
障
さ
れ
る
べ

き
か
と
い
う
議
論
は
あ
ま
り
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
が
、
今
後
は
、
規
制
さ
れ
る
べ
き
労
働
時
間
の
み
な
ら
ず
、
保
障
さ
れ
る
べ
き
自
由
時
間
の

内
容
を
明
確
化
す
る
こ
と
が
重
要
な
課
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

次
に
保
障
さ
れ
る
自
由
時
間
の
内
容
で
あ
る
が
、
第

一
に
、
週
の
休
息
時
間

（週
体
）
に
加
え
て

一
日
の
休
息
時
間

（↓

第

一
章
第
二
節
１

（２
））
が
新
設
さ
れ
た
こ
と
は
重
要
で
あ
り
、
日
本
に
お
い
て
も
立
法
論
と
し
て
検
討
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

一
日
の
休
息
時
間
は
、　
一
日
の
拘
束

時
間
を
限
定
す
る
効
果
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
実
労
働
時
間
規
制
と
い
う
観
点
か
ら
も
、　
一
日
の
最
長
労
働
時
間
規
制
を
補
足
す
る
重
要

な
意
義
を
有
す
る
。
ま
た
、
休
息
時
間
を
完
全
に
自
由
に
利
用
し
う
る
時
間
に
限
定
す
れ
ば
、
実
労
働
時
間
規
制
で
は
制
限
で
き
な
い
労
務
提
供

に
関
連
し
た
非
実
労
働
時
間
を
制
限
す
る
こ
と
が
で
き
、
労
働
者
の
個
人
生
活
保
障
の
点
か
ら
大
き
な
影
響
を
与

るゝ
つ
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

第
二
に
、
本
稿
で
は
詳
細
に
ふ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
従
来
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
年
次
有
給
休
暇
と
多
彩
な
特
別
休
暇

に
よ
り
構
成
さ
れ
て
い
る
休
暇
制
度
の
充
実
は
、
大
い
に
参
考
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
単
に
疲
労
の
回
復
や
健
康
保
障
の
た
め
の
休
息
の
み
な

ら
ず
、
個
人
の
生
活
を
楽
し
み
、
ま
た
、
家
族
生
活
と
職
業
生
活
を
調
和
さ
せ
る
た
め
に
も
、
年
次
有
給
休
暇
、
育
児
や
家
族
的
理
由
に
よ
る
休

暇
を
初
め
と
す
る
休
暇
制
度
の
拡
充
は
、
日
本
の
労
働
時
間
法
制
の
主
要
な
課
題
で
あ
ろ
う
。
年
次
有
給
休
暇
に
つ
い
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
よ
う

に
、
週
休
と
同
様
、
そ
の
付
与
を
使
用
者
に
義
務
づ
け
、
全
体
暇
日
数
が
取
得
さ
れ
る
よ
う
な
法
の
整
備
が
必
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

第
三
に
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
、
自
由
時
間
の
量
的
な
充
実
の
み
な
ら
ず
、
年
体
の
繰
り
越
し
や
無
給
休
暇
へ
の
充
当

（↓

第

一
章
第
二

節
１

（３
）
（
ｂ
し
、
時
間
積
立
制
度

（↓

第

一
章
第
二
節
２

（２
と

の
よ
う
に
、
労
働
者
が
長
期
的
視
野
で
そ
の
自
由
時
間
を
配
置

・
組
織

し
う
る
制
度
が
整
備
さ
れ
つ
つ
あ
る
点
も
注
目
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、　
一
日
、　
一
週
、　
一
年
の
休
息
、
休
暇
が
十
分
に
保
障
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
前

提
で
あ
る
が
、
労
働
者
の
個
人
生
活
を
さ
ら
に
充
実
さ
せ
る
と
い
う
観
点
か
ら
は
、
労
働
者
が
有
給
の
体
暇
を
積
み
立
て
、
そ
の
計
画
に
合
わ
せ



て
職
業
生
活
期
間
中
の
自
由
時
間
を
組
織
す
る
と
い
う
制
度
は
、
労
働
者
に
大
き
な
利
益
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

２
　
雇
用

・
労
働
形
態
の
多
様
化
と
労
働
時
間
規
制

（１
）
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
と
間
欠
的
労
働

日
本
に
お
い
て
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
を
め
ぐ
る
主
要
な
論
点
は
、
そ
の
賃
金
等
待
遇
面
に
つ
い
て
の
平
等
取
扱
い
と
社
会
保
険

ｏ
税
制
上
の

取
扱
い
で
あ
り
、
そ
の
労
働
時
間
規
制
に
つ
い
て
は
、
有
給
休
暇
の
比
例
的
付
与
を
除
き
活
発
に
議
論
さ
れ
て
き
た
と
は
言
い
難
い
。
こ
れ
に
対

し
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
が

「所
定
労
働
時
間
の
短
い
労
働
」
で
あ
る
の
で
、
通
常
の
フ
ル
タ
イ
ム
労
働
を
想
定
し
た

労
働
時
間
規
制
で
は
、
労
働
時
間
の
長
さ

・
配
分
の
弾
力
的
な
労
働
と
し
て
使
用
者
に
濫
用
さ
れ
う
る
と
い
う
問
題
意
識
か
ら
、
以
下
の
よ
う
な

特
別
の
労
働
時
間
規
制
が
行
わ
れ
て
お
り

（↓
第
二
章
第

一
節
１

（３
と
、
日
本
の
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
法
制
に
お
い
て
も
示
唆
的
で
あ
る
と

い
え
よ
つヽ
。

す
な
わ
ち
、
第

一
に
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
契
約
は
書
面
に
よ
る
こ
と
を
要
し
、
労
働
時
間
の
長
さ

。
配
置
、
勤
務
時
間
割
が
変
更
さ
れ
う
る

場
合
、
各
労
働
日
の
勤
務
時
間
割
を
書
面
に
よ
り
通
知
す
る
方
法
、
所
定
外
労
働
時
間
の
上
限
等
を
規
定
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

第
二
に
、
勤
務
時
間
割
の
変
更
に
つ
い
て
は
、
予
告
期
間

・
方
法
の
他
、
家
族
責
任
、
教
育
の
受
講
、
他
の
使
用
者
の
も
と
で
の
労
働
や
他
の

職
業
生
活
者
と
抵
触
す
る
と
き
は
、
勤
務
時
間
割
変
更
を
労
働
者
が
拒
否
し
う
る
こ
と
が
法
令
上
定
め
ら
れ
、
労
働
者
の
個
人

・
家
庭
生
活
、
ま

た
は
、
他
の
職
業
生
活
と
の
調
和
が
考
慮
さ
れ
て
い
る
。

第
三
に
、
勤
務
の
中
断
時
間
は

一
日

一
回
、
最
長
二
時
間
が
原
則
と
さ
れ
、
所
定
労
働
時
間
の
短
い
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
の
拘
束
時
間
が
長

時
間
に
な
ら
な
い
よ
う
配
慮
さ
れ
て
い
る
。

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
労
働
時
間
法
制
の
展
開
―
労
働
者
の
健
康
。
自
由
時
間
保
障
と
雇
用
・
労
働
形
態
の
多
様
化
　
　
　
　
　
　
　
一
八
一
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第
四
に
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
の
所
定
外
労
働
時
間
に
つ
い
て
は
、
①
所
定
外
労
働
時
間
は
法
定
労
働
時
間
ま
た
は
協
約
所
定
労
働
時
間
を

超
え
て
は
な
ら
ず

（し
た
が
っ
て
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
に
法
定
時
間
外
労
働
を
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
）、
②
法
内
所
定
外
労
働
時
間
の

上
限
は
所
定
労
働
時
間
の
十
分
の
一
で
あ
り
、
③
例
外
的
に
拡
張
適
用
さ
れ
た
産
業
部
門
別
労
働
協
約
に
よ
り
法
内
所
定
外
労
働
時
間
の
上
限
を

所
定
労
働
時
間
の
三
分
の

一
ま
で
引
き
上
げ
た
場
合
、
使
用
者
は
所
定
労
働
時
間
の
十
分
の
一
を
超
え
る
所
定
外
労
働
時
間
に
対
し
て
割
増
賃
金

を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
④
継
続

一
二
週
間
ま
た
は

一
五
週
の
う
ち

一
二
週
間
、
週
平
均
所
定
外
労
働
が
三
時
間
を
超
え
る
場
合

は
当
該
労
働
者
の
反
対
が
な
け
れ
ば
所
定
労
働
時
間
が
変
更
さ
れ
る
こ
と
と
さ
れ
、
使
用
者
が
所
定
労
働
時
間
を
短
く
設
定
し
て
所
定
外
労
働
に

よ
り
労
働
時
間
の
長
さ
を
調
整
す
る
可
能
性
を
限
定
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
⑤
労
働
者
は
、
契
約
上
規
定
さ
れ
た
所
定
外
労
働
時
間
の
上
限
を
超

え
る
労
働
の
み
な
ら
ず
、
契
約
上
の
規
定
範
囲
内
で
あ

っ
て
も
三
日
間
の
予
告
期
間
を
お
か
な
い
所
定
外
労
働
を
拒
否
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と

が
法
令
上
保
障
さ
れ
、
労
働
者
の
個
人

・
家
庭
生
活
と
の
調
和
が
考
慮
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
第
五
に
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
の
変
形
労
働
時
間
制
に
つ
い
て
は
、
①
所
定
の
事
項
を
規
定
し
た
拡
張
適
用
さ
れ
た
産
業
部
門
別
労
働

協
約
ま
た
は
異
議
申
立
権
の
対
象
と
な
ら
な
い
企
業

・
事
業
所
別
協
約
の
締
結
を
前
提
と
し
、
集
団
的
規
制
を
担
保
す
る
と
と
も
に
、
②
各
週
の

労
働
時
間
の
増
減
は
契
約
所
定
労
働
時
間
の
三
分
の
一
を
そ
の
上

・
下
限
と
し
、
ま
た
、
週
の
最
長
労
働
時
間
を
法
定
労
働
時
間

（三
五
時
間
）

と
し
て
、
そ
の
所
定
労
働
時
間
の
短
さ
に
対
応
し
た
労
働
時
間
の
振
幅
規
制
が
な
さ
れ
て
い
る
。

他
方
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
、
そ
の
労
働
の
性
質
上
、
労
働
期
間
を
労
働
し
な
い
期
間
を
交
互
に
含
む
労
働
に
つ
き
、
期
間
の
定
め
の
な
い

労
働
契
約
に
よ
り
労
働
者
を
雇
用
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
た
め
、
間
欠
的
労
働
が
制
度
化
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
間
欠
的
労
働
に
つ
い
て
は
、

①
使
用
者
に
よ
る
濫
用
を
防
ぐ
た
め
、
そ
の
利
用
は
、
労
働
の
性
質
上
、
労
働
期
間
を
労
働
し
な
い
期
間
を
交
互
に
含
む
労
働
に
限
定
さ
れ
、
②

そ
の
実
施
に
つ
い
て
は
、
所
定
の
事
項
を
規
定
し
た
拡
張
適
用
さ
れ
た
産
業
部
門
別
労
働
協
約
ま
た
は
異
議
申
立
権
の
対
象
と
な
ら
な
い
企
業

・

事
業
所
別
協
約
の
締
結
を
前
提
と
し
、
③
間
欠
的
労
働
契
約
は
所
定
の
事
項
を
記
載
し
た
書
面
に
よ
る
こ
と
を
要
求
す
る
と
と
も
に
、
④
年
間
の

契
約
所
定
最
低
労
働
時
間
を
超
え
る
労
働
時
間
は
そ
の
三
分
の
一
を
上
限
と
し
、
使
用
者
が
契
約
最
低
労
働
時
間
を
低
く
設
定
し
て
所
定
外
労
働



に
よ
り
労
働
時
間
の
長
さ
を
調
整
す
る
可
能
性
を
制
限
し
て
い
る

（↓
第
二
章
第

一
節
２
）。

（２
）
幹
部
職
員

フ
ラ
ン
ス
の
新
労
働
時
間
法
制
に
お
い
て
は
、
従
来
特
別
規
制
の
存
在
し
な
か
っ
た

「幹
部
職
員
」
を
、
①

「経
営
幹
部
職
員
」
、
②

「集
団

的
勤
務
時
間
割
に
従
う
幹
部
職
員
」
、
③

「自
律
的
幹
部
職
員
」
の
三
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分
類
し
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
労
働
時
間
規
制
を
行
う

こ
と
と
さ
れ
た
点
が
注
目
さ
れ
る

（↓
第
二
章
第
二
節
）。

第

一
に
、
経
営
幹
部
職
員
は
、
労
働
時
間
法
制
上
の
位
置
づ
け
と
し
て
は
、
日
本
の
労
基
法
第
四
一
条

一
号
に
い
う

「管
理
監
督
者
」
に
対
応

す
る
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
範
囲
は
、
①
責
任
の
重
要
性
と
労
働
時
間
の
独
立
性
、
②
高
度
に
自
律
的
な
決
定
権
限
、
③
最
も
高
い
レ
ベ
ル
の
報

酬
の
要
件
を
全
て
充
足
す
る
も
の
に
限
定
さ
れ
、
上
級
幹
部
職
員
よ
り
さ
ら
に
少
数
の
、
企
業
長
の
周
辺
に
位
置
す
る
権
限
保
持
者
の
み
を
対
象

と
し
て
い
る
点
が
特
徴
的
で
あ
る

（↓
第
二
章
第
二
節
１

（１
》
。
経
営
幹
部
職
員
に
は
、
休
暇
規
定
の
み
が
適
用
さ
れ
、
狭
義
の
労
働
時
間
、

休
憩

・
休
息
に
関
す
る
規
定
は
適
用
除
外
さ
れ
る
た
め
、
そ
の
対
象
範
囲
は
限
定
さ
れ
る
べ
き
こ
と
が
、
行
政
解
釈
上
も
強
調
さ
れ
て
い
る

（↓

第
二
章
第
二
節
２

（１
と
。

第
二
に
、
集
団
的
勤
務
時
間
割
に
従
う
幹
部
職
員
は
、
①
集
団
的
勤
務
時
間
割
に
従
い
、
②
労
働
時
間
数
を
事
前
に
決
定
し
う
る
者
で
、
作
業

現
場
の
長
、
事
務
所

。
営
業
所
の
責
任
者
、
他
の
労
働
者
と
同
じ
よ
う
に
出
勤
を
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
業
務
の
長
等
を
対
象
と
す
る

（↓

第

二
章
第
二
節
１

（２
じ
。
こ
の
幹
部
職
員
は
、
職
務
の
性
質
上
、
集
団
的
勤
務
時
間
割
に
付
随
し
て
法
定
時
間
外
労
働
を
恒
常
的
に
行
う
場
合
で

あ
っ
て
も
、
全
て
の
労
働
時
間
規
制
の
適
用
を
受
け
、
労
働
時
間
法
制
上
の
保
護
を
享
受
す
る
。
た
だ
し
、
賃
金
管
理
を
簡
素
化
す
る
た
め
、
週

ま
た
は
月
単
位
の
労
働
時
間
数
の
一
括
合
意

（法
定
外
労
働
時
間
を
含
め
た
労
働
時
間
数
と
そ
れ
に
対
す
る
割
増
賃
金
等
を
含
め
た
報
酬
を
決
定

す
る
）
を
行
う
こ
と
も
認
め
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
場
合
も
労
働
時
間
規
制
は
適
用
さ
れ
、
使
用
者
は
当
然
実
労
働
時
間
数
を
把
握

。
計
算
す
る

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
労
働
時
間
法
制
の
展
開
―
労
働
者
の
健
康
。自
由
時
間
保
障
と
雇
用
・労
働
形
態
の
多
様
化
　
　
　
　
　
　
　
一
人
三
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義
務
を
有
し
て
い
る

（↓
第
二
章
第
二
節
２

（２
》
。

第
三
に
、
自
律
的
幹
部
職
員
は
、
前
述
の
二
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
幹
部
職
員
、
す
な
わ
ち
、
経
営
幹
部
職
員
、
集
団
的
勤
務
時
間
割
に
従
う
幹

部
職
員
の
い
ず
れ
に
も
属
さ
な
い
幹
部
職
員
で
、
①
そ
の
就
業
時
間
の
管
理

・
監
督
が
困
難
な
者
、
ま
た
は
、
②
そ
の
労
働
時
間
が
不
確
実
で
事

前
に
確
定
で
き
な
い
者
で
あ
る

（↓
第
二
章
第
二
節
１

（３
と
。
自
律
的
幹
部
職
員
の
場
合
、
「労
働
時
間
規
制
の
適
用
除
外
」
で
も

「全
面
適

用
」
で
も
な
く
、
ま
さ
に

「特
別
規
制
」
が
適
用
さ
れ
る
点
で
注
目
さ
れ
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
①
法
定
外
労
働
時
間
の
年
間
割
当
時
間

（
一
三
〇

時
間
）
の
適
用
が
除
外
さ
れ

（し
た
が
つ
て
、
労
働
監
督
官
の
許
可
な
く
割
当
時
間
を
超
え
て
労
働
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
義
務
的
代
償
休

息
を
除
く
法
定
外
労
働
時
間
に
対
す
る
代
償
措
置
は
必
要
で
あ
る
）
る
と
と
も
に
、
②
現
在
よ
り
も
、
実
労
働
時
間
を
短
縮
す
る
こ
と
を
条
件
と

し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
所
定
の
要
件
の
下
に
、
三
つ
の
種
類
の
個
別
的

一
括
合
意
、
す
な
わ
ち
、
①
週
ま
た
は
月
単
位
の
労
働
時
間
数
の
一
括
合
意
、

②

一
年
単
位
の
労
働
時
間
数
の
一
括
合
意
、
③

一
年
単
位
の
労
働
日
数
の
一
括
合
意
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る

（↓

第
二
章
第

二
節
２

（３
と
。

①
週
ま
た
は
月
単
位
の
労
働
時
間
数
の
一
括
合
意

（↓
第
二
章
第
二
節
２

（３
）
（
ａ
し
、
お
よ
び
、
②

一
年
単
位
の
労
働
時
間
数
の
一
括
合

意

（↓
第
二
章
第
二
節
２

（３
）
（ｂ
》

は
、
い
ず
れ
も
実
労
働
時
間
数
が
規
制
対
象
で
あ
り
、
実
労
働
時
間
数
と
法
定
外
労
働
時
間
に
対
す

る
代
償
措
置
を
含
め
た
報
酬
が
保
障
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（た
だ
し
、
②

一
年
単
位
の
労
働
時
間
数
の
一
括
合
意
は
、　
一
年
を
単
位
と
し
て

週
平
均
三
五
時
間
を
超
え
る
時
間
数
を
法
定
外
労
働
時
間
と
す
る
の
で
、
個
別
的
な

一
年
変
形
制
と
し
て
の
効
果
も
有
し
、
よ
り
弾
力
的
な
時
間

配
分
が
可
能
で
あ
る
。）。
こ
れ
に
対
し
て
、
③

一
年
単
位
の
労
働
日
数
の
一
括
合
意

（↓
第
二
章
第
二
節
２

（３
）
（
ｃ
と

は
、
自
律
的
幹
部

職
員
の
う
ち
そ
の
職
務
の
性
質
、
責
任
、
労
働
時
間
決
定
に
お
け
る
自
律
性
に
よ
り
事
前
に
労
働
時
間
を
決
定
で
き
な
い
者
が
、　
一
年
の
労
働
日

数
と
そ
れ
に
対
す
る
報
酬
を
約
定
す
る
も
の
で
あ
り
、
約
定
さ
れ
る
労
働
時
間
の
長
さ
が
労
働
時
間
数
で
は
な
く
日
数
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
。
し

た
が
っ
て
、
実
労
働
時
間
数
は
規
制
の
対
象
と
は
な
ら
ず
、
使
用
者
は
実
労
働
時
間
数
を
計
算

ｏ
管
理
す
る
義
務
を
免
除
さ
れ
る
点
で
、
日
本
の

み
な
し
労
働
時
間
制
、
特
に
裁
量
労
働
制
と
類
似
し
、
比
較
法
的
に
も
興
味
深
い
も
の
と
い
え
よ
う
。



こ
の

「
一
年
単
位
の
労
働
日
数
の
一
括
合
意
」
に
つ
い
て
は
、
実
労
働
時
間
数
を
規
制
対
象
か
ら
は
ず
す
こ
と
に
よ
る
、
業
務
量
の
増
大
と
長

時
間
労
働
、
お
よ
び
、
労
働
負
担
に
比
し
少
な
い
報
酬
と
な
る
危
険
性
を
回
避
し
、
労
働
者
の
健
康

。
自
由
時
間
と
正
当
な
報
酬
を
保
障
す
る
た

め
の
配
慮
が
法
律
レ
ベ
ル
で
な
さ
れ
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
、
日
本
の
裁
量
労
働
制
に
お
い
て
も
参
考
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
第

一
に
、

「
一
年
単
位
の
労
働
日
数
の
一
括
合
意
」
は
、
所
定
の
事
項
を
規
定
し
た
拡
張
適
用
さ
れ
た
産
業
部
門
別
労
働
協
約
ま
た
は
異
議
申
立
権
の
対
象

と
な
ら
な
い
企
業

・
事
業
所
別
労
働
協
約
の
締
結
を
前
提
と
し
、
集
団
的
規
制
が
担
保
さ
れ
て
い
る
。
第
二
に
、
労
働
時
間
数
の
代
わ
り
に
労
働

日
数
の
規
制
に
よ
る
実
効
的
な
実
労
働
時
間
の
短
縮
が
目
指
さ
れ
て
お
り
、　
一
年
間
の
労
働
日
数
は
二

一
七
日
を
限
度
と
し
て
労
働
協
約
で
定
め

ら
れ
た
日
数
と
さ
れ
て
い
る
。
第
三
に
、
休
息
時
間
に
関
す
る
規
制
は
適
用
さ
れ
る
た
め
、　
一
日
少
な
く
と
も
継
続

一
一
時
間
、　
一
週
少
な
く
と

も
継
続
三
五
時
間
の
休
息
付
与
が
使
用
者
に
義
務
づ
け
ら
れ
て
お
り

（し
た
が
っ
て
、
使
用
者
は
実
労
働
時
間
は
管
理
し
な
く
て
も
よ
い
が
、
休

息
時
間
の
管
理
は
必
要
で
あ
る
）、
こ
れ
が
当
該
幹
部
職
員
の
自
由
時
間
を
保
障
す
る
。
そ
し
て
第
四
に
、
当
該

一
括
合
意
以
前
に
比
べ
て
実
労

働
時
間
が
短
縮
さ
れ
な
い
場
合
、
ま
た
は
、
そ
の
労
働
負
担
に
比
し
て
そ
の
報
酬
が
少
な
い
場
合
、
当
該
幹
部
職
員
は
、
適
用
さ
れ
る
労
働
協
約
、

企
業
慣
行
等
に
基
づ
き
算
定
さ
れ
る
実
労
働
時
間
に
対
応
し
た
賃
金
と
の
格
差
部
分
を
損
害
賠
償
と
し
て
請
求
し
う
る
こ
と
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
労
働
時
間
法
制
の
展
開
―
労
働
者
の
健
康

。
自
由
時
間
保
障
と
雇
用

・
労
働
形
態
の
多
様
化

一
人

五


